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開会 午前１０時００分 
〇議会事務局長（深沢茂君） 

 全員、ご起立をお願いします。 
 朝のあいさつをしたいと思います。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 

〇議長（松木慶光君） 
 それでは、会議に先立ちまして、一言、ご理解とご了承を願っておきますが、本議会は委員

会主導型でありますが、今回の提出議案につきましては、内容的に全員審査でもって、審査で

きる内容ということの中で、特例を用いました。委員会付託は郵政請願のみにしたいと思いま

して、あとは全部、全員審査で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 それでは、本日は大変、ご苦労さまでございます。 
 平成１８年第２回定例会の開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 梅雨の季節、うっとうしい日々が続いておりますが、議員各位には何かとお忙しい中、ご出

席をいただきまして、心から敬意を表す次第でございます。また、依田町長におかれましては、

昨年６月１日から山梨県町村会会長に就任され、本年５月３１日をもちまして、退任されまし

たが、その間、見識と手腕を発揮し、職務遂行に日々まい進され、県下町村の発展にご尽力く

だされたことに、深く敬意を表す次第でございます。 
 さて、本定例会に町長から提案されます諸議案は、いずれも重要な内容を有するものであり

ます。議員各位におかれましては、慎重なご審議により、適正にして妥当な結論を得られます

よう、切望する次第であります。 
 これから暑さ厳しい夏に向かいますが、各位にはご自愛の上、諸般の議事運営にご協力を賜

りますようお願い申し上げまして、開会のあいさつといたします。 
 それでは出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 
 本日は、議事日程第１号により執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 １６番 近藤康次君 
 １７番 笠井万氾君 
 １８番 石部典生君 
 以上、３名を会議録署名議員に指名いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 会期の決定を行います。 

 会期の日程につきましては、あらかじめ議員全員協議会でご了承を得ておりますが、改めて

日程案について、議会運営委員会委員長、笠井万氾君より上程いたします。 
 議会運営委員長。 

〇議会運営委員長（笠井万氾君） 
 それでは、議会日程について報告いたします。 
 皆さんのお手元にあります書面を朗読して、報告に代えます。 
 去る６月７日、議会運営委員会を開催し、下記のとおり決定したとおりであります。 
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 平成１８年身延町議会第２回定例会日程案でございます。 
 日時、月日、区分、会議時刻、事柄の順に朗読いたします。 
 （以下、平成１８年身延町議会第２回定例会日程案朗読につき省略） 
 以上であります。 

〇議長（松木慶光君） 
 お諮りいたします。 
 ただいま、議会運営委員会委員長、笠井万氾君の上程のとおり、会期は平成１８年６月１９日

から６月２２日までの４日間と決定することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、会期は平成１８年６月１９日から６月２２日までの４日間と決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第３ 諸般の報告を行います。 

 議会関係の報告を、局長をして報告させます。 
 局長。 

〇議会事務局長（深沢茂君） 
 それでは、議会関係の諸報告を、主なものについて説明いたします。 
 （議会関係諸報告朗読につき省略） 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第４ 町長の施政報告を行います。 

 町長。 
〇町長（依田光弥君） 

 皆さん、改めまして、おはようございます。 
 梅雨のさなかの晴れ間は、ことのほか暑く感じるわけでございますが、議員各位にはご健勝

にてご出席、誠にご苦労さまでございます。 
 先ほど松木議長から、私が１年間、町村会長として務めさせていただいたことにつきまして、

ご丁寧なごあいさつを頂戴いたしまして、恐縮をいたしておるところでございます。 
 昨年の６月１日、任期初日でございましたが、分権改革日本の地方六団体によります全国大

会が開催されました。最終の、本年の５月３１日でございますが、地方自治危機突破総決起大

会が、やはり地方六団体によりまして開催され、出席をさせていただいたところでございます。

始めと終わりに、二度、任期中に役目を果たさせていただいたわけでございます。１年間の議

員の皆さん方の大変なご理解と、そして、またご支援に対しまして、心より感謝を申し上げた

いと存じます。誠にありがとうございました。 
 それでは、本題に入らせていただきます。 
 本日、ここに平成１８年第２回身延町議会定例会が開会するにあたりまして、提出いたしま

した議案の概要と、併せて町政の状況と今後の施策の一端について、ご説明をさせていただき

たいと思います。 
 町民の皆さんの負託を得て、町長に就任いたしまして１年６カ月。私は政治信条として、清

潔・公平・信頼を基本姿勢として、旧町の枠組みにとらわれないで、施策の展開を行ってまいっ

たところでございます。 
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 平成１７年度、合併元年はまさに多事多難の年でありましたが、議員各位をはじめ町民の皆

さまのご指導、ご協力をいただく中で、その務めを果たしてまいったところであります。そん

な合併元年を経まして、平成１８年度は改革の年であろうかと思います。これまで、町民の皆

さんと共に築いてまいりました新しいまちづくりを継続しながら、やすらぎと活力ある開かれ

た町の実現を目指し、未来に向かって、さらに前進をする年にするべく、決意を新たにいたし

ておるところでございます。 
 申し上げるまでもございませんが、５年を超えた小泉首相による構造改革路線で地方分権や

三位一体改革など進んでおるところでありますが、市町村の数は平成の大合併によって１，

８２０と合併前の約６割まで減少し、その反面、深刻な少子高齢化や人口の減少、医療や福祉

予算の増大など、さまざまな問題が解決されないまま、格差の拡大、大都市と地方の対立など、

新たな課題も出てまいっておるところでございます。 
 このような状況のもとで、政府は地方自治体の運営に密接に関係する地方交付税の改革や公

共事業費の削減をさらに検討、道州制導入などの議論を活発にしておるところであります。 
 骨太の方針が出される６月から年末にかけまして、総額や制度の見直しなど、新たな方針が

打ち出される可能性が高まってまいります。 
 地方交付税をめぐる国の改革論議は、財政再建を優先した削減論が中心で、地方分権の視点

を欠いたものであり、まさに地方にとって危機的な状況でございます。これを打破するべく、

地方六団体により地方自治危機突破総決起大会が５月３１日、東京九段会館で開催されました。 
 この大会で決議をされましたものにつきまして、少々述べさせていただきますが、１つ．地

方分権と理念を国民、国会と広く共有する新地方分権推進法の制定。２といたしまして、国と

地方の協議の場の法定化に伴う地方行財政会議の設置。３．地方交付税が地方の固有財産であ

ることを明確にするため、地方共有税とするなど、７項目以上に盛り込んだ意見書を６月７日、

内閣および国会に提出をいたしたところであります。この意見を７月前半にも政府が取りまと

める経済財政運営基本方針、骨太の方針に反映すべきとしているものであります。 
 意見書は総務大臣へ提出をいたしましたが、頼みの竹中総務相は人口と面積を基本に配分す

る新型地方交付税の創設を独自に提言し、走り出してしまっております。竹中総務相は交付税

削減を念頭に置いているとみられるだけに、早急に新型交付税の具体的な算定方法や制度設計

を示す必要があると、然るべきではないかなと、先行きは誠に複雑・不透明になるばかりでご

ざいます。 
 財政再建にとって、歳出削減は喫緊のテーマであります。だからといって、国の赤字を地方

につけまわしてはならないわけでございます。国が一方的に交付税削減など改革案を示すので

はなく、国と地方が対等で、かつ責任をもって協議するテーブルを用意し、歳出削減に取り組

むのが筋であろうかと思うわけでございます。 
 秋の任期切れを控え、何かと先送りが目立った小泉首相でございます。地方分権改革に強い

関心も意欲もないならば、来月まとめる骨太の方針２００６に、無理して交付税改革案などを

盛り込む必要はないのではないかと、そんなふうに考えるところであります。 
 ポスト小泉政権で、国と地方が一体となって財政再建と地方分権をバランスよく両立させる

制度改革の論議を積み重ねる中で、新たな国と地方の形を打ち出してもらいたいなと、切に思

うところであります。 
 次に町政の課題等について、申し上げさせていただきます。 
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 まず行政改革の推進でありますが、３月議会において説明を申し上げました集中改革プラン

に基づき、意識改革のための職員研修や経費の節減等に鋭意、努力をいたしているところであ

ります。 
 計画期間が平成１７年度からの５年間ということでございますので、現在、平成１７年度を

検証、集中改革プランの見直しを行っておるところであります。７月には、平成１７年度の実

績数値を公表するとともに、１８年度以降における目標値を定めた第一次改訂版を公表の予定

といたしておるところでございます。 
 行政改革は町政の最重要課題に位置づけ、財政の健全化、住民サービスの向上などのため、

さらに積極的に取り組んでいく所存でございます。 
 次に総合計画についてでございますが、町の行政運営の指針というべき総合計画については、

平成１７年度初頭から、地域の課題や問題点の把握などのため、アンケート調査の実施、各地

域をお尋ねし、ご意見・お考え・ご要望をお伺いするなど、作業を重ねてまいっておりますが、

現在、課題整理・分析・解析をおおむね終わりまして、素案の取りまとめを行っているところ

でございます。 
 素案の取りまとめ途中において、議員各位にもいろいろな形でご説明を申し上げ、ご意見・

ご提言を拝聴させていただければと思うところでございます。 
 次に地域防災計画でございますが、災害対策基本法に基づき、平成１８年３月に身延町地域

防災計画の策定を行ってまいりました。大地震、台風などの災害に関し、町が処理すべき事項

や地域の防災機関と一体的に防災活動を効率的に実施し、町民の皆さんの生命・身体・財産を

災害から守るための指針というべき、極めて重要な計画でございます。この計画などに基づき、

安全・安心なまちづくりに、より一層、意を用いてまいりたいと思っているところでございま

す。 
 さらに去る６月１６日でございますが、峡南地域県民センターにおいて、峡南地域防災連絡

会議が設置をされたところでございます。この峡南地域防災連絡会議につきましては、それぞ

れの町で防災計画が立ち上げをいたしておるところでございますが、近年の大規模災害の教訓

から自助・共助・公助のより一層の取り組みが必要であるということから、峡南地域の関係機

関が連携し、自助・共助・公助の総合的な推進を図り、地域防災力強化戦略の策定をいたすと

いうことでありまして、地域防災力の強化を図るものでございます。 
 次に児童生徒の登下校時の安全対策についてでございますが、全国各地で下校時に児童生徒

が残虐な事件に遭遇をいたしております。子どもたちの通学時の安全確保を図るために、行政・

学校・ＰＴＡ・地域が協力をしながら取り組む必要があります。２月１日から青色パトカー事

業、地域の多くの皆さんに参加をいただいております、子ども見守り隊活動の全町への拡大が

急速に進められておるところでございます。さらに６月１日からは、スクールガードリーダー

制度を立ち上げたところでありますが、より一層の安全確保に努めてまいりたいと存じており

ます。 
 また、去る６月１０日でありますが、身延町青少年育成町民会議の総会がございまして、ご

熱心な会員の皆さん方のご提言・ご意見等もお聞かせをいただいたところであります。 
 次に中部横断自動車道の関係でございますが、六郷インターから富沢インターの間、２８キ

ロは新直轄方式が決定されました。これにより、およそ１０年後の全線開通のめどがついたと

いうことでございますが、引き続き、早期全線開通に向け、努力をいたしていくわけでござい
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ますが、現在、国ではインターや道の駅などについて、具体的な位置、構造等の検討を進めて

おるところであります。より利用しやすく、また身延町にとって、より地域経済の発展が期待

できるような計画となるよう、国に働きかけておるところであります。併せて、高速道路開通

を視野に入れた地域開発構想、まちづくり構想の推進にも引き続き、鋭意、取り組んでまいり

たいと存じておるところでございます。 
 先ほど、お手元のほうへ、この中部横断自動車道の推進会議の資料をお届けいたしておりま

すが、このことにつきましては、去る５月９日でございますか、とりあえず国、県、身延町沿

線の町村でございますが、一体になって、この推進会議の立ち上げをさせていただきました。

その資料をご覧いただければ、中部横断自動車道、増穂以南の推進会議ということで詳しく、

資料をお手元はお届けいたしておりますので、どうぞ、ご参考までにご覧をいただければと思

うところでございます。 
 次に下部温泉新源泉の利用計画についてでございますが、平成１７年度事業で、新源泉の掘

削を進めてまいりました。泉質、温度、量ともにおおむね良好な結果が得られたわけでござい

ます。この泉質につきましては、強アルカリということで、ペーハー９．４でございまして、

温度が５０度、量は毎分４００リットルということでございます。今後、利用計画の策定を急

ぎまして、早期に送湯管敷設工事に着手をいたしまして、新源泉の早期の利活用を図ってまい

りたいと思います。 
 次に町民予算提案事業でございますが、町民の皆さんに夢と希望を与え、町民の皆さんと町

のパートナーシップの構築や町民の皆さんのまちづくりへの参加意欲の向上、さらには自主独

立の考えをお持ちいただくため、新しい施策として打ち出したものでありますが、２７件の提

案がございました。検討委員会の提言を参考に、４事業の実施を決定いたしました。今後、提

案者と詳細を協議しながら、事業を進めてまいりたいなと思っておるところであります。 
 次に平成１９年、ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」放映についてのことで、お話をさせていた

だきますが、平成１９年のＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」の放映は、山梨の観光振興に大きく

貢献することが期待をされるところであります。これに合わせ、観光立町を目指す身延町とし

ても、より一層の観光客誘致戦略を考える必要がございますので、大河ドラマ「風林火山」放

映を機に、大河ドラマの製作責任者である若泉さんをお招きいたしまして、「風林火山」をテー

マといたしまして、講演会開催を計画いたしておるところでございます。この講演会から、身

延町の観光振興策の方策を探ってまいりたいなと思っておるところでございます。 
 次に平成１８年度の各区からの要望対応についてでございますが、町内の各地域から合計、

まだ集約しておりませんが、要望をいただいておりますが、大変な数でありますが、可能な限

り、ご要望に沿うよう努力をいたしておるところでございますが、今年度は年度途中で要望に

対する処理方針、考え方などについて、各区長に報告をいたすということを、区長会でお話を

させていただいております。 
 次に水道料金の統一化でございますが、これは先ほどの全員協議会で水道課長から、説明を

させていただいたところでございますが、現在、１９年度初頭の料金統一を視野に入れまして、

検討を進めておるところでございますが、先の水道運営審議会からの答申をも勘案しながら、

統一料金決定に向け、事務作業を進めてまいりたいと思っておるところでございます。 
 次に福祉保健課の統合につきましてでございますが、旧町単位で業務を行っておりましたが、

４月１日から統合し、中富すこやかセンターに福祉保健課を移し、業務を行っておるところで
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あります。各支所に保健師を配置いたしておりまして、従前の保健業務機能を残しております

ので、これまでに問題等が起きてはおりませんが、福祉行政が後退をいたしませんように、よ

り一層の努力を進めてまいりたいと存じておるところでございます。 
 次に、今議会に提案をさせていただきます案件につきましては、お手元にお届けをいたして

おりますように、報告第９号、報告第１０号、報告第１１号、報告第１２号、報告第１３号、

以上が報告事項でございますが、次に議案第７１号が平成１８年度身延町一般会計補正予算（第

２号）についてであります。あと議案第７２号 平成１８年度身延町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）についてのほか、含めて１０件が各特別会計の補正予算を提案させていただ

いておるところでございます。 
 次に議案第８１号は、身延町立身延北小学校校舎棟新築建築主体工事請負契約の一部の変更

について、この８１号、８２号、８３号は北小に関わる契約の一部変更でございます。 
 次に一般会計につきまして、少し、詳細に説明をさせていただきたいと思いますが、先ほど

も申し上げましたが、国と地方を取り巻く財政状況が大変厳しいことから取り組まれてまいり

ました三位一体の改革により、この３年間で削減をされた交付税の額は５兆円、国庫補助金の

額は４兆円となり、これに対しての税源移譲額は３兆円の措置がされてきたところであります。 
 地方六団体は三位一体改革後、第二期改革に向けて、真の地方分権推進につながる分権型社

会のビジョンを探ろうと、新地方分権構想検討委員会を、今年１月に学識者１６名で発足をさ

せ、今年１２月にも最終報告をまとめるところでありますが、６月の経済財政運営と構造改革

に関する基本方針２００６で、地方財政のあり方が焦点となっているため、緊急に中間報告を

取りまとめております。 
 中間報告は、はじめに分権改革の５つの視点が整備をされました。地方財政自立のための７つ

の提言と行程表が提案されておるところであります。その中の１つとして、今回、地方交付税

を地方共有税に変更する改革案が盛り込まれておるところでありますが、地方交付税は地域社

会の存立基盤を維持し、国で定めた一定水準の行政サービスを、国民が全国どこで生活しても

享受できるようにするためのものであり、国税という形で徴収されているものの一部となって

おりますが、本来、地方の固有財源であり、また自治体全体で共有している財源であります。 
 したがって、地方交付税が自治体の連帯と自立の精神に基づくセーフティネットであること

を制度上、明確化させる必要があります。そのためには、まず地方交付税は国から地方に交付

するものでないことを明らかにするため、その名称を地方共有税に変更すべきと位置づけてお

るところでございます。 
 今後、税源移譲による地方税の充実に伴い、地域間の税源の偏在のため、自治体間の財政力

格差の拡大が避けられないことから、これを是正するため、地方共有税の財源調整機能はます

ます重要となってくることが、強調をされているところでございます。 
 しかし、経済財政諮問会議や財務省などは、歳入歳出一体改革の中心テーマに地方財政計画、

地方交付税の圧縮を挙げており、地方財政をめぐる環境は今後も厳しいことが予想されており

ます。 
 それでは、身延町一般会計補正予算の主なものにつきまして、説明を申し上げたいと存じま

す。 
 今回の補正予算におきましては、一般会計ならびに特別会計において、４月１日の機構改革

に伴う組織体制の変更、さらには人事の異動に関わる給与費の補正をさせていただきました。 
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 まず、総務費におきましては文書広報費に身延町ＣＡＴＶ、ケーブルテレビジョンの施設整

備の主要検討業務にかかる予算、５２５万円を計上しました。これにつきましては、５年後の

２０１１年には、アナログ放送からデジタル放送に完全移行されることに伴い、施設整備を含

め、全般的に検討を行う業務であります。 
 次に、商工費の観光費に本栖湖富士山展望トイレ建設工事費にかかる予算、３，２６１万３千

円を計上いたしました。これにつきましては本栖湖西岸、中之倉トンネル付近は、逆さ富士撮

影ポイントとして、年間、多くの写真愛好家が訪れるなど、観光客への町内観光施設案内も兼

ねたトイレを新設するものであります。 
 次に、土木費の土木総務費に中部横断自動車道の推進業務に資するための予算、８００万円

を計上いたしました。中部横断自動車道は、年度内には増穂町からの乗り入れが可能になるな

ど、多くの期待が見込まれているところであります。六郷から富沢間は、新直轄方式により施

工が行われることから、町内への観光をも含めた影響度を高めるために、アクセス道路の整備

コスト、さらには工事の進捗を進める観点からも残土処理の活用などについて、町として検討

を行い、身延町の活性化に結び付けようとするものであります。 
 次に歳入の主なものにつきまして、説明を申し上げます。 
 県支出金としまして、富士の国やまなし観光振興施設整備補助金１千万円、さらには町債と

して、過疎対策事業債２，１４０万円の追加であります。 
 一般会計につきましては以上でございますが、議案第７２号から議案第８０号につきまして

は、特別会計それぞれの案件でございますが、このことにつきましては、省略をさせていただ

きます。 
 以上、平成１８年度一般会計ならびに特別会計の補正予算について、説明を申し上げました

ので、ご審議の上、ご決定をいただきますようお願いを申し上げます。 
 なお、詳細につきましては担当課長にさせますので、このことにつきましても、よろしくお

願いをいたしたいと。 
 なお、追加提出議案といたしまして、お手元にお届けをいたしております議案第８４号 身

延町立身延北小学校屋内プール新築建築主体工事請負契約について、議案第８５号 財産の取

得について、これはポンプ自動車の購入についてでございます。同意第２号 人権擁護委員候

補者の推薦について、これは人事案件でございますが、のちほど、また、提出をさせていただ

きますので、よろしくお願いを申し上げまして、大変、長くなりましたが、以上をもちまして、

私からのごあいさつとさせていただきます。 
 大変、ありがとうございました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第５ 提出議案の報告ならびに上程を行います。 

 報告第９号 専決処分の承認を求めることについて（平成１８年度身延町老人保健特別会

計補正予算（第１号）） 
 報告第１０号 平成１７年度身延町一般会計繰越明許費繰越計算について 
 報告第１１号 平成１７年度身延町中富簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算について 
 報告第１２号 平成１７年度身延町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算について 
 報告第１３号 平成１７年度身延町一般会計事故繰越し繰越計算について 
 議案第６９号 身延駅前しょうにん通り駐車場の指定管理者の指定について 
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 議案第７０号 身延町町営駐車場条例の制定について 
 議案第７１号 平成１８年度身延町一般会計補正予算（第２号）について 
 議案第７２号 平成１８年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 
 議案第７３号 平成１８年度身延町老人保健特別会計補正予算（第２号）について 
 議案第７４号 平成１８年度身延町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 
 議案第７５号 平成１８年度身延町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）について 
 議案第７６号 平成１８年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について 
 議案第７７号 平成１８年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予算（第１号）について 
 議案第７８号 平成１８年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第１号）について 
 議案第７９号 平成１８年度身延町青少年自然の里特別会計補正予算（第１号）について 
 議案第８０号 平成１８年度身延町広野村上外九山恩賜林保護財産区特別会計補正予算（第

１号）について 
 議案第８１号 身延町立身延北小学校校舎棟新築建築主体工事請負契約の一部変更について 
 議案第８２号 身延町立身延北小学校校舎棟新築電気設備工事請負契約の一部変更について 
 議案第８３号 身延町立身延北小学校屋内運動場新築建築主体工事請負契約の一部変更につ

いて 
 発議第１号 身延町議会活性化等調査検討特別委員会の設置について 
 請願第１号 義務教育費国庫負担制度を堅持し、教育の機会均等及び水準の維持向上を図

るための請願について 
 請願第２号 日本郵政公社の集配局廃止計画に反対し、中止を求める請願について 
 以上報告５件、条例関係２件、補正予算関係１０件、契約変更３件、発議１件、請願２件、

合わせて２３件を一括上程いたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第６ 提出議案の説明を行います。 

 報告第９号から報告第１３号および議案第６９号から議案第８３号まで、町長の説明を求め

ます。 
 町長。 

〇町長（依田光弥君） 
 それでは、議案の説明をさせていただきます。 
 報告第９号 専決処分の承認を求めることについて 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決

処分をしたので、同条第３項の規定により、これを報告し承認を求める。 
 平成１８年６月１９日 提出 

身延町長 依田光弥 
 処分事項 
 平成１８年度身延町老人保健特別会計補正予算（第１号） 
 詳細につきましては、のちほど課長から説明をさせていただきます。 
 報告第１０号 平成１７年度身延町一般会計繰越明許費繰越計算について 
 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、平成１７年

度身延町一般会計繰越明許費繰越計算について、次のとおり報告する。 
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 平成１８年６月１９日 提出 
身延町長 依田光弥 

 詳細につきましては、課長が説明をさせていただきます。 
 報告第１１号 平成１７年度身延町中富簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算について 
 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、平成１７年

度身延町中富簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算について、次のとおり報告する。 
 平成１８年６月１９日 提出 

身延町長 依田光弥 
 詳細につきましては、課長から説明をいたします。 
 報告第１２号 平成１７年度身延町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算について 
 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、平成１７年

度身延町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算について、次のとおり報告する。 
 平成１８年６月１９日 提出 

身延町長 依田光弥 
 詳細は、課長が説明をさせていただきます。 
 報告第１３号 平成１７年度身延町一般会計事故繰越し繰越計算について 
 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項で準用する、同令第１４６条

第２項の規定により、平成１７年度身延町一般会計事故繰越し繰越計算について、次のとおり

報告する。 
 平成１８年６月１９日 提出 

身延町長 依田光弥 
 詳細は、課長が説明をいたします。 
 議案第６９号 身延駅前しょうにん通り駐車場の指定管理者の指定について 
 指定管理者を、次のとおり指定する。 
 平成１８年６月１９日 提出 

身延町長 依田光弥 
 １．管理を行わせる公の施設の名称および所在地 
 施設の名称、施設の所在地とまいります。 
 身延駅前しょうにん通り第１駐車場、身延町角打３０７２番地。 
 身延駅前しょうにん通り第２駐車場、身延町角打３１００番地。 
 身延駅前しょうにん通り第３駐車場、身延町角打３００９番地。 
 身延駅前しょうにん通り第４駐車場、身延町角打３００１番地。 
 ２．指定管理者となる団体の名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名 
 団 体 の 名 称 身延駅前しょうにん通り駐車場組合 
 主たる事務所の所在地 山梨県南巨摩郡身延町角打３０９９番地 
 代 表 者 の 氏 名 組合長 雨宮民樹 
 ３．指定の期間 
 ２００６年（平成１８年）７月１日から２００９年（平成２１年）３月３１日まで 
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 提案理由 
 身延駅前しょうにん通り町営駐車場の指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条

の２第６項の規定により、議会の議決が必要であります。 
 これが、この議案を提出する理由でございます。 
 議案第７０号 身延町町営駐車場条例の制定について 
 身延町町営駐車場条例の議案を提出する。 
 平成１８年６月１９日 提出 

身延町長 依田光弥 
 提案理由 
 町営駐車場（身延駅前しょうにん通り駐車場）の管理を指定管理者に行わせることに伴い、

身延町営駐車場条例の全部を改正する必要が生じた。 
 これが、この議案を提出する理由であります。 
 次に議案第７１号でございます。 
 平成１８年度身延町一般会計補正予算（第２号） 
 平成１８年度身延町の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，８４５万８千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１０６億５，３７１万９千円とする。 
 ２以降につきましては、省略させていただきます。 
 平成１８年６月１９日 提出 

身延町長 依田光弥 
 議案第７２号 平成１８年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 
 平成１８年度身延町の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１００万８千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２０億３，３７０万７千円とする。 
 ２は、省略いたします。 
 平成１８年６月１９日 提出 

身延町長 依田光弥 
 議案第７３号 平成１８年度身延町老人保健特別会計補正予算（第２号） 
 平成１８年度身延町の老人保健特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１４９万２千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２９億３，５１２万１千円とする。 
 ２は、省略いたします。 
 平成１８年６月１９日 提出 

身延町長 依田光弥 
 議案第７４号 平成１８年度身延町介護保険特別会計補正予算（第１号） 
 平成１８年度身延町の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
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 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，６２０万円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１６億１，９１２万５千円とする。 
 ２は、省略いたします。 
 平成１８年６月１９日 提出 

身延町長 依田光弥 
 議案第７５号 平成１８年度身延町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 
 平成１８年度身延町の介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４７７万８千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３，２５８万１千円とする。 
 ２は、省略いたします。 
 平成１８年６月１９日 提出 

身延町長 依田光弥 
 議案第７６号 平成１８年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 
 平成１８年度身延町の簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，４０３万９千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ９億６，４１０万７千円とする。 
 ２は、歳入歳出予算の補正の款項のものですから省略いたします。 
 （地方債の補正） 
 第２条、地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 
 平成１８年６月１９日 提出 

身延町長 依田光弥 
 議案第７７号 平成１８年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予算（第１号） 
 平成１８年度身延町の農業集落排水事業等特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ８，１７４万４千円とする。 
 ２は、省略させていただきます。 
 平成１８年６月１９日 提出 

身延町長 依田光弥 
 議案第７８号 平成１８年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 
 平成１８年度身延町の下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１７６万円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１１億８，３８０万５千円とする。 
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 ２は、省略いたします。 
 平成１８年６月１９日 提出 

身延町長 依田光弥 
 議案第７９号 平成１８年度身延町青少年自然の里特別会計補正予算（第１号） 
 平成１８年度身延町の青少年自然の里特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１２０万１千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ４，１２７万７千円とする。 
 ２は、省略いたします。 
 平成１８年６月１９日 提出 

身延町長 依田光弥 
 議案第８０号 平成１８年度身延町広野村上外九山恩賜林保護財産区特別会計補正予算（第

１号） 
 平成１８年度身延町の広野村上外九山恩賜林保護財産区特別会計補正予算（第１号）は、次

に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１１９万８千円とする。 
 ２は、省略いたします。 
 平成１８年６月１９日 提出 

身延町長 依田光弥 
 議案第８１号 身延町立身延北小学校校舎棟新築建築主体工事請負契約の一部変更について 
 身延町立身延北小学校校舎棟新築建築主体工事請負契約について、下記のとおり契約内容の

一部を変更したいので、議会の議決を求める。 
記 

 １．変更後の契約金額 金７億２，２６１万３，１５０円 
 平成１８年６月１９日 提出 

身延町長 依田光弥 
 提案理由 
 身延町立身延北小学校校舎棟新築建築主体工事について、工事内容の一部を変更するため契

約金額を増額する必要が生じた。このため工事請負契約の一部を変更する議決が必要である。 
 これが、この議案を提出する理由であります。 
 議案第８２号 身延町立身延北小学校校舎棟新築電気設備工事請負契約の一部変更について 
 身延町立身延北小学校校舎棟新築電気設備工事請負契約について、下記のとおり契約内容の

一部を変更したいので、議会の議決を求める。 
記 

 １．変更後の契約金額 金８，５５７万９，２００円 
 平成１８年６月１９日 提出 

身延町長 依田光弥 
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 提案理由 
 身延町立身延北小学校校舎棟新築電気設備工事について、工事内容の一部を変更するため契

約金額を増額する必要が生じた。このため工事請負契約の一部を変更する議決が必要である。 
 これが、この議案を提出する理由であります。 
 議案第８３号 身延町立身延北小学校屋内運動場新築建築主体工事請負契約の一部変更につ

いて 
 身延町立身延北小学校屋内運動場新築建築主体工事請負契約について、下記のとおり契約内

容の一部を変更したいので、議会の議決を求める。 
記 

 １．変更後の契約金額 金２億７，９２７万６，９００円 
 平成１８年６月１９日 提出 

身延町長 依田光弥 
 提案理由 
 身延町立身延北小学校屋内運動場新築建築主体工事について、工事内容の一部を変更するた

め契約金額を増額する必要が生じた。このため工事請負契約の一部を変更する議決が必要であ

る。 
 これが、この議案を提出する理由であります。 
 以上でございますが、詳細につきましては、各担当課長から説明がございますので、よろし

くご審議をいただき、ご議決をいただきますようお願いを申し上げます。 
〇議長（松木慶光君） 

 町長の説明が終わりました。 
 次に、担当課長の詳細説明を求めます。 
 詳細説明は、簡潔にお願いいたします。 
 報告第１０号、報告第１３号、議案第７１号、議案第８１号から議案第８３号までについて、

企画財政課長。 
〇企画財政課長（鈴木高吉君） 

 それでは報告第１０号 平成１７年度身延町一般会計繰越明許費繰越計算について、詳細説

明をさせていただきます。 
 お手元の資料の２枚目をお願いします。 
 平成１７年度身延町一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。 
 この表につきましては、左から款、項、それから事業名、それから金額、翌年度繰越金、ま

た、この財源内容という内容になっております。それから、単位は円でございます。 
 ２款の総務費、１項の総務管理費中の事業名 男女共同参画プラン印刷製本費、この金額に

つきましては、一応、事業費という理解でよろしいと思います。３１万２，３７５円。これは

全額、翌年度繰り越しということになりました。１７年から１８年度に繰り越しでございます。 
 財源はご覧のとおりでございます。 
 なお、一番右の一般財源というのは、いわゆる１７年から１８年度に繰越金の中に一部含ま

せておくものでございます。 
 次に２番目でございます。新泉源掘削工事に伴う温泉利用計画作成業務。これは委託費でご

ざいますけれども、２１０万円を繰り越すものでございます。 
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 次に新泉源掘削工事管理業務であります。やはり委託費でございますが、２９万９，２５０円

でございます。 
 次に新泉源の掘削工事９，０３０万円のうち、７，２２４万円を１８年度に繰り越しになり

ました。 
 次に６款の農林水産業費、１項の農業費、中山間地域総合整備事業負担金でありますが、２，

６９１万７千円のうち２０１万４千円を繰り越しになりました。中山間地域総合農地防災事業

負担金２，１４２万２千円のうち、３３６万１千円が繰り越しでございます。 
 ８款の土木費、１項の土木総務費、道路整備計画業務、委託費でございますが、３６７万５千

円が繰り越しであります。 
 ２項の道路橋梁費、町道田原宮木線道路改良舗装工事、４，７１７万８，６００円のうち３，

１００万８，６００円が繰り越しであります。 
 町道古関丸畑線、道路改良舗装工事４，８７６万８，４００円中、４，１３６万８，４００円

が繰り越しとなりました。合計欄で、翌年度の繰越金の合計が１億５，６３７万８，６２５円

であります。このうち既収入特定財源でありますが、これは起債でございますけども、４，

３７７万２，７９８円は、すでに起債を借りてございます。それで持ち越すものでございます。 
 また未収入特定財源については、それぞれの欄に掲げた金額のとおりであります。 
 一般財源につきましては、１，１３６万６，５７７円。これにつきまして、一般会計の繰越

金という形になります。繰越金を充てるものでございます。 
 なお、工事につきましては、一番上にございます印刷製本費の３１万２千円。それから下か

ら３つ目の道路整備計画、これの２つの事業が、まだ完成をみておりません。その他につきま

しては、完成をいたしております。 
 それから、もう１点。未収入特定財源のその他でありますが、合計額で７，４６３万９，

２５０円。これにつきましては、基金の繰入金であります。 
 次に報告第１３号 平成１７年度身延町一般会計事故繰越し繰越計算であります。 
 やはり２枚目をお願いします。 
 平成１７年度身延町一般会計事故繰越し繰越計算書の内容でございます。 
 これは、ご覧のような表し方になっております。 
 まず６款で、１項農業費について、事業名が古関地内用水路修繕工事につきまして、支出負

担行為の額は４０万２，１５０円でありました。財源につきましては、ご覧のとおりですが、

このうち全額、翌年度繰越額、４０万２，１６０円を繰り越しになりました。この財源につき

ましては、そこに記載のとおりであります。 
 説明欄でございますけれども、町営水道の敷設替えに、不測の日数を要したというようなこ

とで、事故繰の手続きを取らせていただきました。 
 次に宮木用水路修繕工事でありますが、中ほどの数字で説明しますが、翌年度繰越額、３３万

７５０円であります。度重なる降雨等により、河川が増水、足場工の設置に不測の費用、日数

を要したという理由でございます。 
 ３番目でありますが、常葉東水路改良工事。翌年度繰越額は、３５８万３，５００円です。

これにつきましては、既収入の特定財源は、これは県の補助金であります。２４７万３千円で

す。理由ですが、人家に接した工事個所であり、想定以上に配水管、給水管が多数、構造物設

置場所にあり、それらの敷設替えに日数を要したという理由でございます。 

 １８



 ４番目ですが、東用水路町道横断工事です。４７万４００円が繰り越しです。町営水道敷設

替えに不測の日数を要したためということでございます。 
 次に出口農道改良工事ですが、８５万５００円の繰り越しです。工事個所が急峻であり、天

候不順、現場への資材搬入に日数を要したということでございます。 
 次に２項の林業費です。富士見山線、林道改良工事、１４の２号個所ですが、繰越額は６５２万

２，２００円です。既収入特定財源は、これは起債でございます。５８６万９，８００円です。

理由は擁壁工の底張りの際、地下水が湧出し、その処理に日数を要したということでございま

す。 
 裏面をお願いします。 
 ８款でありますが、土木費です。２項道路橋梁費、事業名 町道大道市之瀬線、道路維持工

事、その２であります。翌年度繰越額は１２９万１，５００円。地形を精測精査し、工法等、

決定に不測の日数を要したためであります。 
 次に町道本町大庭線道路改良舗装工事、その２であります。翌年度繰越額４６３万２，

１５０円。既収入特財は４６０万円、これは起債でございます。東電およびＮＴＴ柱の移設に

不測の日数を要したという理由でございます。 
 次に１０款でありますが、教育費。５項で文化振興費、金山博物館展示図録印刷製本費であ

りますが、３１５万円が繰り越しです。展示図録の改定に伴い、展示図録内容確認、調査と全

部更正に不測の日数を要したという理由でございます。 
 合計といたしまして、真ん中の数字でございますが、翌年度の繰越額は２，１２３万３，

１５０円が事故繰となりました。 
 特定財源は、先ほど言った、それぞれの理由、それぞれの内容でございます。 
 持ち越す一般財源といたしましては、８２９万３５０円でございます。 
 なお、工事等の状況でありますけれども、ほとんど完成をしております。 
 ただ、一番最後の教育費中は、一応６月中の完成を目指しております。 
 次に議案第７１号 平成１８年度身延町一般会計補正予算（第２号）の説明をさせていただ

きます。 
 まず地方債の補正をお願いするわけですが、ページ６をお願いします。 
 第２表 地方債補正でございます。 
 変更ということで、起債の目的、過疎対策事業債、変更前が１億８，３５０万円であります。

変更後、２億４９０万円にいたしたいものでございます。合計欄といたしまして、１７億４，

１６０万円が１７億６，３００万円に変更ということでございます。２，１４０万円の増額に

なるわけでありますが、これは本栖湖への公衆トイレの建設工事を予定いたしておりますが、

この財源の一部といたしまして、過疎債を借りるための変更でございます。 
 次に歳入の説明に移ります。 
 ９ページをお願いします。 
 まず、歳入の１５款県支出金であります。２項県補助金、４目農林水産業費県補助金、補正

額は６０５万５千円であります。この内容は右の節の欄、また説明欄のとおりでありますが、

この農業費補助金につきましては、ＪＡふじかわで県補助事業といたして、また、歳出で出て

まいりますけれども、この事業に対して補助金がまいるものですが、県が１０分の４でありま

す。町は１０分の３、支出をいたします。ＪＡは１０分の３、支出でございます。 
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 次に林業費の補助金ですが、５２６万４千円は、これは県費１００％で行うものであります

が、森林組合で間伐事業を行うものであります。 
 次に５目の商工費県補助金です。補正額は１千万円です。観光費の補助金については、そこ

にございますように、富士の国やまなし観光振興施設整備事業といたしまして、１千万円計上

いたしました。本栖湖のトイレの建設工事に伴う補助金でありますが、補助率が２分の１とい

うことですが、限度額で１千万円ということであります。 
 次に３項の県委託金、教育費の委託金については６４万円であります。豊かな体験活動推進

事業費委託金といたしまして、久那土小中学校へ１８、１９年度の指定校ということで、全額、

県の委託金でございます。 
 次に１７款の寄附金ですが、２目の指定寄附金といたしまして、１５０万円。説明欄のとお

り、まず上につきましては、灌漑用の用水施設に関わる寄附金５０万円については、これは昨

年度もございましたが、日軽金から飯富の水利組合へ町経由で補助金がまいりました。飯富の

水利組合へ、そのまま出すものでありますが、歳入欄へ計上いたしました。 
 次に西嶋小学校整備に関わる寄附金ということで、西嶋小学校出身の川崎市在住の笠井盛男

様から１００万円をいただいたものであります。 
 次に１８款の繰入金、２項繰入金、７目湯町開発基金繰入金につきましては、１１万円。こ

れはまた、歳出で出てまいりますが、新泉源の掘削工事への一部の財源といたしまして、追加

をするものであります。 
 次に裏をお願いします。１０ページ。 
 １９款の繰越金ですが、補正額１３５万３千円であります。これは１７年度からの繰越金の

一部を計上させていただきました。 
 ２０款諸支出金のうち、４項１目雑入でありますが、７４０万円です。まず１４節のコミュ

ニティー助成金２４０万円につきましては、財団法人 自治総合センターより太鼓等の購入費

についての補助ということで、観光費でまた、計上いたしておりますが、いわゆる宝くじの助

成金であります。 
 次に１６節の地域資源活用事業費助成金でありますが、５００万円。これは財団法人 地域

活性化センターよりエコツアー等のモデルコース作成業務、またマップ印刷等の事業につきま

して、やはり宝くじの助成金ということで、５００万円をいただくものであります。 
 ２１款の町債につきまして、１項８目の商工債といたしまして、２，１４０万円。これは先

ほど出てまいりましたように、本栖湖トイレの財源といたしまして、過疎債を借り入れるもの

であります。 
 次のページをお願いします。歳出に移ります。 
 歳出の説明につきましては、まず、全協でも申しましたが、今回の補正予算の主たる要因と

いたしましては、人事異動に伴う人件費の計上がそれぞれの款にわたっております。また特別

会計にもわたっておるわけであります。これは２節、３節、４節、それぞれ増減等があったわ

けでございますが、これは説明を省かせていただきます。 
 また、総額といたしまして、この一般会計分の人件費、２節、３節、４節の合計を見てみま

すと、１４３万３千円の減額になっております。また、一方、特別会計の分といたしましては、

２，３９０万１千円の、やはり減額になりまして、総計で２，５３３万４千円の、人件費分に

ついては減額ということになりました。 
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 説明につきましては、人件費以外の経費の中で、主なるもののみ詳細説明をさせていただき

ます。よろしくお願いします。 
 まず、このページの一番下でございますが、総務費中の一般管理費、補正額は８５４万１千

円でありますが、この中で１１節の５７８万２千円の減額ですが、これについては、次のペー

ジの１３節、１４節、また１８節との入れ替えというふうなことで、計上を変えたものでござ

います。 
 それから、次のページをお願いします。１２ページです。 
 ここのページにつきましては、２目の文書広報費１，１２９万１千円の計上ですが、このう

ち１３節委託料５２５万円であります。説明欄のとおり、身延町のＣＡＴＶの施設整備手法の

検討業務ということの委託料でありますが、町営のＣＡＴＶを地上デジタル放送の開始に向け

まして、どのように整備していくかということにつきまして、民間企業の参画の可能性も含め

て、調査をするものであります。専門のアドバイザーに業務委託をする経費ということで計上

させていただきました。 
 次のページ、１３ページですが、４目の企画費です。補正額は１，５３７万３千円の減額で

すが、その節、１１節で２７５万６千円の増額となるわけであります。この印刷製本費につき

ましては、エコツアーマップ、また地域資源活用の冊子等の印刷費ということであります。 
 それから、このページは以上であります。 
 次の１４ページをお願いします。 
 ３項１目戸籍住民基本台帳費で、補正額は７８９万８千円でありますが、７節の賃金１２６万

９千円の増ということでありますが、これは臨時職員の賃金であります。職員が産休に入ると

いうことで、この代替えの臨時職員の賃金、１名分であります。 
 それから、次の８項１節下部支所費、補正額は２，４５５万４千円の増額でありますが、そ

のうち７の賃金８７万円でありますが、この内容につきましては、古関出張所の職員、傷病休

暇ということで、代替えの職員を雇うもの、また久那土出張所のパート職員の賃金、この２つ

の理由によるものであります。 
 次の１６ページをお願いします。 
 ３款１項１目社会福祉総務費、補正額は２，２９０万６千円ですが、節中の２８節繰出金、

１００万８千円の減額。これは国保特別会計の繰出金の減額ということで、人件費の減による

ものであります。 
 また３目高齢者福祉費２，５３８万４千円の減額でありますが、やはり２８節の繰出金が主

な要因でありますが、介護保険特別会計、また介護サービス事業特別会計のそれぞれ増減額で

あります。人件費に伴うものが、主な内容であります。一部事務費等の補正もございます。 
 また４目の老人医療費、減額１４９万２千円。これは右の説明のとおり、老人保健特別会計、

人件費分の減額であります。 
 次に１９ページをお願いします。 
 １９ページの３項、これは衛生費中でありますが、３項１目簡易水道運営費で、９７８万５千

円の増額でありますが、これは身延町簡易水道事業特別会計への繰出金の増額ということであ

ります。内容的には人件費の減分もあるわけでございますが、一部事業費の増がございまして、

差し引きで９７８万５千円の追加という形になりました。内容につきましては、特別会計で担

当のほうから申し上げます。 
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 次に２０ページをお願いします。 
 ６目の農林水産業費中の１項３目農業振興費ですが、２００万４千円の増額です。これは

１９節の負担金補助及び交付金が１８８万４千円の追加ということであります。 
 まず１つは、飯富水利組合へ５０万円、それから水田農業構造改善対策事業補助金というこ

とで、ＪＡふじかわへ補助金を出すものでありますが、ふじかわでは備品購入ということで、

味噌豆すり機、また樽の運搬機、さらには直売所のケース等を購入するということで、この費

用の補助であります。総事業費が１９７万８千円であります。１０分の７に値する金額を、こ

の歳出で出すわけでありますが、このうち１０分の４は県の補助金としてまいるものでござい

ます。 
 次に、その下の林業費でありますが、２目の林業振興費５２６万４千円であります。これは

１９節で計上のとおりでありますが、森林組合の間伐事業への交付金ということで、全額、県

費でございます。 
 次に２１ページですが、商工費、２項１目観光費ですが、３，０８７万４千円の増額であり

ます。このうち１１節の需用費２４０万円、消耗品とございますが、これは一般コミュニティー

事業、歳入でも申しましたが、太鼓等の購入費ということで、一般コミュニティー助成事業と

いたして、購入するものでございます。 
 また、１３節の委託料５２万５千円につきましては、関東の富士見百選と説明欄にございま

すけども、国土交通省の関東地域整備局の選定による関東の富士見百選に町内４カ所選定をさ

れまして、このプレート等の設置ということで、場所につきましては身延山、また林道富士見

山線、それから折八、それから本栖湖、この４カ所の予定であります。 
 次に１５節工事請負費ですが、３，２６１万３千円でございます。本栖湖富士山展望トイレ

建設工事ということで、計上させていただきました。富士の国やまなし観光施設整備事業補助

金を受けまして、身延町川尻２９２６の２番地のうちの一部、敷地面積３７６．７平方メート

ル。トイレに４４．７平方メートル。また駐車場、６台分ということで、１８８平方メートル

を計画するものであります。 
 次に８款の土木費ですが、１項１目土木総務費、補正額８５２万円。このうち１３節委託料

８００万円でありますが、中部横断自動車道の推進計画の資料の作成業務ということでござい

ます。新直轄区間のアクセス道路のプラン、また廃土処理計画等の作成を業務委託するもので

あります。 
 次に２２ページをお願いします。 
 下水道費中の１目下水道総務費でありますが、減額１６７万５千円です。これは記載のとお

り、２８節で、記載のとおり、それぞれ特別会計を減額するものであります。主には人件費で

ございます。 
 次に２３ページ。 
 ９款消防費、１項１目非常備消防費、補正額１３４万６千円でありますが、このうち１５節

の工事請負費、これは機庫の解体工事とございますけども、下部湯町の鉄骨２階造りの延べ

３３平方メートル、１棟につきまして、取り壊し撤去する費用の計上でございます。 
 あと、それぞれ計上してございますが、ちょっと飛ばさせていただきまして、２７ページを

お願いします。 
 社会教育費中の公民館費ですが、１５８万５千円の計上です。１９節で１４０万円でありま
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すが、旧身延地区の小田船原集落公民館の屋根塗装整備工事の補助金として５０万円。また、

旧中富の久成集落公民館の厨房増築、また屋根の塗装整備工事についての補助金９０万円、そ

れぞれの計上であります。補助率については、３分の１でございます。 
 ２８ページをお願いします。 
 ３目の金山博物館運営費でありますが、補正額１，４３９万５千円の増額ということですが、

このうち７節の賃金１５４万７千円。臨時職員１名について、９カ月分、追加計上という形で

ございます。 
 それから、その次のページの総合文化会館の管理費でございますが、補正額は３１３万９千

円です。この説明の中の、７の賃金についても、１０８万円。パート１名について、やはり９カ

月分、ホール関係の臨時パートという形で、必要額を計上させていただきました。 
 また、１１節需用費については、１５７万円の修繕料でございますが、舞台照明設備、また

空調等の修理代でございます。 
 以上、主なものでありましたけれども、金額の大きなものを中心に説明をさせていただきま

した。 
 次に議案第８１号から８３号まで、説明させていただきます。 
 まず議案第８１号ですが、身延町立身延北小学校校舎棟新築建築主体工事請負契約の一部変

更であります。 
 これにつきましては、昨年、平成１７年の７月の議会で議決をいただきました請負契約の締

結の案件について、金額の増額をさせていただきたいというものであります。 
 契約の相手方につきましては、早野組・長田組共同企業体でございます。 
 変更前が７億１，４００万円でありました。今回、７億２，２６１万３，１５０円にいたし

たいということで、差額については８６１万３，１５０円の増額になるわけであります。 
 主な変更の内容でありますけれども、基礎支柱盤の確認試験。また、基礎コンクリートの追

加。それから、トイレブースの出入り口ドアの変更。それからコンピューター室の収納戸棚の

増設。それから暗幕等の追加などによる増額ということであります。 
 それが、内容であります。 
 それから議案第８２号でございますけど、身延町立身延北小学校校舎棟新築電気設備工事請

負契約の一部変更についてでございます。 
 これにつきましては、契約の相手方については株式会社 若尾電気であります。 
 変更前が８，３７３万７，５００円でありました。今回、８，５５７万９，２００円という

ことで、差し引き１８４万１，７００円の増額になります。 
 この内容は教室の照明器具の配置交換、またコンセント・スイッチ等の増設、また位置の変

更、分電盤の改造等の費用が増額になったものでございます。 
 次に、議案第８３号の説明をさせていただきます。 
 身延町立身延北小学校屋内運動場新築建築主体工事請負契約の一部変更についてでございま

すが、契約の相手方は三井建設工業・宝建設共同企業体であります。 
 変更前が２億７，８２５万円でございました。今回、２億７，９２７万６，９００円という

ことで、差し引き１０２万６，９００円の増額になります。 
 内容につきましては、ステージの中心幕を追加すること、また地盤試験、また基礎コンクリー

トの追加費用等が内容でございます。 
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 以上、補足説明をさせていただきました。よろしくお願いします。 
〇議長（松木慶光君） 

 次に報告第１１号、議案第７６号について。 
 水道課長。 

〇水道課長（井上隆雄君） 
 それでは水道課から、報告第１１号について、補足説明をさせていただきます。 
 ２枚目をお願いいたします。 
 平成１７年度身延町中富簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。 
 これは２款の水道事業費でございまして、事業名が下水道工事負担金、括弧書きに東部簡易

水道導配水管敷設工事負担金ということでございまして、水道工事を下水道工事事業に委託し

たものでございます。その委託金額が４，６４３万円。そのうち翌年度、１７年度、１８年度

へ繰り越したものが１，１０４万４，６２２円でございます。 
 財源としまして、左の財源内訳のところにございますけど、既収入特定財源ということで、

８１９万８，６２２円。これは起債と一般会計からの繰入金となっております。それから未収

入の特定財源が国・県支出金、いわゆる国庫補助金でございます。工事のほうは、すでに完了

済みでございます。 
 以上でございます。 
 続きまして、議案第７６号について、補足説明をさせていただきます。 
 今回の主な補正でございますけど、４月の職員人事異動に伴う人件費と現在、身延・下部・

中富地区の３地区におきまして、水道の敷設整備事業を行っておりますが、今年度につきまし

ては、事業費にかかる補助の割り当てが、当初要望額より上乗せとなって、この４月３日に県

のほうから内示されました。それに伴う建設費の補正でございます。 
 次のページ、２ページ、３ページをお願いいたします。 
 まず第１表の歳入歳出予算補正のところの、３ページの歳出から説明をさせていただきます。 
 歳出の１款でございます。水道維持費でございますけど、これにつきましては、人事異動に

伴います人件費の補正でございます。補正額が１３４万１千円の増額でございます。人件費で

ありますので、説明のほうは省略させていただきます。 
 次に水道事業費でございますけど、今回、補正をお願いする額が６，２６９万８千円の増で

ございます。その内容といたしましては、１項の簡易水道総務費でございますけど、これは人

事異動に伴う人件費でございます。２８１万２千円の減でございます。 
 次にございます２項、３項、４項につきましては、事業費の補助の割り当てが増となったこ

とによりまして、それぞれの建設費が増額となったものでございます。 
 ２項の身延簡易水道建設費につきまして、工事にかかる費用でございますけど、３，６２３万

５千円の増。 
 次の３項下部簡易水道建設費でございますが、１，０８８万５千円の増。 
 ４項の中富簡易水道建設費ですが、１，８３９万円の増でございます。 
 続きまして、３款の公債費でございますが、公債費につきましては、財源の組み替えでござ

いますので、増減はございません。 
 歳出の補正額でございますが、合計６，４０３万９千円でございます。 
 次に財源となります歳入について、説明をさせていただきます。 
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 戻っていただきまして、２ページをお願いいたします。 
 歳入の１款でございますが、水道事業収入、これは水道料でございますけど、補正額が６万

１千円。これは維持費のほうへ充当されます。 
 ４款の国庫支出金、１項の国庫補助金でございますが、これが国の内示によりまして、１，

８１９万３千円の増額ということで内示を受けましたので、その増ということでございます。

したがいまして、事業に関わる事業費が膨らむということで、５款の繰入金、１項の一般会計

繰入金が９７８万５千円。これは主に建設費のほうへ充当されます。 
 続きまして、８款の町債でございますけど、これは簡易水道事業債と過疎対策事業債、３，

６００万円、建設費のほうへ充当させていただきます。 
 歳入の合計が６，４０３万９千円でございます。 
 よろしくお願いいたします。 
 続きまして、４ページをお願いいたします。 
 ４ページでございますが、第２表 地方債の補正でございます。 
 先に説明させていただきました、建設事業費の増額に伴うものでございまして、補正前の簡

易水道事業債、過疎対策事業債、合計３億４，２００万円へ３，６００万円を増額いたしまし

て、３億７，８００万円に変更させていただくものでございます。 
 以上、雑駁でございますけど、説明を終わらせていただきますが、詳細につきましては７ペー

ジ以降にございますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（松木慶光君） 
 次に報告第１２号について。 
 環境下水道課長。 

〇環境下水道課長（佐野雅仁君） 
 報告第１２号について、説明いたします。 
 平成１７年度身延町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてでございますが、款

の下水道事業費、項の事業費でございまして、財政課長が申しましたとおり、金額については

事業費等をもって説明したいと思います。 
 １１件ございまして、そのうちの工事費が９件、委託関係が２件ございます。それで１７の

２工区の３，９７６万６，５５０円に対して、翌年度繰越額が１，０８６万６，５５０円。こ

れ以外は全部完成しておりますので、総額で説明いたします。 
 金額が２億３，４４９万３，１２０円。繰越額が９，７８８万３，１２０円。既収入特定財

源が１，６７９万２６０円。国庫支出金が４，１４４万８，２３８円。地方債が２，８６０万

円。その他として１，１０４万４，６２２円でございます。 
 よろしくお願いいたします。 

〇議長（松木慶光君） 
 次に議案第７０号について。 
 観光課長。 

〇観光課長（望月治雄君） 
 議案第７０号 身延町町営駐車場条例の制定についての補足説明をいたします。 
 現状、身延町営駐車場条例と身延駅前しょうにん通り町営駐車場条例の２つがございます。
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１つの身延町町営駐車場条例のほうは、身延山駐車場と総門駐車場の２カ所を時間での駐車料

金の徴収で運営をしているものでございますが、すでに旧町のときに指定管理者制度を取り上

げてありますので、門前町駐車場管理組合で、すでに管理者制度へ行っております。 
 次に身延駅前しょうにん通り町営駐車場につきましては、第１駐車場から第４駐車場まであ

りまして、ここは定期駐車、いわゆる月極の駐車と商店街を利用する買い物客の無料駐車場で

運営を行っているものでございます。これは身延駅前しょうにん通り駐車場組合へ、平成８年

度より委託で管理してもらっております。 
 今回、この条例案を提出するにあたりまして、議案第６９号でお願いしております、身延駅

前しょうにん通り町営駐車場管理委託から指定管理者に指定することに伴い、身延町町営駐車

場条例として、２つの条例を一本化し、新たに整備し、全部改正したものです。 
 よろしくお願いいたします。 

〇議長（松木慶光君） 
 報告第９号、議案第６９号、議案第７２号から議案第７５号および議案第７７号から議案第

８０号までは、詳細説明は省略いたします。 
 次に発議第１号について、笠井万氾議員より説明をお願いいたします。 
 笠井万氾君。 

〇１７番議員（笠井万氾君） 
 それでは、発議第１号について、朗読をもって説明に代えます。 
 発議第１号 
 平成１８年６月１９日 
 身延町議会議長 松木慶光殿 

提出者 身延町議会議員 笠井万氾 
賛成者    〃    伊藤文雄 
 〃     〃    望月 寛 
 〃     〃    日向英明 
 〃     〃    奥村征夫 
 〃     〃    中野恒彦 

 身延町議会活性化等調査検討特別委員会の設置について 
 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条および身延町議会会議規則第１４条の規

定により、提出をいたします。 
 提案理由 
 分権時代における地方議会の活性化を考え、何よりもまず大事なのは、その議会を運営する

個々の議員が、住民から信託された民主的町政実現において、議会が根幹をなすという認識を

持ち、その本来果たすべき機能と役割をこなせるだけの資質を養うことである。 
 このような２１世紀の地方分権時代を迎えて、どのような議会、町議会像が理想的であるか

を探るため、特別委員会を設置したいがため、提出をする。 
 身延町議会活性化等調査検討特別委員会設置に関する決議 
 次のとおり、身延町議会活性化調査検討特別委員会を設置するものとする。 
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記 
 １．名   称 身延町議会活性化等調査検討特別委員会 
 ２．設置の根拠 地方自治法第１１０条および身延町議会委員会条例第５条 
 ３．目   的 （１）議会構成調査検討 
         （１）議会機能調査検討 
         （１）財政的機能調査検討 
         （１）行政監督機能調査検討 
 ４．委員の定数 ７人 
 以上であります。 

〇議長（松木慶光君） 
 次に請願第１号について。 
 奥村征夫議員より、説明をお願いいたします。 
 奥村征夫議員。 

〇１４番議員（奥村征夫君） 
 それでは、義務教育費国庫負担制度を堅持し、教育の機会均等及び水準の維持向上を図るた

めの請願の紹介をさせていただきます。 
 請願人は身延町ＰＴＡ連合会、校長会、教頭会、山教組南巨摩郡支部中部班、学校事務職員、

学校栄養職員等であります。 
 請願の趣旨は、国の責務である教育水準の最低保障を担保するために、必要不可欠な義務教

育費国庫負担制度を堅持すること。 
 義務教育費国庫負担金について、国庫負担率を２分の１に復元すること。 
 請願理由は、手元に請願書の写しが配布されておりますとおりでございます。 
 本議会として、ぜひ、ご議決いただき、現行の教育水準の維持向上を図られ、教育の機会均

等が引き続き確保されますよう、関係大臣に地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出

していただきたく、請願するものであります。 
 よろしくお取り計らいのほど、お願いいたします。 

〇議長（松木慶光君） 
 次に請願第２号について。 
 渡辺文子議員より、説明をお願いいたします。 
 渡辺文子議員。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 請願第２号 日本郵政公社の集配局廃止計画に反対をし、中止を求める請願の紹介をさせて

いただきます。 
 請願者は、町内の６名から提出をされています。 
 請願の趣旨ですが、日本郵政公社は来年１０月の民営化までに、４，７０５局の郵便集配局

のうち９６６局の集配業務を近隣の局に統廃合するという、再編計画を打ち出しました。これ

は郵便集配局を、不採算の過疎地を中心に再編・合理化しようとするものです。本町において

も富里、切石、飯富の３つの郵便局が対象となります。 
 集配局の廃止により、配達区域が広がることによって、配達の遅れ、配達回数の減少、留守

のときの再配達が困難になることや、地域で高齢者に声をかけながら集荷する地域密着のサー
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ビスに支障が生じ、住民サービスの低下につながります。将来、過疎地の郵便局統合の布石と

なり、過疎に拍車をかけ、地域間格差を大きく広げることになります。 
 以上の理由により、本請願を採択し、関係大臣に意見書を提出していただけますよう、よろ

しくお願いをいたします。 
〇議長（松木慶光君） 

 以上で、提出議案の説明は終了いたしました。 
 ここで昼食のため、暫時休憩いたします。 
 再開は、午後１時といたします。 

休憩  午前１１時５５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時００分 
〇議長（松木慶光君） 

 休憩前に引き続き、会議を再開いたしますが、その前に事務連絡をいたします。 
 建設課長が体調が悪いということで、藤田係長が出席しております。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第７ 提出議案に対する質疑を行います。 

 なお、議案の表題は省略し、議案番号のみにさせていただきます。 
 報告第９号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 報告第１０号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 日向英明君。 

〇９番議員（日向英明君） 
 総務管理費の中の事業名 男女共同参画プラン印刷製本費、３１万２，３７５円。予算執行

されなかったわけですけど、このことについて、少しご説明を求めたいと思うのは、この事業

費がいつ計画され、どんなふうな理由で予算化され、こうして残ったのか、そのことを説明願

います。 
〇議長（松木慶光君） 

 企画財政課長。 
〇企画財政課長（鈴木高吉君） 

 説明をさせていただきます。 
 男女共同参画プランにつきましては、委員の皆さまの精力的なご協力によりまして、プラン

の作成を終えているところでございます。 
 今、ご指摘のプランの印刷製本費でありますけれども、３１万円ちょっとでございますけれ

ども、これを早速、印刷をするわけですが、この条例を今、検討をしているところでございま

して、その印刷物の中に、この条例も一緒に刷り込みたいというようなことの思いがありまし

て、ちょっと遅れているわけでございますが、内容のプラン自体の作成は進んでおるわけであ

りまして、あとは条例ということで、そのへんをご理解いただきたいと思います。 
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 また、条例につきましては、当然、議会の議決が必要でございますので、その内容が固まり

次第、また議員さんのほうにもご相談申し上げたいと、こんなように思っております。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 ほかに質疑ございませんか。 
 笠井万氾議員。 

〇１７番議員（笠井万氾君） 
 それでは、今、財政課長のほうから説明がありましたけども、報告第１０号の中で、今、同

僚議員が言いました、男女共同参画プラン製本費の３１万２，３７５円と道路橋梁費３，

１００万８，６００円。この２つが完成をしていないということでありますけれども、今言っ

た参画共同プランの条例を含めて、この２点、道路橋梁費、これは町道田原宮木線、道路改良

舗装工事でありますけども、完成予定日をいつとしているのか、１点だけ、答弁を求めたいと

思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 企画財政課長。 
〇企画財政課長（鈴木高吉君） 

 まず、男女共同参画プランの印刷につきましては、１１月を予定いたしております。先ほど

の質問で、未完の部分は道路総務費の道路整備計画業務委託、この部分が一応１２月という予

定で、まだ完成をいたしておりませんが、ほかの工事につきましては、完成をいたしておりま

す。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 報告第１１号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 報告第１２号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 報告第１３号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 芦澤健拓君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 農林水産業費の第１項の宮木用水路修繕工事、それから出口農道改良工事、それから林業費

の地下水が湧出しというのと、それから、その件は、なんか天候不順ということで、事故とい

うふうな形でいいのかもしれませんけど、そのほかのものに関しては、それぞれ調査が不十分
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であったり、町営水路敷設替えに不測の日数を要したためとか、あまり事故という感じ、事故

というか、その不測の事態によってという感じがしないんですが、こういうものに関しては、

それぞれ理由をもう一度、詳しく説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。 
〇議長（松木慶光君） 

 産業課長。 
〇産業課長（遠藤忠君） 

 それでは、お答えします。 
 理由の中の、町営水道の敷設替えに不測の日数を要したというようなことですけども、これ

はその改良工事をするところに、既設の水道の給水管、それから配水管等が走っていまして、

それを仮設でもって切り回しとか、それから、その道路の改良の中に付け替えをするのに、

ちょっと時間を要したと、そういうような理由でございます。それから、天候もありましたか

ね・・・。 
 出口の関係ですけども、これも天候の不順というようなことでもって、現場への資材搬入、

田んぼですので、ちょっと雨が降るとぬかるんで、資材の搬入にちょっと苦労をしたというよ

うなことでございます。 
 それから、林業費の富士見山線につきましても、これは路側工事でもって、根継工をやった

わけですけども、そこにたまたま石積みが、湧水ですね、湧き水のために、下があらわれて流

れた個所でございまして、やはり工事するときにも、その水が出まして、その処理に、そうい

う日数を要したと、そういうことでございます。 
 よろしいでしょうか。 

〇議長（松木慶光君） 
 芦澤健拓君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 今、説明していただいたところは、私は特に、それはしょうがないと。要するに、天候不順

等が原因であれば仕方がないし、地下水が湧出したというふうな突然の事態はしょうがないん

ですけど、町営水道の敷設替えというのは、要するにもともと町営水道がここを通っているよ

というのが分かっているはずなのに、それなのに、それは考えに入れずに、工事に図ったのか

どうかと、そういうことをお聞きしたいんです。 
 それから、東電およびＮＴＴの柱の移設というふうなことですけども、これも、そんなこと

がはじめから分からないのかなというふうな気がするんですけど、そのへんについて、ちょっ

とお伺いします。 
〇議長（松木慶光君） 

 産業課長。 
〇産業課長（遠藤忠君） 

 先ほどの質問のほうが、ちょっと取り違いまして、申し訳ございません。 
 今の町営水道の敷設替えということでございますけども、当然、町営水道を引いていますか

ら、大体、管がこのへんを走っているということは分かっているわけですけども、詳しいとこ

ろは、そこのところを掘ってみないと、実際には、どのくらいの深さ、どのくらいの個所とい

うようなことが把握できなかったのと、本管、それから給水管等、ちょっと複雑に走っていた

ものですから、そのへんがちょっと、専門の水道屋さんに、そういう工事をやってもらうわけ
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ですけども、そのへんのところが、ちょっと時間を要したというようなことでもって、４月に

ずれ込むというようなことでもって、繰り越しの手続きをとらせていただきました。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 ほかに質疑ございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第６９号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７０号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 笠井万氾議員。 

〇１７番議員（笠井万氾君） 
 今言いました、議案第６９号と７０号は関連するわけでありますけども、まずはじめに１点

として、今回、指定管理者に指定をするわけでありますけれども、駐車場を指定管理者に指定

をして、財政的な効果をどのように考えているのか、まず１点だけ、伺いたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 観光課長。 
〇観光課長（望月治雄君） 

 お答えいたします。 
 ２つとも利益が挙がっております。ゼロではございません。収入を、こちらがもらうような

形になっております。そういうことで、いいでしょうか。 
〇議長（松木慶光君） 

 笠井万氾議員。 
〇１７番議員（笠井万氾君） 

 当初予算の中で、当初予算の中で、このしょうにん通り、３５０万円盛ったわけですね。今

年度。一般的に指定管理者に移行して、身延町全体の財政的な効率は、どこにあるかというこ

とを聞きたいんです。例えば３５０万円を、その管理者の人たちが３５０万円、管理とは、で

は何ぞや、駐車場の管理とは何をしてもらうのかと、そう言っているんです。 
〇議長（松木慶光君） 

 観光課長。 
〇観光課長（望月治雄君） 

 例えば、ここの駅前の駐車場は、定期の月極の駐車と、それから通勤者の通者料金で運営を

賄っているものなんですけども、例えば、一般会計のほうに３５０万円の収入を見込んでいる

わけですけども、それが毎年毎年、そこへ入ってもらって、支出のほうは１８０万円、今回

１８０万円ばかり、しょうにん通りを委託するであれば、そちらへそれだけやるお金になって

おります。そんなあれですけども、何をするかと言いますと、定期する駐車が、通勤の方々は、

ここに４つ、駐車場があるわけですけども、定期駐車をいかにもやらないように、４カ所をぐ
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るぐるまわって置いている方も何人かいるわけです。それらの管理を、そういうのを見ていた

だいたり、その４カ所を毎日そうじ、２回まわってもらっております。それから、消し込みで

すね、毎月もらう駐車場の消し込み。それから、もらう人たちの、溜まっている場合ですね、

そういうものの集金の事務の関係もやってもらっております。それらをすべて、一緒にしたも

のを、管理を含めて、やってもらっております。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 笠井万氾議員。 

〇１７番議員（笠井万氾君） 
 非常に理解しがたいというか、駐車場、例えば、財政的に効率的に経済効果も含めて、指定

管理者をすることによって、町の財政的なものが豊かになるとか、そういう理由がなくて、

３５０万円のうち、今、課長が言うように、１８０万円で委託するわけですね、１８０万円で。

例えば、ここに条例の中に、今までは、町長の分については、名前を管理者にすべて変えるん

だと。料金についても、ここに、例えば定期ですね、一般の人たちは無料なんだけども、いく

らいくらと。料金そのものについても、管理者に任せるのか、今度は。そうすると、管理者が

例えば１千円だったものが２千円になり、２千円が３千円になると。今の状況が黒字であって、

町に黒字の財産が入ってくるのに、そういう状況がいいのかなというような疑問も持つわけで

ありますけれども、そのへんについて、改めて、もう一度、なぜ委託して、こういう効果があっ

て、こうなんだという部分について、改めて、答弁を求めたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 観光課長。 
〇観光課長（望月治雄君） 

 おそらく、これは職員がやると、こんなに丁寧にはできないと思うんですよね。不正で停め

る定期利用者が多いと思うんですよ。そういう点で、間近にいる、この組合の方々が見てもらっ

ているのが、一番の条件だと思います。もう少し、人件費も上がると思うんですよね。一応、

うちのほうも土地の借地料という中で、それらはもらうように、契約の中にはなっております

ので、すべて、３５０万円のうち、一応、仮契約の中では収入の４０％を土地代金でもらうよ

うになっております。だから、実質的にはこの組合へは、約２００万円ぐらいの運営で行って

もらうようになっております。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 笠井万氾議員。 

〇１７番議員（笠井万氾君） 
 最後に、質問でないけども、理解が、もし違っていたら、答弁を求めたいわけでありますけ

れども、３５０万円で１年間の予算を立てたと。そのうちの土地の使用代として４０％を、こ

の指定管理者の管理者からはいただけますよと。残りの部分については、自由にしてください

と。料金については、すべて管理者のほうで決めて、今後やっていくんだよというふうに理解

していいのか、最後に答弁を求めたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 観光課長。 
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〇観光課長（望月治雄君） 
 定期駐車の料金については、こちら、町サイドと協定を結んで決めるようになっております。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 ほかに質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７１号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 穂坂英勝君。 

〇１１番議員（穂坂英勝君） 
 ２点、お伺いいたします。 
 まず１点は、１２ページの１３節、身延町のＣＡＴＶ施設整備手法検討業務について、

５００万円ほど補正が盛られているんですが、この手法検討、どんなことをされているのか、

その内容をお聞きしたい。と申しますのは、町内にたくさんの共聴アンテナで対応してきた部

分の集落がたくさんあります。デジタル化に向けて今、どういうお金をかけて、どういうふう

にやっていったらいいんだろうかで、それらの住民の皆さんは今、対応に苦しんでいると。こ

れは相手がＮＨＫでございますので、そこまでうんぬんということになりますと、町はいろい

ろなことがあろうかと思いますが、そこにふれない中身で、どんなふうな手法を検討されてい

るのか、お聞きいたします。 
 もう１点。１６ページなんですが、これは児童福祉費の中で、議案説明の中で、給料の部分

で、たくさん補正がされているということなんですけど、たまたま児童福祉費の中で、保育所

のものが並んでいるわけですけど、この保育所については掲載してみると、ずいぶん、給料が

増額になっていると、平たい言葉で言うと、そういう形。ここだけ取り上げるとなっている。

とすると、ここには高額な職員が異動したのかなと。だけど、どうも保育所というところにな

ると、保育士さんですから、では、保育園の園児が増えたのかなと、いろいろ考えるんですけ

ども、そのへんが分かりませんものですから、その内容を。ここだけが突出して、給料が増え

ている感じになります。よろしくお願いします。 
〇議長（松木慶光君） 

 企画財政課長。 
〇企画財政課長（鈴木高吉君） 

 それでは、まず第１点目のページ数で１２ページの、いわゆる文書広報費の中の身延町ＣＡ

ＴＶ施設の５２５万円の委託料のことでございますけれども、要するにご承知のように、旧下

部地区につきましては、町営でＣＡＴＶ、今も録画中でございますが、ＣＡＴＶを町営でやっ

ているという事実がございます。旧身延、また旧中富については、民間の業者がそれぞれやっ

ていらっしゃると、こういう現実がございます。 
 ２０１１年のデジタル化に向けまして、どのような手法がいいのか。また、現実、民間と公

設が１町の中に混ざっている中で、どのような形が最もいいのかというようなことを、実は検

討するというようなことで、今回、計上をさせていただいたんですが、ちょっと、具体的にい

いますと、旧身延、また旧中富につきましては、もうすでに新聞の折り込み等で、町民の皆さ
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んもご理解をいただけているかなと思うんですが、民間の事業者の方が引き続いてやっていこ

うというような意思を見せているところであります。 
 しかし、旧下部地区につきましては、今の施設が、いわゆるデジタル対応ができないという

ようなことがございます。または、ただテレビ放映だけでなくて、ほかの町のいろんな行事等

も音声でお知らせをしたり、また防災みのぶとの連携があるというようなことで、施設が複雑

になっておるわけでございます。民間の事業者が下部についても、私たちもやってもいいよと

いうような動きもあるわけではございますが、今申しましたように、やはり公営で関わる部分

がございますので、手法といたしましては、例えばＰＦＩという手法があるわけでございます

が、民間の活力を資金も含めて活用する手法等も、この中に検討の１つとして入れていこうか

というようなことも、私ども考えております。 
 しかし、このＰＦＩが一番いい方法なのかということは、まだ、結論が出ておりませんが、

これらを含めて、民間の業者でノウハウを持っておりますので、今回、委託をして、調査をし

てみたいということでございます。 
 １点目は、以上であります。 

〇議長（松木慶光君） 
 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（赤池和希君） 
 それでは、お答えをいたします。 
 ４月１日の人事異動によりまして、保育所の中で保育士の異動がありました。それから、新

しく子育て支援課という課ができまして、その課の中に、新しい事業といいますか、業務が増

えました。その関係で、母子福祉、児童福祉、そういった仕事の職員が２名増えたというよう

なことで、その人事の入れ替えの増になっております。 
 また、静川保育所の中に、われわれ課長以下、今まで保育課がありましたので、その中に、

われわれの賃金も入っているというふうなことで、静川保育所に２名増えてきたというふうな

ことになります。 
 さらに、園児の内容を見ますと、乳児が原保育所に２名増えたということで、原保育所に１名

増員になりました。それから久那土保育所で１名減ということで、園児の減少に伴いまして、

１名減ということで、トータルは変わりませんけども、内容的にはそういうことになっており

ます。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 穂坂英勝君。 

〇１１番議員（穂坂英勝君） 
 １点目のＣＡＴＶの件、財政課長のご答弁で理解したんですけども、こういうものは、どこ

に業務委託をするのかというのがよく分からないというのと、それから民間という呼び方と、

ＰＦＩでというのはもともと、これも民間ですし、考えてみると、公共放送みたいな形で、下

部の部分はやっている、これはこれで、現在もそれなりの、非常に町の中の住民に役立ってい

るものですから、それでいいんですけども、同じように、中富地区を含めて、身延地区を含め

て、たくさんの自分たちの金で共聴アンテナを立て、やっている方たちは、自分たちでどこに

も相談することなく、デジタル化の対応を当然、考えるのは当たり前のことと言えば当たり前
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で、それでやっていると。ただし、どうしていいか分からないではないかで、今やっていると。

もしかすると、町が全町にわたって、ＣＡＴＶのサービスを将来やるようになるであれば、金

をかけたくないなというのが、住民の中にあるわけです。たぶん、そうはならないだろう、そ

んなことになるのは数年先だろうと。もし、なったにしても数年先だろうと。そういうことな

ら、そのうちには、だんだん下部のものもなくなっていくんではないかという憶測を働かせな

がら、ここで５００万円かけよう、７００万円かけようということの論議を、今、どこでもし

ている最中なんですが、そのへんで、どういう形の調査を依頼しているのかが分かれば、参考

になって、そういう方たちにも、私どももアドバイスができるのかなというのがあって聞いた

ものですから、長くなりましたけども、どういう業務委託、何を調査で５００万円かけている

のか、１点知りたいということです。 
 それから２点目の質問でございますけども、この予算書の中では、静川保育所とあるところ

には、子育て支援課のものも全部含まれているよと、こういうことですね。それは保育所の中

の経費ではなくて、子育て支援課が入ってしまっているということですね。前にも、私、申し

上げたんですけど、これは切り分けておくべきではないかなと、私は常々、思っておりました

ので、そのへんを。そうしないと、よく分からないと。保育所にかかる経費と、子育て支援課

と、なんだか、どこがどこの仕事をしているのか分からないと、きちっとした明確な経理の内

容にはならないんではないかと思いまして、お尋ねしたので、その点２点、簡単でございます

けども、ご答弁をお願いいたします。 
〇議長（松木慶光君） 

 企画財政課長。 
〇企画財政課長（鈴木高吉君） 

 まずＮＨＫの、共聴の受信のことについてでございますけれども、今、議員さんのお住まい

の大野もそうでありますが、町内には旧中富地区にも、かなりの個所数がございます。これら

の扱いにつきましては、ＮＨＫのほうで、直接、地元へ入りまして、デジタル化に向けた対応

はどのようにするかというようなことを、今、ご相談中だという情報を聞いております。 
 もう１つ、醍醐山でアンテナがあるわけでございますが、デジタル化になったときには、そ

の醍醐山の受信アンテナも、今までどおり設置されていくのか、いかないのか。このへんが今、

論議がされているようであります。ＮＨＫでは、聞くところによりますと、公でやるであれば、

ＮＨＫは手を引きましょうというようなことも、言っているというようなことも伺っておりま

す。町の財政状況、また受信の、難視聴地域のような団体もいくつもあるというようなことを

考える中で、やはり民間、ＮＨＫも含めた、民間がやっていただけるであれば、やはり、それ

を優先すべきだろうと。 
 ただ、町内、ほかにもその組合がない、要するにＣＡＴＶを見ていない。また、その組合に

も入っていないところも当然あるわけですね、山間集落には。それらのことはどうしようかと

いう問題は残りますけれども、基本的にはＮＨＫの組合については、そちらのほうでやってい

ただきたいと、こんなようなことを考えております。 
 具体的にはまだ、今、相談が始まったばかりだというようなことを聞いておりますので、ま

た、町へもなんらかの相談があるかなというようなことも思っております。 
 さて、本題の旧下部のＣＡＴＶをどうしようかという部分でありますが、この調査の委託に

つきましては、要するに、例えば、役場の建設にしても、また病院の建設等にしても、今、新
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しい法律ができまして、ＰＦＩ法というわけですが、要するに民間の資金を活用して、また公

でやるであれば、いろいろな経費の算出にしても、それぞれ設計委託費、また工事請負費、管

理監督費というような形で、それぞれ計上もしたり、また、かかる一般経費などもそれぞれ積

算するというようなことで、総体的な事業費はかさむわけでございます。それを民間の活力を

導入して実施をしたならば、それらの部分は早くできるし、お金もかからないで済む。また、

町としても、いっぺんに大きなお金を出さなくても、１０年とか、あるいは１５年のスパンで

かかる経費を負担していくというような方法があるわけでございます。 
 ですので、例えば、旧下部のＣＡＴＶ、今現在、見ているわけです。町民の皆さんが、テレ

ビを受信して見ておりますし、また町の情報を、これで受けているわけでございます。この現

実があるわけですので、これを、サービスを低下させないような形で、また財政的にもある程

度、長期のスパンで計画ができる方策を探ろうということで、今、例えば三菱総研とか、そう

いう、いろいろな計画づくりの専門家がいらっしゃいますので、そういう方たちに相談を今、

しているところであります。どこの形で、どういう委託をしていこうというのは、これからま

た、詰める段階でございます。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（赤池和希君） 
 それでは、予算の組み立ての関係ですので、ちょっと人事担当のほうがいいと思ったんです

けど、では私のほうで、ちょっと述べたいと思います。 
 当初、静川保育所に保育課がありまして、保育業務をしたわけですけども、４月１日で、先

ほど言いましたように、子育て支援課というふうな新しい課になりまして、職員は２名増えて

きたと。その時点で、本来であれば、課目の増設ができるものであれば増設をして、静川保育

所をマイナスにして、新しい課目をつくって、その４人のをやればいいわけですけども、たま

たま、私たち保育所におりましたので、では保育所のほうで、そこへ２人追加して、人件費を

増やしたらというふうな安易な考え方を持ちましたので、これは組み替えができることであれ

ば、早急に対応して、９月の補正で、もしできれば対応していきたいと思いますけど、よろし

くお願いいたします。 
〇議長（松木慶光君） 

 企画財政課長。 
〇企画財政課長（鈴木高吉君） 

 今のことでございますけれども、１つの方法とすれば補正で組み直すという点もあるわけで

ございますが、今回の補正につきましても、総括的な管理をする、名指しで申し訳ないですが、

課長さんとか、あるいはリーダーの皆さんの人件費については、先ほど言いましたように、現

在は静川に入っております。合併以来、そうでございますけれども。できましたら、年度途中

でも可能ではありますけれども、年度切り替えのときに、そのような予算の組み立てを財政当

局としてはしたいわけでございますが、そんなふうな点も、ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 ほかに質疑はございませんか。 
 石部典生君。 
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〇１８番議員（石部典生君） 
 先ほどの穂坂議員の関連なんですが、文書広報費、委託料ですが、一般質問のほうも出てい

るようですから、１つだけお尋ねします。これは町とすれば、いつごろ、これに対する方向性

を出してくれるのか、その１点だけ伺います。 
〇議長（松木慶光君） 

 企画財政課長。 
〇企画財政課長（鈴木高吉君） 

 今回の補正予算を認めていただけるとするならば、早速、この手法の検討を業務委託にかかっ

てまいります。具体的な検討に入りまして、これが、おそらく今年度では終わらないと思うん

です。もう１つ、ＰＦＩをもし採用していくということになりますと、おそらく来年度につい

ても、この一部の経費についてかかると思います。方向性を今年度、来年度あたりで、来年度

といっても、１年間をかけてということでなくて、できる範囲で、早く決めて、今年度、来年

度中には方向性を決めていきたいと。 
 そうしないと施設整備の期間、また民間の導入ということになれば、民間の方たちの動向も

あるわけですので、そのへんの時間が、ちょっとかかるなということが予想されますので、今

のところ、今年度、また来年度にかけて、具体的なことを進めていくということで、ご理解を

いただきたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 石部典生君。 
〇１８番議員（石部典生君） 

 続きまして、２１ページ。観光費。本栖湖のトイレの件ですが、これは大体、先ほどの補足

説明の中でもされたわけですが、もう一度、建設場所、それと完成予定はいつなのか。建築構

造はどんなふうなものでやるのか。その点について、お尋ねいたします。 
〇議長（松木慶光君） 

 観光課長。 
〇観光課長（望月治雄君） 

 これは中之倉の共有地をお願いしてあります。約３７６平方メートルですけども、その中で

１５０平方メートルばかりが、県の旧の道路の敷地の中へ入っております。そこも申請して借

りるつもりです。共有地につきましては、おそらく２２０平方メートルぐらいを借りるように

なると思います。 
 それから、木造の平屋建てでございます。４８．４４平方メートルでございますけども、男

性用のトイレが２つ、大が１です。女性用が３です。身体障害者用が１です。それから駐車場

のスペースとして５台。そのほかに、そこをインフォメーション的に、夏場が一番多いもので

すから、そこで若干、町の宣伝ができるようにやっていきたいと、そのスペースも、若干、そ

の中にとってあります。それと同時に、建物全体が、あそこは寒いものですから、寒冷地用に

設計されております。それから浄化槽につきましては、１１２人槽ですけども、一般的には

２０ｐｐｍですか、それよりも、それを本栖湖へ、なおかつ環境の難しいところですので、２０ｐ

ｐｍあればいいわけですけども、もっと三次処理をして、１０ｐｐｍというものをクリアした

浄化槽を設計の中に折り込んでおります。 
 期日は一応、これが通れば７月には、すぐ入れまして、一応、３カ月あればいいんではない
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かという中で、一応、１０月下旬から１１月のはじめを目途に今、やっております。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 ほかに質疑ございませんか。 
 日向英明君。 

〇９番議員（日向英明君） 
 それではページが１４ページ、１５ページ、総務費の中の臨時職員の賃金ですけど、先ほど

財政課長のほうから、理由は産休とか古関および久那土支所のパートさんといいますか、臨職

のことでお伺いしました。同じようなことで、２８ページ、２９ページ。教育費の中にも、

１５４万７千円と、それから総合文化会館、１０８万円ですかね、これは９カ月の採用という

ことなんですけど、総体的に眺めてみますと、この１８年度当初を盛るときに、このことが考

えられなかったかということなんですね。わずか、新年度が始まって３カ月の間に、これ４件、

合計を足すと４７６万６千円になるんですよ。こういうことが、まず最初に分かっていないこ

とが不思議でありますので、そのへんの答弁をお願いします。 
〇議長（松木慶光君） 

 企画財政課長。 
〇企画財政課長（鈴木高吉君） 

 私のほうからは、全体的なお話をさせていただきます。 
 また個々に、ご指摘のように計上が、今回されておりますので、また個々には個々の理由が

ございますので、また担当課長からお願いします。 
 今回、臨時職員の賃金が、ご指摘のとおり目に付く形で計上されたわけでございますが、臨

時職員の賃金、この計上は当初段階で、かなり減らすと申しますか、削減をさせていただいて、

合理化できるものはしていこうという合意のもとに、計上がされたところでございます。 
 しかし、その後、それぞれの現場におきまして、事由といいますか、いろんな事柄が出てま

いりまして、それらの対応はしていかないと、現場がまわっていかなというようなことがござ

いました。今回、財政上から言わせていただければ、やむなくということでございますけども、

必要最低限の措置はしていかなければならないというふうなことで、計上をさせていただいた

経過がございます。 
 では、また個々の理由は、またそれぞれお願いいたします。 

〇議長（松木慶光君） 
 下部支所長。 

〇下部支所長（赤池善光君） 
 １５ページの下部支所及び出張所費のところの、その他の賃金で８７万円の状況を説明いた

します。 
 下部支所には、古関の出張所と久那土の出張所がございます。従来３月までは臨時職員が配

置されておりました。４月の人事異動で、正規の職員が配置されました。そのうち、１名の職

員につきましては、長期の傷病休暇がございまして、長期的に休んでおりまして、当初予算編

成時は４月には復帰できるではないかと、こういうふうな予定でございましたけれども、入院

が１カ月延びたという状況。 
 それから、もう１点は５月から、その職員が復帰をしたわけでございますけれども、週２回、
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リハビリに通院をしなければならないという、こういうふうな状況がございまして、１カ月間

は支所の職員、当番をつくって対応いたしましたけども、長期的なリハビリというふうなこと

で、今回の補正予算に計上させていただきました。 
 さらに、もう１点は、久那土の出張所は働く婦人の家の職員も兼務をしてございます。そこ

で正規の職員１人だけ、あと１人は非常勤で週３日と、こういうような状況でございまして、

会議、あるいは講座等があるときには、その従事する職員、そちらのほうにも、ときには出向

かなければならない、こういうふうな会議とか、あるいは講座が開設されたときにはパート的

は対応でもってお願いをしていくというふうなことで、古関の出張所の関係が３１万５千円。

それから久那土の出張所のパート的なところが５５万４千円。合わせて、今回８７万円という

ふうな、その他の賃金ということで計上させていただきました。 
 以上のような状況でございます。 

〇議長（松木慶光君） 
 町民課長。 

〇町民課長（渡辺力君） 
 １４ページの目１戸籍住民基本台帳費にかかる賃金でございます。本課の職員、９月以降、

産休を予定しておりまして、それに対する補充、臨時職員の賃金をお願いしたところでござい

ます。 
 以上でございます。 

〇議長（松木慶光君） 
 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長（佐野治仁君） 
 ただいまの質問にお答えします。 
 ページ２８から行います。 
 ２８ページ、３目金山博物館運営費中、７節賃金につきまして、１５４万７千円をお願いす

るものです。内容につきましては、当館が１０周年を迎えまして、当初に比べまして、入場者

数がジリ貧という形をとっております。その中で、５月に開催されました「金を化学する」、そ

ういう催しものにつきまして、接客、また、これから行われます、いろんな講座・教室等に対

しましての計画等、そういうものを含めます中で、観光立町みのぶを目指す中で、旧下部の湯

町の発展を図る中においても、金山博物館の運営に力を入れていきたい、そういう意味も含め

まして、今回、館の運営・整備・充実を図るために必要ということで、１名のお願いをするも

のでございます。 
 次のページ、２８ページ。やはり賃金の１０８万円につきましては、総合文化会館のホール

の、主に舞台装置の機械の操作ということです。これにつきましては、職員がいるわけですけ

ど、どうしても深く、専門的な知識を必要とする部分がありまして、これには非常に安全でス

ムーズな舞台運営が迫れまして、そういう点からも、ぜひ、その催しが行われるときに限って、

専門職をパートで来てもらって、機械の操作をしてもらうと。これが主な理由でございます。

ひとつよろしくお願いいたします。 
〇議長（松木慶光君） 

 日向英明君。 
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〇９番議員（日向英明君） 
 産休とか病気とかというのは、これは、言わば計画されていない、突発のことでありますの

で、それはそれで、ある部分で仕方ないと思うんですけど、私の質問する、主な理由というの

は、やはり１８年度当初予算の検討の中で、十分検討されて、今の予算がされて、わずか３カ

月の中で、今言うとおり、金山博物館の中の１５４万７千円、あるいはホールの操作、照明と

いうことなんですけども、そういうことが当初予算の中で検討されなくて、わずかの間に補正

で出されるというのは、あまりにもちょっと、安易過ぎるではないかと思うわけです。 
 ついでにというと、ちょっと言葉が悪いわけですけど、６月の補正予算で計上された臨時の

職員の数は何名でしょうか。確か、私の記憶では、昨年の１２月３１日の日に１２名の臨時職

員が、言葉としては退職したというんですかね、そんなふうな中で、非常に慣れている人が退

職し、あるいはこれが、当然、当初予算の中で検討され、配属しなければならないような場所

に慣れない人が行っているかどうか。そんなこともちょっと、考えられるわけですけど、その

へんの答弁をお願いします。 
〇議長（松木慶光君） 

 生涯学習課長。 
〇生涯学習課長（佐野治仁君） 

 お答えします。 
 確かに日向議員の言われるとおり、当初、予定していました人数は、確かに配属されました。

しかし、配属された時点におきまして、長い経験の上に、接客等の行われた、今までの運営が

スムーズにいかなかった点、そういう点も反省しまして、今回、来年３月までの間に、現在い

る職員の育成も含めた中で、多少なりとも館の運営をよくしようという考えのもとで、お願い

するものです。 
 舞台装置につきましても、やはり職員の配属は、予定の人数をいただきました。しかしなが

ら、危険を伴う機械操作ということで、やはり現の職員では、多少なりとも危険が伴う、そう

いう意味を含めまして、より安全な運営ということで、今回、お願いするものです。よろしく

お願いします。 
〇議長（松木慶光君） 

 日向英明君。 
〇９番議員（日向英明君） 

 これは財政課長ですかね、６月補正予算で計上された臨時職員の数は分かりますか。 
〇議長（松木慶光君） 

 総務課長。 
〇総務課長（片田公夫君） 

 私のほうから、ご答弁いたします。 
 今回、６月補正では町民課１名、下部支所で２名、金山で１名、総合文化会館で１名という

ことでございます。町民課については１名で、正規職員と同じ勤務日数になっております。そ

れから下部支所については、パート的な職員ということで、週２日、あるいは３日ということ

ございます。金山についても、やはり一般職員と同じ勤務体制。総合文化会館については、や

はり週２日、あるいは３日ということで、パート的な職員ということになろうかと思います。 
 

 ４０



〇議長（松木慶光君） 
 ほかに質疑はございませんか。 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 何点か、質問をさせていただきます。 
 まず、総務費ですね、１１ページ。先ほど、説明がありまして、計上を変えたということで、

１１節消耗品費、それから１４節の使用料及び賃借料ということで、事務機器リース料という

ことで、かなり高額な減額があるんですけども、この計上を変えたというのは、どんなふうに

変えたのか、質問をしたいと思います。 
 それから、１２ページの財産管理費の中で、８節報償費で町有施設点検管理というふうにあ

るんですけども、補正で出るということは、新しく町有施設が増えたというふうに理解してい

るんですけども、具体的にどこのどういう施設が増えたのかということを、お聞かせください。 
〇議長（松木慶光君） 

 総務課長。 
〇総務課長（片田公夫君） 

 ご答弁をいたします。 
 １１ページから１２ページにわたって、減額、あるいは増額がございます。 
 まず１１ページの１１の需用費５７８万２千円、減額でございます。１２ページのほうへ入

りまして、１３の委託料が１２４万５千円の増。それから１４が１３９万６千円の減。それか

ら備品購入費、１８が５９３万３千円の増でございます。これら、すべて入れ替えでございま

して、１１と１８が入れ替え、１３と１４が入れ替えということになろうかと思います。 
 これまで、ご存じのとおり、例規集は例規集という本がございますが、身延町例規集ですが、

この例規集を、これまでは業者の方に改定のたびに追録をお願いして、編集をお願いしてきた

んですが、今度は自前でやるということになります。そのシステムとかサーバー、ソフトウエ

ア等の購入費を、今までは１１の追録代ということでとっておりましたが、今度、機械を購入

いたしまして、備品購入でサーバーとシステムのソフトウエアを購入いたしまして、すべて町

で例規集を編集・更新するということになります。これを行使しますと、後年度負担が非常に

軽減されるというメリットがございます。ですので、これから作業に取り掛かるわけでござい

ますが、例規集の現状の追録というのがなくなります。データベース化、あるいは議員さん方

には、非常にデータベースでは不便な面もあろうかと思いますので、年度当初、コピーをして、

１冊お渡しますので、改正のたびに町のほうで追録をいたしますので、そんな格好になろうか

と思いますが、そんなことで、すべての追録業務、更新業務を町がやるということで、減額あ

るいは増額ということになろうかと思います。よろしくお願いいたします。 
〇議長（松木慶光君） 

 企画財政課長。 
〇企画財政課長（鈴木高吉君） 

 それでは１２ページの、財産管理費中の報償費のご質問でございます。 
 旧身延保健所の土地、それから建物につきまして、山梨県から身延町に無償で譲り渡されま

した。つい先ほど、土地の登記済みの証書もいただいたところでございまして、一応、現在、

町の普通財産というような形で管理をいたしておるわけでございますが、この分は当初予算で
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は計上してございませんでしたので、この８の報償につきましては、とりあえず、ご近所の方

にお願いいたしまして、建物の安全確認、鍵の点検等をしていただこうという、お礼程度の計

上でございます。 
 また、関連をいたしまして、その１１節の需用費、光熱水費ですね、この電気料、これにつ

いても、保健所関連の町有施設になったということでございます。それから、次のページの

１２節の役務費手数料等、それから１３節の委託料ですね、町有施設の電気保安業務、これに

ついても同じ理由でございます。よろしくお願いします。 
〇議長（松木慶光君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 身延保健所、かなり大きな建物ですけれども、どういうふうな利用をされるのか。それから

耐震はどういうふうになっているか、教えてください。 
〇議長（松木慶光君） 

 企画財政課長。 
〇企画財政課長（鈴木高吉君） 

 ご心配のとおりでございまして、実は山梨県の建物でございましたが、お聞きしたところ、

県の条例、あるいは規則の中で、２階建てというようなことで、耐震の調査はしておらないと

いうようなことをお聞きいたしました。 
 これをどのような形で使っていくかということは、まだ未定でございますが、とりあえず、

建物を譲り受けたという、まだ段階でございますでの、庁舎の一部といたしまして使用をして

いくということは県へ申しておりますので、具体的にどのような形かというのは、これからで

ございます。 
 建物は鉄筋コンクリートで、ちょっと面積が手元にありませんけども、ご覧のとおりの、か

なり大きな建物でございます。下は事務室で、ガランとしておるわけですが、２階はかなり小

部屋に分かれております。それぞれの検査室とか、またレントゲンの検査室とか、また会議室

等がございました。そんな状況でございます。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 今後、その利用をどういうふうにするかということで、検討されると思いますけれども、い

ろんな方の知恵を集めて、有意義に利用していただきたいと思います。 
 続けて１５ページですけれども、下部支所ということで、１４節ですね。この時期にきて、

事務機のリース料が、かなり大きな減額となっていますけども、どういう理由なのか、教えて

ください。 
〇議長（松木慶光君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（赤池善光君） 

 １５ページの使用料及び賃借料の減額の説明でございますけれども、支所の住民サービス係、

あるいは久那土、古関出張所、あるいは大型のコピー機、これらが１７年度中に、機器の入れ
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替えがございまして、当初予算で重複計上をされてしまったということが、その後、発見され

たというふうなことで、今回、減額をさせていただきました。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 ダブル計上というのはちょっと、専門家ですから、査定のときとか、そういうときに分から

なかったのかどうか、私はちょっと不思議なんですけども、起きてしまったことですから、十

分、そこのところは注意していただきたいと思います。 
 それから２３ページ。教育費の中で、小学校費、１節の報償なんですけれども、ここに嘱託

医の報酬、それから１３節の委託料が増額になっているんですけど、それから１４節の事務機

のリース料が、これは減額ですね、ここはどうしてなのか教えてください。 
〇議長（松木慶光君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（赤池一博君） 

 まず１節の報酬でありますが、１３節の委託料と絡んでおりまして、１３節の耳鼻科、眼科、

薬剤士というものがありますが、これは旧中富では、これまで委託料というようなことで計上

されていたわけでありますが、他の旧２町と同様に報酬で支払うというような扱いにさせてい

ただきましたので、耳鼻科、眼科、薬剤士の２６万２千円を委託料から減額をさせていただい

て、その分を報酬に組み替えをさせていただいたというものであります。 
 さらに身延地区では、これまで児童の耳鼻科検診というものを行っておりませんでしたが、

今年度から新たに、これを実施したいというようなことで、身延地区４小学校の耳鼻科検診

２０万円と、先ほど申しました組み替えの分を足していただいて、４６万３千円を報酬として

計上させていただいたというものであります。 
 それから、次の２４ページの事務機器のリース料でありますが、教職員が使うものは小学校

の管理費、中学校でも中学校の管理費で計上させていただきまして、それから児童生徒が使う

分を教育振興費というようなことで、リースをさせていただいていたわけでありますが、旧中

富分につきましては、教職員分と児童分を、教育振興費のほうに一括計上させていただいてい

たというようなことで、今、支所の話がありましたけども、合わせて教職員分が、こちらのほ

うに重複計上してあったということが分かりまして、そちらから４００万円を減額するという

ものであります。 
 それから、もう１つ、久那土小学校のパソコンのリースが切れたというのが、４万８千円あ

りますが、それを減額させていただいて、４０４万８千円を今回減額させていただくというも

のであります。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 旧中富と身延と下部と、予算計上の形が違うというのが、今、ご説明であったんですけども、

そういうのは査定の中で、きちんと統一して出すというのができなかったんでしょうか。今ご
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ろになって、この補正で、ここで減額したり、増額したりということ自体、私はちょっと、不

思議なんですけれども、それができなかったかどうか。 
 それから、ここにも事務機リース料のダブル計上がありますよね。これもちょっと、安易で

はないかなというふうに思うんですけど、そこのところ、もう１回、当初の中できちんと、そ

ういうものが把握できなかったのか、査定になっているのかどうなのかというところをお聞か

せいただきたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（赤池一博君） 

 今、ご質問がありましたように、事実として重複計上がしてあったというようなことで、リー

ス契約を結ぶ際に、もう少し、気をつけるといいますか、予算要求をする際に、もうちょっと

気をつけるべきでありましたが、こういうことが、今回も発見をされましたので、以後は、そ

れぞれの節にわたって、こういうことがないように努めていきたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 十分、注意していただきたいと思います。 
 ２５ページなんですけど、中学校費で、やっぱり、ここに嘱託員の報酬とか、事務機リース

とかがあるんですけど、これもそうなのかどうなのか、ちょっとお聞かせください。 
〇議長（松木慶光君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（赤池一博君） 

 ２５ページの中学校費の報酬につきましては、先ほど、小学校のときに旧身延の分が新たに

耳鼻科検診を導入したということでありますが、中学校においても、新たに耳鼻科の検診を行

うための医師の報酬ということで、１０万円を計上させていただきました。 
 それから、１４節の使用料及び賃借料の事務機器のリース料でありますが、やはり、これも

小学校と同じでありまして、教職員分と生徒分を教育振興費に計上してあったものが、こちら

の管理費のほうにも計上されていたというようなことで、９０万円を減額しようというものと、

それからあと、久那土中学校のポスター、プリンターのリース切れに伴う減額が５万円。合わ

せて９５万円ということであります。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 ほかに質疑はございませんか。 
 川口福三君。 

〇１５番議員（川口福三君） 
 ２点について、お伺いいたします。 
 まず１９ページの、労働費の中の働く婦人の家運営費、この中で、説明の中に特殊建築物定

期検査とありますが、これはどのような建物なのか。それと、先ほどちょっと、聞き落とした

んですが、商工費の観光費、それから節の１１の消耗品費の２４０万円。この内容について、

お伺いします。この２点、ご答弁を願います。 
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〇議長（松木慶光君） 
 下部支所長。 

〇下部支所長（赤池善光君） 
 １９ページの働く婦人の家運営費の委託料の特殊建築物の定期検査の関係でございますけれ

ども、鉄筋コンクリート造り２階建てというふうな、働く婦人の家、そこと久那土出張所が、

事務室が兼務になってございます。ここは２年に一度、こういうふうな非木の建物につきまし

ては点検をしていかなければならないと、こういうふうな状況でございまして、その２年目に

あたるというふうなことで、今回、補正計上をさせていただきました。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 観光課長。 

〇観光課長（望月治雄君） 
 お答えいたします。 
 これは、先ほど企画財政課長が説明したとおり、自治総合センターで、１８年度のコミュニ

ティー事業の助成金でございます。満額の２４０万円でございます。何を買うかといいますか、

伝統行事でもありますけども、身延町の万燈講というのがございますけども、それらに参加す

るための小太鼓やバチだとか纏、それから祭りの雪駄、シャツ、はちまき、提灯等でございま

すけども、それらを自治会もそれぞれ区でも出ますので、それらの負担の軽減を図るという意

味と、貸し出しをするものの体制を整えたいという形の中で、それを購入いたします。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 川口福三君。 

〇１５番議員（川口福三君） 
 最初の、この特殊建築物定期検査と、この特殊建築物というのは、一般の建築物だけども、

いわゆる鉄筋コンクリートだという解釈でよろしいですか。それとも、まるっきり特殊な建物

なのかどうか、その点ですね。 
 それから、今、観光課長からご説明がありました、消耗品の件ですが、コミュニティー事業、

いわゆる、身延の万燈講の太鼓を買ったり、備品購入費等がこの金額だというような説明です

が、地域においては、下部町においては下部温泉まつりとかというような、各地区でもそういっ

た地域おこしの祭り等が行われておるわけですね。この２４０万円という大きな金額を身延の

万燈講だけ、補助というか、支出をしているのか。その点、もう１回、お伺いいたします。 
〇議長（松木慶光君） 

 下部支所長。 
〇下部支所長（赤池善光君） 

 １９ページの、先ほどの関係でございますけれども、冒頭お話ししましたとおり、働く婦人

の家というふうなことで、不特定多数、要するに町民の方も、あるいは町外の方も、いろんな

講座とかというふうな関係で利用すると、こういうふうな建物については、それぞれ法律に基

づいて、２年に一度、定期的に検査をしていかなければならないと、これに基づく検査の経費

でございます。 
 以上です。 
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〇議長（松木慶光君） 
 観光課長。 

〇観光課長（望月治雄君） 
 これはすでに、もちろん、今回のものは身延の万燈講に合わせた品物を買う予定になってお

ります。すでに申請をして、なっておりますけども、これらにつきましては、すでに１０年ば

かり前に、同じ事業で、一応、買ってあるわけですけども、だいぶ傷みがきまして、なくなっ

たものもあるし、そして西小学校でも同じものを使っているものですから、消耗が激しくて、

もうすでにないものもあるわけですけども、それらの補給と同時に、もう少し部員を増やそう

ということでやっております。 
 以上でございます。 
 ・・・すみません。身延ばかりではないんですけど、一応、万燈講という「講」が付いて、

出てくれるところには貸し出しをする予定になっておりますので。すみません。 
〇議長（松木慶光君） 

 石部典生君。 
〇１８番議員（石部典生君） 

 ページ２１、土木費の中部横断自動車道の委託料、先ほど説明も受けましたが、残土処理等

に関する予算ということでありましたが、今日いただいた資料の中で、本町も推進チームに入っ

ているわけですが、推進チームにおいては地元協議、用地取得、工事等を促進させ、総力を挙

げ、事業を推進とあるわけですが、現在の事業の進捗状況の見通し、それから本町として、こ

の事業にかける推進するための決意というか、姿勢を町長にお尋ねしたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 町長。 
〇町長（依田光弥君） 

 お答えをいたします。 
 今朝ほど、ごあいさつで申し上げまして、資料を皆さん方のお手元へお届けいたしておりま

すので、大体、それはご覧いただければ、概要をお分かりであろうかと思いますが、今、その

推進会議と推進チームがございます。推進チームは、具体的に動く皆さんでありますけど、国

土交通省と県と合議をしながら、公団のほうで、今の中日本高速でございますが、コース等の

調査等は、ある程度、進んでおるわけでございますから、それを国土交通省のほうでは入手を

しておるんだろうと思います。今までのコースとは、そんなに変わりはないだろうと思います

が、ただ、町としましては、インターチェンジが１カ所、予定をされておるわけでございます

ので、それはそれで、お願いはするわけでございますし、今回は新直轄でありますので、普通

の、会社で有料道路として造るインターとは、少し形態が異なってくると思いますから、もっ

とスマートになろうかと思います。 
 それと、身延町のもう１カ所ぐらいに、スマートインター的なもの、道の駅が設置できるよ

うな、乗り降りが可能な場所を今、お願いをいたしてありますけど、予算の関係等で、どんな

ふうな格好になりますか、一応、まだ最終的な結論は出ておりませんけど、鋭意、そのことに

ついては、国土交通省のほうへお願いをしておるところであります。 
 それと残土の処理とか、いろいろな付帯的な作業が進んでまいりますと、その残土の処理の

問題等もあるわけでございますが、旧身延町で、もう５、６年ぐらい前でございますか、平成
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１０年に施工命令が出ましたときにつくらせていただいた、大和総研で、５００万円ほどかけ

まして、要するにインター周辺の開発についての構想がございますが、そういうものも参考に

させていただきながら、周辺整備を進めていきたいなというように思っておるところでござい

ます。 
 いずれにいたしましても、国土交通省が事業主体でございますので、できるだけ沿線の皆さ

ん方に土地の買収等につきましては、ご協力を頂戴いたさなければならないわけでございます

ので、国土交通省・県ともども、この沿線の該当の皆さん方には説明会等は、できるだけ、回

を重ねてお願いしてまいりたいなと。今のところ、そんなような形でありますので、推進チー

ムで、一生懸命で、国土交通省の増課長が推進室長ということで、中心に張り切ってやってい

ただいておりますので、早々に目に見えた計画が出てまいるんではないかと思いますので、そ

のときには、議員の皆さん方にも、ぜひともひとつご協力を頂戴いたしたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 ほかに質疑はございませんか。 
 望月明君。 

〇４番議員（望月明君） 
 単純な質問で申し訳ないんですが、３１ページのところで、特別職の給与明細。そこに、そ

の他特別職という項目がありまして、１，４３８名というように、数が非常に多いので、どん

なあれが特別職となるのか、ちょっとお答え願いたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 総務課長。 
〇総務課長（片田公夫君） 

 答弁いたします。 
 その他特別職というのは、各種、行政委員、あるいは町長の委嘱した付属機関の委員さんで

ございまして、合計で１，４３８人おるということでございます。 
〇議長（松木慶光君） 

 ほかに質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７２号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７３号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７４号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 笠井万氾君。 
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〇１７番議員（笠井万氾君） 
 それでは議案第７４号について、１点だけ質問をしたいと思います。 
 この４月から包括支援事業、地域支援事業がスタートしたわけでありますけども、今回の中

で、減額をしているわけでありまして、この事業がどう展開しているか、１点だけ答弁を求め

たい。 
〇議長（松木慶光君） 

 福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（中澤俊雄君） 

 お答えいたします。 
 この事業につきましては、当初予算では３月までありました各３地区の在宅介護支援セン

ターの職員、２名掛ける３カ所で６名を計上させていただきました。人事異動によりまして、

今度は３名になりましたので、３名分の減額が職員の分です。これと併せまして、この包括支

援センターでは、要支援の方のケアプランをつくります。このケアプランをつくるのは、主に

臨時職員の２名の、ケアマネージャーの方です。これは本来、介護サービス事業、収入が、い

わゆるケアプラン代が入ってきますので、介護サービス事業のほうへ計上するものです。 
 そして、今回は、この介護保険のほうから削りまして、合わせて、次の議案であります、議

案第７５号の介護サービス事業のほうへ、この臨時職２名を移しております。 
 仕事は、改正になりまして、要支援は町でつくるようになりましたが、２名の臨時職員と、

あと２名、保健師、ケアプランをつくる資格を持っておる者がおりますので、順調に今のとこ

ろ、いっております。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 ほかに質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７５号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７６号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７７号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７８号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
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 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第７９号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第８０号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第８１号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 川口福三君。 

〇１５番議員（川口福三君） 
 この北小の主体工事の請負契約についてですが、ここで、３月議会では２，１８６万３千円

の減額補正をしているわけですよね。そして、ここへきて、また、今度、補正で増額というよ

うな形になったわけですが、これは、例の姉歯問題とか、いわゆる、そういった問題があって、

基礎や、そういったところを補強するために、また、これだけの増額補正をしたのか、そのへ

んの説明をお願いいたします。 
〇議長（松木慶光君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（赤池一博君） 

 １７年度分につきましては、入札差金を減額させていただいたというものであります。今回、

請負契約の変更について、議案として出させていただいておるわけでありますが、先ほどの企

画財政課長から説明がありましたように、いくつかの部分で変更が生じてきたというようなこ

とです。 
 先ほども何点か、企画財政課長から説明がありましたが、今回、増額をされた、主だったも

のにいきますと、まず、地質調査を平成１５年度に行ったわけでありますが、５カ所の地質調

査を行いましたが、地質的にはＯＫだというふうなことで、それに基づいて設計書を作成いた

しました。ただ、平成１５年度に地質調査をした際には、まだ田んぼとか畑というような状況

でありまして、実際に、どのへんに、どういう建物が建てられるというような、まだ、墨出し

が出されている前でありましたが、一応、予定地域内を５カ所、ボーリング調査をいただきま

して、地質的にはＯＫだというようなことで、直接基礎という方式によって、建築をする予定

でおりました。その後、実際に、工事請負契約を終えて、現地に入って、さらに細かく調査を

いたしましたところ、一部に地耐力というものが不足しているというような結果が出ましたの

で、さらにもう１つの表面波探査試験という試験を行いました。これは起震機、振動を起こさ

せる機械によって、３メートルの部分、５メートルの部分、１０メートルの部分というような

ところが、どういうような地質で、あるいはそういうところに、どういう大きな石が含まれて

いるかというようなことが、細かく分かるようでありますけども、そういうものをしてきまし

たところ、その試験によって、支持層、どこが安定している層であるかということが、はっき

りしてきました。それによって、設計の試験以外の試験という部分が増えたということと、そ
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れによって、特殊基礎を施工しなければならないというようなことが、その調査の結果、分かっ

てきました。当初は、その基礎は、地表から２メートルのところを掘削して、そこに基礎を打

つというような予定でおりましたが、先ほどの試験によって、一部に支持層が、もう少し下の

部分があるというようなことが分かりましたから、さらに特殊基礎というものを１８カ所にわ

たって打ったものでございます。 
 例えば、それは一番深いところですと、２メートル。浅いところで２０センチというような

ことで、１８カ所、そういうものを打ってきて、支持基盤をより強固にしたというようなこと

で、その部分が変更されたということと、あと、実際に工程会議を進めていく中で、学校の先

生方にも、その工程会議のメンバーに入っていただいておりますが、よその学校の先進校など

を視察した中で、あそこはこうしたほうがいいだろうというような、細かい部分が積み上げら

れたということと、さらに消防署で中間検査などをしていただいた際に、いろんな指導をされ

た部分がありまして、そういうものを併せて今回、先ほど、企画財政課長から申し上げました

数字の変更をお願いしたいということであります。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 川口福三君。 

〇１５番議員（川口福三君） 
 今、説明をお伺いしまして、私たちも議員全員が一応、北小学校の現地を視察して、建物、

外観等は拝見したわけでございますが、ここへきて、いわゆる基礎を強化しなければいけない

ということは、これは大きな問題だろうと、私はこう考えるわけです。 
 というのは、やはり基礎というのは、一番、その建物にしても、しっかりしなければならな

いのが基礎なんですよね。ところが、ああして、もうあらかた九分九厘仕上がった状態で基礎

補強をするということは、これは設計ミスと言っていいのか、それとも、今までの段階的に相

当の安易な見過ごしがあったんではなかろうかと、私はこう考えるわけです。ですから結局、

ほかの細かい点については、やはり、それは先生方の要望等によれば、スイッチをもう１つ増

やしてくれとかというような要望は、確かにこういった追加としても出てくるでしょう。とこ

ろが一番、問題というか、基礎になる基礎を、ここで補強するということが、私としては納得

いかないから、ここでもって、お伺いしたわけです。 
 ですから、こういった問題が、北小学校ばかりでなくて、公共施設においては、当然、やは

り、もう少し真剣に、こういった問題を対応していかないと、これからの、いわゆる安易な契

約によって、ただ、単価だけでもって契約するというような内容になりかねないというような

結果にもなろうかと思いますから、その点、よろしく今後の審査、また監督をお願いしたいと

思います。 
 以上で終わります。 

〇議長（松木慶光君） 
 要望ですね。 
 （はい。の声） 
 ほかに。 
 笠井万氾君。 

 

 ５０



〇１７番議員（笠井万氾君） 
 今、同僚議員から、私も同様の考えでありますけども、７億２，２６１万３，１５０円、８６１万

３，１５０円が多くなっているわけですけども、地耐力表面観察試験等々、最初の時点で行え

なかったのかなという感じもしますし、現在の状況の中で、基礎を強固にした８６１万円、今

回の７億２，２６１万３，１５０円。今の状態はどうなのか、聞きたいです。例えば、工事が

もう終わっているのに、これから、この部分について補強をしていくのか。それとも、今日の

議案の８１号が通ってから、これからほじくって、どういう状況が出ているか知らないけれど

も、見積もりがあって、こういう部分をどう事業を展開していくのか、１点だけ聞きたいです。 
 ・・・今回の予算がとおって、どう展開していくのかということを聞きたいんです。 

〇議長（松木慶光君） 
 暫時休憩いたします。 

休憩  午後 ２時３５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時５０分 
〇議長（松木慶光君） 

 それでは休憩前に引き続いて、会議を再開いたします。 
 ただいまの笠井万氾君の質問に対しましての答弁を、学校教育課長、お願いします。 

〇学校教育課長（赤池一博君） 
 お答えいたします。 
 先ほど、変更項目が何点かあるというようなことで、ご答弁を申し上げましたが、本来であ

れば、変更が生じて、工事請負金額に増減が生じた際に、その都度、議会にお願いをして、議

案として出させていただくべきでありますが、現場のほうは日々、進んでおりまして、その変

更項目についての承認を１週間に１回行っております工程会議のほうで、確認をさせていただ

いて、このようなことで進めさせていただいたというようなことで、今回、精算的に変更させ

ていただいたというようなことで、提案をさせていただいているというようなことで、ご理解

をいただきたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 笠井万氾君。 
〇１７番議員（笠井万氾君） 

 納得しかねるなという感じがいたします。 
 １点目は、例えば地耐力なり、表面の観察試験等々、当初の試験と全然違ってきたと。そし

て、今回８６１万円、また、その中でやっていかなければならない。どこを信用するのかとい

う。こうですよという部分で、われわれも納得して、なるほどなというような部分を公表して

いただければ、一番かなという感じが１点目として、いたします。 
 ２点目として、今回８６１万３，１５０円、基礎の部分について、契約変更をして７億２，

２６１万３，１５０円。この事業は、この議案を出す前に、もう完成しているんではなかろう

かという感じがするわけですよ。そうすると、この議会はなんだったのかなという感じもいた

しますし、そのへんも含めて、２点、改めて答弁を求めます。 
〇議長（松木慶光君） 

 学校教育課長。 
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〇学校教育課長（赤池一博君） 
 今、ご質問の各種の試験のデータというものについては、課のほうで持っておりますから、

これは公表することはやぶさかでないと思います。 
 それから実際には、工事のほうは着々と進んでおりまして、校舎棟においても９２％の進捗

率、屋内運動場については、現在９５％の進捗率というようなことでありますので、先ほども

申し上げましたことと併せて、ご理解をいただければありがたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 笠井万氾君。 
〇１７番議員（笠井万氾君） 

 非常に、答弁になっているのか、答弁になっていないのか、よく分からないけども、例えば、

今後、今、基礎について、再度、強度をもって、この部分について直していると。将来、改め

て、うんぬんの問題になったときに、北小学校について、これはうまくないではないかという

部分が出たときの責任ですよ、工事責任というものを工事担当者、あるいは検査する人たちに

負わせるような方向で、前に進めていただきたいと。１点。 
 ２点目として、今回の８６０万３，１５０円。議会にかける前に、事業がどんどん展開して

いくと、このことのないようにお願いして、質問を終わります。 
〇議長（松木慶光君） 

 要望ですね。 
 （はい。の声） 
 ほかに質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 
 議案第８２号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 笠井万氾君。 

〇１７番議員（笠井万氾君） 
 この議案第８２号、１８４万円の増額、この中身について、改めて説明を求めます。 

〇議長（松木慶光君） 
 学校教育課長。 

〇学校教育課長（赤池一博君） 
 先ほど、議案を提案した際に、企画財政課長からも申し上げましたが、さらに細かい説明を

させていただきますと、コンセント、スイッチの増設、それから追加、位置変更、それに伴い

まして、分電盤の改修が必要になりましたから、それを行いました。それからあと、もちろん、

標準ルックスというのは確保しているわけでありますが、さらにその照度のアップを図るため

に、普通教室、図書室に照明器具の増設と、それから器具を取り付ける位置の変更を行いまし

た。これは、それぞれの項目とも、学校からの要望に応えたというものであります。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 笠井万氾君。 
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〇１７番議員（笠井万氾君） 
 １点だけ。 
 今回、１８４万円の増額をしたと。改めて、この部分での増額があり得りますか。 

〇議長（松木慶光君） 
 学校教育課長。 

〇学校教育課長（赤池一博君） 
 今回、３本の変更契約をお願いしているわけでありますが、以後は変更ございません。 

〇議長（松木慶光君） 
 ほかに質疑はございませんか。 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 今、コンセント、スイッチの増設とかあったんですけど、学校からの要望に応えてというふ

うにありましたけれども、最初から、学校から、きちんと先生たちや子どもたちの意見を聞い

て、こういう設計とかというのをやった上で、またさらに要望があったということなんでしょ

うか。 
〇議長（松木慶光君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（赤池一博君） 

 基本設計の段階では、学校は加わっておりませんが、実施設計の段階においては、その打ち

合わせに出てきております。ただ、図面で見るのと、現場で、例えばこういうところで、ここ

に付くよということを見ていきますと、若干、もうちょっと、こっちへずらしてほしいとか、

ここにコンセントがあったほうが便利だろうというようなことを、先進地の学校などを見なが

ら、学校からの要望があったということで、それに応えたわけでございます。 
〇議長（松木慶光君） 

 渡辺文子君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 では最初、２回目の設計のときには、きちんと学校からの要望とか、そういうのを加える中

でやったということなんですね。もちろん、そういう意見を聞く中でやって、それでもかつ、

変更があったということなんですね・・・はい、分かりました。 
〇議長（松木慶光君） 

 ほかに質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 
 議案第８３号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 発議第１号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
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 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 請願第１号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 請願第２号について、質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 提出議案の討論に入る前に、請願第１号について、会議規則第９０条第２項に規定により、

委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、請願第１号は委員会付託を省略いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第８ 提出議案の討論に入ります。 

 報告第９号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 報告第１０号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 報告第１１号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 報告第１２号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 報告第１３号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第６９号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
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 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第７０号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第７１号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第７２号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第７３号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第７４号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第７５号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第７６号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第７７号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第７８号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第７９号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
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 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第８０号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第８１号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第８２号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第８３号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 発議第１号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 請願第１号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第９ 提出議案の採決に入ります。 

 報告第９号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、報告第９号 専決処分の承認を求めることについて（平成１８年度身延町老人保健

特別会計補正予算（第１号））については、原案のとおり可決決定いたしました。 
 報告第１０号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、報告第１０号 平成１７年度身延町一般会計繰越明許費繰越計算については、原案

のとおり可決決定いたしました。 
 報告第１１号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
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 よって、報告第１１号 平成１７年度身延町中富簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算

については、原案のとおり可決決定いたしました。 
 報告第１２号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、報告第１２号 平成１７年度身延町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算につい

ては、原案のとおり可決決定いたしました。 
 報告第１３号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、報告第１３号 平成１７年度身延町一般会計事故繰越し繰越計算については、原案

のとおり可決決定いたしました。 
 議案第６９号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第６９号 身延駅前しょうにん通り駐車場の指定管理者の指定については、原

案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第７０号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７０号 身延町町営駐車場条例の制定については、原案のとおり可決決定い

たしました。 
 議案第７１号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７１号 平成１８年度身延町一般会計補正予算（第２号）については、原案

のとおり可決決定いたしました。 
 議案第７２号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７２号 平成１８年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いては、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第７３号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７３号 平成１８年度身延町老人保健特別会計補正予算（第２号）について

は、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第７４号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
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 よって、議案第７４号 平成１８年度身延町介護保険特別会計補正予算（第１号）について

は、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第７５号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７５号 平成１８年度身延町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）

については、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第７６号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７６号 平成１８年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いては、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第７７号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７７号 平成１８年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予算（第１号）

については、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第７８号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７８号 平成１８年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

ては、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第７９号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７９号 平成１８年度身延町青少年自然の里特別会計補正予算（第１号）に

ついては、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第８０号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第８０号 平成１８年度身延町広野村上外九山恩賜林保護財産区特別会計補正

予算（第１号）については、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第８１号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第８１号 身延町立身延北小学校校舎棟新築建築主体工事請負契約の一部変更

については、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第８２号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
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 よって、議案第８２号 身延町立身延北小学校校舎棟新築電気設備工事請負契約の一部変更

については、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第８３号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第８３号 身延町立身延北小学校屋内運動場新築建築主体工事請負契約の一部

変更については、原案のとおり可決決定いたしました。 
 発議第１号について、原案のとおり設置することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、発議第１号 身延町議会活性化等調査検討特別委員会の設置については、原案のと

おり可決決定いたしました。 
 お諮りいたします。 
 ただいま、設置されました身延町議会活性化等調査検討特別委員会の委員の選任については、

委員会条例第７条第１項の規定によって、中野恒彦君、川口福三君、奥村征夫君、穂坂英勝君、

笠井万氾君、福与三郎君、日向英明君を指名したいと思いますが、ご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、身延町議会活性化等調査検討特別委員会の委員は、以上７名を選任することに決定

いたしました。 
 ここで、身延町議会活性化等調査検討特別委員会の委員長、副委員長の互選を行いたいと思

いますので、委員の皆さまは別室にて、互選をお願いいたします。 
 委員長、副委員長の互選のため、暫時休憩いたします。 

休憩  午後 ３時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時０５分 
〇議長（松木慶光君） 

 それでは休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 
 身延町議会活性化等調査検討特別委員会の委員長に笠井万氾君、副委員長に穂坂英勝君が互

選されましたので、報告いたします。 
 次に請願第１号について、採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、請願第１号 義務教育費国庫負担制度を堅持し、教育の機会均等及び水準の維持向

上を図るための請願については、採択することに決定いたしました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１０ 提出議案の委員会付託を行います。 

 請願第２号 日本郵政公社の集配局廃止計画に反対し、中止を求める請願については、総務

常任委員会に付託いたします。 
 以上で、本日の議事日程はすべて終了しましたので、本日はこれをもちまして散会といたし
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ます。 
 ご苦労さまでした。 

〇議会事務局長（深沢茂君） 
 それでは、大変ご苦労さまでした。 
 最後のあいさつをいたします。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 ご苦労さまでした。 

散会 午後 ３時１０分 
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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（深沢茂君） 

 相互にあいさつを交わしたいと思います。 
 ご起立願います。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 

〇議長（松木慶光君） 
 本日は、大変ご苦労さまでございます。 
 それでは、出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 
 本日は、議事日程第２号により執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 一般質問を行います。 

 通告者は４名であります。 
 まず、通告の１番、河井淳君です。 
 河井淳君、登壇してください。 
 河井君。 

〇２番議員（河井淳君） 
 通告に従いまして、質問のほうをさせていただきます。 
 まず早速、第１番目、新市町村像について、お伺いいたします。 
 わが身延町も合併いたしまして、皆さまのご努力により、集中改革プラン、また総合計画、

地域防災計画等、いろいろな計画によりまして、合併後の新たな一歩を踏み出したという感じ

のところでございます。 
 町民の皆さまも、合併前は不安と期待と入り乱れた気持ちでおったことと思いますけれども、

合併後、いろいろな取り組みが行われる中で、やっと身延町の進むべき道というものが見えて

きたのではないかと思います。 
 そんな中で、今後、身延町が進むべき道筋というものが、非常に重要なものだと思います。

やはり着地点を見据えた構想を立てていかなければ、曖昧なものになってしまうと思われます。 
 そのような中で、この身延町が、このままの形で未来永劫進むというわけではないようでご

ざいます。県のほうも、策定しました市町村合併推進構想というものが挙げられておりまして、

その中で２００９年までに、現在ある市町村を１８の市と町に再編をすると。また、将来的に

は、それらをまた再編しまして、７市にするというような構想案が提示されております。その

ような中で、この身延町も、隣の早川町との合併を早期に実現すべき合併であるというふうに

位置づけております。その中で、早川町と身延町の合併というものが、今後、あるのか、ない

のか。そのへんを町長さんにお伺いしたいと思います。お願いいたします。 
〇議長（松木慶光君） 

 町長。 
〇町長（依田光弥君） 

 河井議員のご質問にお答えをいたしたいと思いますが、早川町と身延町の合併があるかどう

かということでございますけども、現時点では、私ども、このことについては、結論を見出す

のは、なかなか難しいなという感じであります。早川町さんはご存じのように、辻町長は単独
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でいくことを表明もしておりますし、住民の皆さんも、そのことについては、あんまり関心も

ないようでございますし、議会の皆さん方が、僕らも、いろいろな会合で接しておりますけど、

ほとんど合併についてのお気持ちというのは、お見受けをしないというような状況ですので、

現時点では、本当に未知数という感じでございます。 
 県の合併の構想につきましては、早川町、身延町というような格好で、構想には出ておるわ

けでございますけど、現時点では、私はそんなふうな考えておりますので、ご理解をいただき

たいと。 
〇議長（松木慶光君） 

 河井君。 
〇２番議員（河井淳君） 

 早川町のほうで、まだ、町長、それから議会のほうでも、身延町との合併は考えていないと

いうか、単独でいくというようなことを言っているようですけれども、身延としては、早川と

の合併はすべきなのか、したほうがいいのか。それとも、早川と身延は、このまま合併せずに

いったほうがいいのだろうか。このへん、町長さんのご意見、合併がいいか、悪いか、そのへ

んをお伺いしたいんですけど、よろしいですか。 
〇議長（松木慶光君） 

 町長。 
〇町長（依田光弥君） 

 いいのか、悪いのかというのは、いろいろ問題が多くあるわけでございますけど、現時点で

正直なところを申し上げて、３町合併で、ようやく、１年８カ月、なんとか軌道に乗せつつあ

るところでございますので、正直なところを申し上げて、このことについて、まだ、深く検討

をしてはまいっておりませんので、いいのか、悪いのかというのは、正直なところを申し上げ

て、なかなか難しい問題でございます。これは地理的な問題もありますし、財政的な問題とか、

いろいろ行政の、要するに守備範囲の中で、早川町さんの、あれだけの広大な３７０平方キロ

ぐらいあるわけでございますけど、ここと私どもが合併して、果たしてクリアできるのかどう

か。また、県がどんなふうな対応をして、このことについて、サポートをしてくれるのかとい

うようなことが、はっきり、まだ見えておりませんので、今、いい、悪いというようなことを

判断するのは、私自身は難しいわけで、これは住民の皆さん方が、ぜひ、やれというような熱

い思いがあるとすれば、これはまた、話は別でございますけど、まだ、そこまで熟してはいな

いような感じがいたしますので、この良し悪しを検討させていただく、いろいろなことを、今

後、一つひとつ解決をしながら、答えは出さなければならないのかなという感じはいたします。 
〇議長（松木慶光君） 

 河井君。 
〇２番議員（河井淳君） 

 ありがとうございます。 
 早川町と身延町の合併というものが、今後、検討されて、よりよい方向にいくことを願いま

す。 
 それと併せまして、この身延町３町との合併のときに、合併は広域的な合併を望むという形

で、現在の身延町ができたと思っております。その県のほうでも将来的に、７市に再編すると

いう構想案が出ておりますけども、その中に将来的に望まれる広域的な姿ということで、増穂、
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鰍沢、市川三郷、それから身延、早川、南部を１つの市ということで、峡南市という構想案が

出ております。これは、当然、身延町も少子高齢化が進んでおりまして、将来推計人口という

ものを県が出しておりまして、２０１５年には身延町の人口が５，９００人程度、それから

２０２０年には５，２７０人ぐらい、２０２５年には４，７００人程度になるんではないかと、

人口の減少が進んでいくわけですけれども、そうしますと、やはり、旧町合併のときに人口の

減少というものが合併の１つの引き金になるわけですので、将来的にはやはり、そういう峡南

市というような大きな合併も、検討の１つになるんではないかと思われます。その将来的な広

域的合併について、町長さんのお考えをお伺いいたします。 
〇議長（松木慶光君） 

 町長。 
〇町長（依田光弥君） 

 今の町村合併の推移からして、やはり最終的には峡南市という構想は、私どもも、一応、是

とするような形は考えているわけでございますけど、ただ、地域の自立とか、いろいろ財政面

等々で、本当に自立していけるのかという、こういう問題がございますので、国が合併につい

ての推進を進めている中で、国の、要するに勝手と申しますか、国の財政再建のために合併を

するというようなことはあってはならないわけでございます。果たして、峡南市という、この

１つの広域的なくくりが、住民の皆さんにとってプラスになるのか、ならないのかというのは、

やっぱり検証をしていかなければならないなと思うわけでございます。 
 ですから、道州制等が一応、今、盛んに論議をされているわけでございますけども、県のあ

り方というものが、峡南市、広域の市が山梨県で、甲府周辺を中核市という形で、あと北巨摩、

そして山梨で、富士五湖、さらに北都留のほうでございますか、そういうような格好で、とり

あえず、そのくくりができるということは、最終的には出てくる可能性があろうかと思います

けども、ただ、行政の効率のよい、あり方ということが、ひとつあるわけでございますし、ま

た、行政のスリム化がきちっと進んでいくのかというようなこともあります。 
 ただ、最終的には住民の皆さんがよりよい、この地域で生活ができるか否かというのが、一

番大事なことであろうかと思いますので、広域的な市の構成というのは、今、この時点ではな

かなか、結論を出すのは難しいのかなと思いますけど、最終的にはやはり、そういうような形

になるような感じは、私どもといたしましても、しておるわけでございますけど。 
 ただ、細かい、いろいろな地域の各コミュニティーがきちっとまだ、熟成をしていないよう

なときに大きく、括りをしても、なかなかうまくいかないんではないかなと。そういう各集落

単位みたいな小さなコミュニティーが、しっかりと機能をしていくような状況づくりをして、

はじめて大きな、広域的なまとめができるのではないかなという感じはいたしますので、鋭意、

そのコミュニティーのいろいろな組織づくりをきちっと、今の各町でやっていただく中で、必

然的に、その峡南市というような形のものが生まれてくるんではないかなと思うところであり

ます。 
〇議長（松木慶光君） 

 河井君。 
〇２番議員（河井淳君） 

 今、お話をいただきましたように、当然、身延ですとか市川三郷、南部、合併したばかりで、

まだ各町とも、これから、どのように自分たちの町をつくっていったらいいのかという、頑張っ
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ている最中だと思います。やはり、地元がしっかりと、地に足を付けて動かないことには、大

きなものも考えられないということだと思います。将来的に大きな合併、峡南市というものを

見据えた中で、この身延町も進んでいっていただけたらなと思います。ありがとうございます。 
 それでは、次の質問に移らせていただきます。 
 次は少子化対策についてでございますけれども、現在、身延町でもいろいろな少子化対策を

行っていただいているわけですけれども、少子化対策といいましても、子どもがいて、はじめ

てできる施策でございます。まず、子どもが産まれないことには始まらないということでござ

いますので、今、山梨県では子どもを産める施設というものが、非常に減少しております。こ

れは山梨県だけではなく、全国的な規模で、子どもを産める施設、また産科医の減少が続いて

おります。分娩施設、子どもの産める施設、全国では現状３千カ所ぐらい、それから産科医が

８千人に減っているというようなこともございまして、ご多聞にもれず、山梨県でも、この６月

に南アルプス市で１件、７月には甲府市と山梨市で１件ずつ、病院が分娩をとりやめてしまう

ということがございます。 
 そのようなことで、県内で子どもの産める施設、分娩可能な産科のある病院、また開業医の

数が病院で９つ、開業医で１０、合計１９施設ということになってしまいます。これは１０年

前から考えますと、約半数の数になってしまっていると、かなり減ってしまっているというこ

とになります。しかも峡北地域、また峡西地域、そして、この峡南地域には、その産科医がな

んとゼロと、空白のエリアになってしまっているというのが現状でございます。 
 ということは、この峡南地区、身延町に住む方たちが、子どもを産もうと思うと、中心部、

甲府市内、その周辺、または県外へ産科医を求めて、車を走らさなければならないという状況

が続いております。思えば、私の子どもも甲府の病院で出産をしたということがございます。

これはやはり、近隣に産科医がなかったというような記憶がございます。これはやはり、少子

化対策、また定住促進を考える上で、非常に困った問題だというふうに思います。この分娩施

設が減ってしまった、また近隣にないという状況を、どのようにお考えでしょうか、お伺いい

たします。お願いします。 
〇議長（松木慶光君） 

 福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（中澤俊雄君） 

 お答えいたします。 
 今、河井議員さんの質問にあったように、県下でも１９施設、非常に分娩可能な病院診療が

少なくなっております。これは出生率の低下、産科医の勤務の過酷さ等の理由によりという、

先ほどの質問にありましたように、全国的な問題であります。また、１つには経営的なものも

ありまして、少子化ということで、峡南、峡西、峡北地域はないわけですが、少子ということ

で、これも経営等を考えますと、非常に、この地域にあるというのは難しいことと思いますの

で、出生率を上げない限りは困難かなと思っております。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 河井君。 

〇２番議員（河井淳君） 
 出生率を上げなければ、病院の数を増やすことは難しいと。これはニワトリが先か、卵が先
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かというような話になってしまうかと思いますけれども、分娩施設がないから子どもを産みに

くいというふうにも考えるわけで、当然、妊婦さんが子どもを産む、または検診にかかるとい

う場合に、ほとんどの場合は自分の車で移動するわけで、身重の妊婦さんが車で１時間以上か

けて産婦人科に通わなければならないと、そのような事態を、現状、生んでしまっております

ので、これはなんとかしなければならないのではないかというような気がいたします。 
 町長さんは、この件に関してはどのようなお考えをお持ちでしょうか。 

〇議長（松木慶光君） 
 町長。 

〇町長（依田光弥君） 
 お答えをいたします。 
 このことにつきましては、これは１０年、２０年前から峡南地域、この身延周辺では産科を

専門にやっている方はおいでにならなかったということで、結構、皆さん方、甲府とか静岡の

ほうへ入院をされて、分娩をされているというようなことですし、また親戚の、実家のほうへ

お帰りになって出産をされているというようなことは、ずいぶん、ありましたんですけど、こ

ういうような少子化の問題が急激に出てまいりますと、そのことが要するに少子化の原因であ

るというようなことに結び付けられるというのは、もちろん、そのとおりでありますが、ただ、

問題は甲府市内にいたしましても、山梨県下のいろいろな産科の病院の、医師の数が総体的に

減っているということが問題であろうかと思うわけでございますので、これは県のほうも、い

ろいろ医務課のほうで、このことについては検討されて、対策をされているように聞いてはお

りますし、小児科医の問題もそうなんですけど、医師の絶対数が足りないということが１つあ

るわけなので、そのことが大きな原因であろうかと思いますので、やはり、これは国の政策と

して、また県の政策として取り組んでいただきたいなと、そんなふうなことは、機会を得るご

とに話をさせていただいております。 
〇議長（松木慶光君） 

 河井君。 
〇２番議員（河井淳君） 

 身延町の中にも大きな病院がいくつかあるわけですけれども、その中で多少なりとも対応が、

なんらか考えられないのかなと思いますけれども、そのへんはいかがでしょうか。 
〇議長（松木慶光君） 

 福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（中澤俊雄君） 

 病院が民間の病院、もう１つ、早川町と身延町の組合立の病院がありますけど、民間の病院

についてはちょっと、ここでどうのこうのとは言えませんけど、一般的な話として、やはり経

営と申しましょうか、そういう産科医が少ないということから考えて、非常に困難な問題だと

思っております。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 河井君。 

〇２番議員（河井淳君） 
 やはり病院も経営で成り立っているわけですから、非常に難しい問題だとは思いますけれど
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も、ぜひ、若い人たちの定住促進、それから子どもたちを守るという意味で、今後、何かいい

方法がないかと思いますので、検討のほうをお願いしたいと思います。 
 それでは、続きまして３番目の保育園の延長保育について、お伺いいたします。 
 最近、各世帯で共働きというものが増えておりまして、そういう人たちが望んでいるのは、

保育時間の延長というものを、非常に強く望んでおります。県内の保育所、２４０余り施設が

あるそうですけれども、その中で１１０余りの施設が、保育時間が１１時間を超える延長保育

を行っているというふうに言われております。これは２００１年の調査の６０施設から、倍近

く増えております。それだけニーズが高まっているのではないかというふうに推測されます。 
 この中で、３０分以上の延長保育を行っている施設が、大体６割の７０施設ぐらいあるそう

です。それから１時間延長している施設が３５施設、それと２時間から３時間、延長保育を行っ

ている施設が５施設あるそうです。延長保育をやっている１１０施設の中で、夜間保育をやっ

ているというところが１施設、１つしかないわけですけれども、そういった施設もあるという

ことですけれども、身延町の中で公立、私立の保育園がございますけれども、身延町の現状を

教えていただきたいと思います。お願いいたします。 
〇議長（松木慶光君） 

 子育て支援課長。 
〇子育て支援課長（赤池和希君） 

 それでは、お答えいたします。 
 町内のすべての保育所におきまして、１１時間を超える延長保育につきましては、実施はし

ておりませんけれども、児童福祉の最低基準というものが、１日の保育時間というのは８時間

と決められておりまして、その最低時間、８時間に対する延長はすべての保育所で実施をして

おります。 
〇議長（松木慶光君） 

 河井君。 
〇２番議員（河井淳君） 

 町内すべての保育園で、規定時間以上の延長保育をされているということですけれども、そ

の時間帯は朝の時間帯ですとか、夕方の時間帯ですとか、どれぐらいの時間の延長をされてい

るんでしょうか。 
〇議長（松木慶光君） 

 子育て支援課長。 
〇子育て支援課長（赤池和希君） 

 公立、私立におきまして、若干、時間的な差がありますけれども、公立におきましては朝７時

半から夕方６時半まで、２時間４５分の時間外保育をしております。私立におきましては、

ちょっとずれがありますけれども、朝の７時半は、３カ所すべての私立保育園は実施をしてお

りますけれども、夕方６時半の私立が２カ所、６時が１カ所というふうなことで、現状はそん

なところでございます。 
〇議長（松木慶光君） 

 河井君。 
〇２番議員（河井淳君） 

 ありがとうございます。 
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 この６時ですとか６時半という時間帯は、親御さんに対して適当な時間なのか、それとも、

もう少し延長したほうがいいのかというようなことがあるかと思いますけれども、そのへんは

いろいろ難しい部分もあろうかと思いますけれども、また、緊急時、親御さんが急な用事がで

きたとか、病気になったとかというような場合の一時預かりというものは、町内ではやってい

ますでしょうか。 
〇議長（松木慶光君） 

 子育て支援課長。 
〇子育て支援課長（赤池和希君） 

 町内の８カ所の保育所すべてが、一時保育を実施しております。 
〇議長（松木慶光君） 

 河井君。 
〇２番議員（河井淳君） 

 この一時預かりをする場合、有料でやられているんでしょうか、それとも無料でやられてい

るんでしょうか、お伺いします。 
〇議長（松木慶光君） 

 子育て支援課長。 
〇子育て支援課長（赤池和希君） 

 私立におきまして、１カ所が無料でございます。ほかの公立、それから私立の２カ所につき

ましては、有料となっております。 
〇議長（松木慶光君） 

 河井君。 
〇２番議員（河井淳君） 

 料金的には、おいくらぐらいでしょうか、お分かりになりますでしょうか。 
〇議長（松木慶光君） 

 子育て支援課長。 
〇子育て支援課長（赤池和希君） 

 預かるお子さんの年齢によって、若干違いますけれども、未満児におきましては、１日、私

立の場合は１，５００円。それから、公立におきましては１，８００円。それから３歳児は、

公立の場合は１，５００円。３歳以上児につきましては、私立で、１日１千円。公立は１日、

１，３００円というふうな料金を定める中で、お預かりをしているところでございます。 
〇議長（松木慶光君） 

 河井君。 
〇２番議員（河井淳君） 

 ありがとうございます。 
 これは、次の４番のところにも、ちょっと関わってくるかと思いますけれども、公立保育園

と私立保育園でのサービスの差がないかという部分にも関わってきますけれども、今、一時預

かりの料金のご答弁をいただいたわけですけれども、私立のほうが料金的に値段が安いという

ことになっております。このへんで公立と私立で、料金の差が出てきておりますけれども、こ

のへんの考え方はどのようにお考えでしょうか。お願いいたします。 
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〇議長（松木慶光君） 
 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（赤池和希君） 
 なかなか、公立と私立の統一性は大変、難しいと思うので、その運営方針といいますか、保

育園の特徴を生かした、保育園の経営といいますか、いろいろなものがすべて同じようにとい

うふうなことにはいかないと思います。ということは、最低基準というふうな基準がありまし

て、それ以上のことをしておれば、その保育園の、魅力のある保育園づくりといいますか、そ

んな経営方針といいますか、そのへんの関係で差が出てきてしまっています。 
〇議長（松木慶光君） 

 河井君。 
〇２番議員（河井淳君） 

 それぞれ各園とも、この少子化の時代ですので、園児を獲得しようと、独自の魅力あるもの

を行おうとしているわけですけれども、当然、公立の場合も、それに見合うだけのことはして

いかなければならないと思いますけれども、やはり、料金的にも私立さんが、値段が安いんで

あれば、それで経営ができているんであれば、当然、公立のほうもそれに準じる形で運営がで

きないかなと、今、思ったわけですけれども、そのへん今後、ご検討いただきたいと思います。 
 それと、この今、ある保育園の中で、今、子どもたちを育てていく上で、食育という言葉が

使われておりますけれども、やはり人間、育っていくには食べるということが非常に大事でご

ざいます。現在、保育園では給食ですとか、お弁当ですとか、お昼の食事はどのような形になっ

ていますでしょうか。 
〇議長（松木慶光君） 

 子育て支援課長。 
〇子育て支援課長（赤池和希君） 

 公立、私立すべて、保育園におきましては、主食、これはご飯ですね、それから副食、おか

ずです。それから、おやつ、こんなふうな、１日お預かりする中で食事を提供しているわけで

すけれども、公立、私立、未満児につきましてはすべて、主食・副食も園で用意をしながら食

べていただいております。私立の１カ所におきましては、主食も３歳以上児につきましても、

すべて園で提供している、私立が１カ所ありますけれども、ほとんどの園は、未満児は、すべ

ての主食・副食を園で用意しますけども、以上児につきましては、主食は持ってきてもらうと。

ご飯を持参していただいて、副食を園で用意をするという、ほとんどの保育園が実施をしてお

ります。 
 それから、おやつにつきましては、未満児につきましては、午前、午後、１日２回、おやつ

を出しますけれども、以上児につきましては、午後のおやつだけというふうなことです。これ

は、すべて８カ所の園で、統一がされております。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 河井君。 

〇２番議員（河井淳君） 
 今、ご答弁いただきましたけれども、この主食、それから副食のほうですけれども、各保育

園、それぞれで作られているということでしょうか。 
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〇議長（松木慶光君） 
 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（赤池和希君） 
 各保育所に調理師がいまして、それぞれ保育所ごとに作っております。 

〇議長（松木慶光君） 
 河井君。 

〇２番議員（河井淳君） 
 以前、うちの子どもが、ある幼稚園に行っておりましたけれども、そこでは、ある給食セン

ターからのお弁当が毎日来て、それを食べていたというようなことだったんですけれども、今、

お聞きしたとおり、各保育園では、保育園ごとに作られた食事を、子どもたちが食べていると

いうことを聞きまして、安心をいたしました。やはり、子どもは食べるということが、１つの

大きな仕事でもあると思いますので、やはり給食の内容とかも、これから非常に吟味していた

だいて、子どもの発育の助けになるようなものを、安全で安心して食べられるものを提供して

いただきたいと、そのへんの指導もお願いしたいと思います。 
 それでは続きまして、３つ目の質問に移らせていただきますけれども、ＣＡＴＶのデジタル

化についてということでございますけれども、これは昨日の質疑の中でもふれられておりまし

たけれども、もう少しちょっと、詳しくお聞きしたいと思います。 
 ２０１１年にアナログ放送が終了するということで、順次、地上波、デジタル放送に切り替

わっていくということであります。例をとりますと、ＮＨＫさんでは、この身延地区では

２００７年ごろからデジタル化をされると。最近、テレビのコマーシャル等で、７月ぐらいか

ら、ＵＴＹさん、それからＹＢＳさんがデジタル放送を開始するというアナウンスが流れてお

りますけれども、それは甲府中心、それから富士吉田の中継局の範囲内だけということで、こ

の身延町を中継局とする身延地域ですね、それは２００７年からの放送開始と、それから本栖

の中継局については、２００９年ごろ。それから下部の中継局については、２０１０年ごろに、

先行する中継局のカバー率を見て、検討をするというふうにＮＨＫは報道しております。 
 それから、常葉地区は現在、アナログの放送もちゃんと届いていないというような状況のよ

うですので、デジタル放送のほうも該当しないということだそうです。それから、下部の丸畑

地区では共聴の施設、またはケーブルを使って視聴できることを考えていきますというような

ことをいっております。 
 そんな中で、身延町のＣＡＴＶ、旧下部のＣＡＴＶですけれども、昨日もありましたとおり、

身延町ＣＡＴＶ施設整備手法検討業務ということで予算化されまして、今後、検討していくと

いうことですけれども、このデジタル放送を見るためにＣＡＴＶの施設が使われるということ

ですけれども、そのへん、デジタル放送を自分たちで、チューナーとか、それから対応のテレ

ビを付けて見るのと、それから現在あるＣＡＴＶの施設を使って見るという方法で、そのへん、

だいぶ、差があるんでしょうか。何か違いが出てくるんでしょうか、そのへんお分かりになり

ますでしょうか。 
〇議長（松木慶光君） 

 企画財政課長。 
〇企画財政課長（鈴木高吉君） 

 お答えします。 
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 旧身延、また旧中富地区については、民間のテレビ会社のほうで、ＣＡＴＶはそれぞれやっ

ていらっしゃいます。すでに各戸別に、その業者のほうで、新聞折り込み等で知らせているよ

うでございますけれども、器具を一部付ければ見ることができると。新しいテレビについては、

それなりの機能を持ったテレビであれば、視聴をすることができますというようなこと。これ

は今、ＣＡＴＶを見ている家庭の話であると。ＣＡＴＶを使っていない家庭も、町内にはある

わけですので、例えば、ＮＨＫの共聴の、昨日もお話が出ましたけれども、組合で見ていると

ころもございまして、それぞれまた、対応が違ってまいる現実がございます。 
〇議長（松木慶光君） 

 河井君。 
〇２番議員（河井淳君） 

 現在、そのＣＡＴＶをご覧になっている方、ＣＡＴＶに加入している方たち、どれぐらいの

割合の方たちが利用されているのか、お分かりになりましたら、お願いいたします。 
〇議長（松木慶光君） 

 企画財政課長。 
〇企画財政課長（鈴木高吉君） 

 まず、地区別に旧３町ごとに、現状をつかんでおりますので、申し上げたいと思います。 
 下部地区につきましては、下部コミュニケーションテレビが引かれておるわけでございます

が、旧下部の全世帯、２，０１０戸、戸数は２，０１０戸ということで把握しておりますが、

加入が全世帯で行われているという状況です。 
 中富地区につきましては、株式会社 日本ネットワークサービスで放送しているテレビ番組

を見ているわけでありますけども、加入世帯については、国道５２号線沿いが中心というよう

なことで、７６６世帯を把握しています。これは全世帯の、旧中富の約５割弱という数字でご

ざいます。 
 それから中富地区には、先ほどちょっとふれました、ＮＨＫの共聴のテレビ組合というのが

ございまして、これが１０組合ございます。これは合計しまして３２１世帯が、これに加入し

ているという状況であります。 
 それから、旧身延でございますけれども、身延地区においては、株式会社 峡南ＣＡＴＶの

番組を受信なさっている世帯が１，８００世帯という形で把握してございますが、最近は若干、

減っているようでございます。旧身延の約６割から７割ぐらいにあたるということでございま

す。 
 また、旧身延にもＮＨＫ共聴のテレビ組合がございまして、これが３組合ございます。３つ

併せて、加入世帯が１３５世帯。このような数値を把握しているところでございます。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 河井君。 

〇２番議員（河井淳君） 
 現在、各町のＣＡＴＶを使っている方たちは、かなりの割合でいるということですので、今

後、昨日も出ましたとおり、身延町のケーブルテレビ、ＣＡＴＶのほうがどのような形で進め

られているのか、昨日も多少、話が出ましたけれども、再度、今後の予定等をもう一度、お知

らせください。 
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〇議長（松木慶光君） 
 企画財政課長。 

〇企画財政課長（鈴木高吉君） 
 昨日のお話と、若干、重複するような点があると思いますけれども、申し上げます。 
 まず、旧身延、また旧中富については、先ほど言いましたように、民間の業者のほうで、Ｃ

ＡＴＶを引いている世帯がそれぞれ、かなりの数でございます。まず、これらの施設について

は、今現在やっております業者さんの気持ちとすれば、２０１１年のデジタル放送に向けても、

その後も、この施設を利用して、引き続いて放送をしていきますので、先ほどふれた、新聞折

り込み等で、受信している世帯についてはＰＲがなされたという状況でございますので、その

まま引き続いて行われるものと思われます。 
 旧下部につきましては、町で設置をしたＣＡＴＶということで、町が事業主になっておるわ

けでございまして、では、これをどうしようかということでございます。 
 その下部の施設、またケーブルが、もうすでに１３年、１４年というふうな経過が、１つご

ざいます。今の施設は、２０１１年のデジタル化には対応できないという現状がございまして、

これは町としても、まず現状を、サービスを低下させないというような観点から言えば、何を

おいても、なんとか方策を考えていかなければならないだろうという考えを、まず持っており

ます。 
 自主放送自体はまた、のちほど触れますので、これはちょっと別に考えていただきまして、

テレビ放送受信が、先ほど議員さんも触れましたように、町が、例えば手を引けば、テレビが

見られないような状況にあるわけですので、なんらかの手立てをしなければならないというこ

とでございます。 
 では、どうしようかということでありますけども、今まで、合併前からも旧町で、旧下部で

もお考えになっていたようでありますけれども、デジタル化に向けて、どのようにしようかと。

町として、なんとか施策をしなければならないというようなことがあったようでございます。

合併後につきまして、いろいろ検討してまいりました。また、最近の動きといたしましては、

民間でも旧下部の地区についても、なんらかの形で参画をしてもいいよというような動きが出

てまいりましたので、これはやはり民間ができる施策については、民間に協力していただいて、

町で当然、しなければならない部分はそれといたしまして、なんとか民間活力を導入した中で、

受信体制をできるようにしていきたいということで、今回の予算にもなったわけでございます。 
 それから、先ほどふれました自主放送につきましては、今後もやっていくのか、やっていか

ないのか。また、やっていくとすれば、今のような形で、町で施設を整備してやっていくのか。

あるいは、もう１つの方法とすれば、民間でも番組をつくって放映をしていただく方策もござ

いますので、そのへんも併せて検討していきたいと、こんなふうに思います。 
 それから、共聴の組合でございますけれども、これにつきましては、もうすでに、ＮＨＫさ

んのほうで、各組合のほうへ相談をなさっているというふうなことを聞いております。今の施

設では対応ができないわけで、それなりの施設整備をしなければならないと。当然、経費もか

かるわけでございます。そのへんも含めて、相談がかかっているようであります。 
 ＮＨＫとすれば、公設でやるであれば、ＮＨＫとしては、当然、そちらでやってくれという

ふうなお考えがあるでしょうから、それはそれといたしまして、町とすれば、今までどおり、

ＮＨＫについてはＮＨＫのほうで、なんとかやっていただきたいという基本的な考えでありま
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すので、共聴の組合については、当然、相談も今後あろうと思います。そのへんは、できると

ころは相談に乗りますけれども、基本的には組合のほうで、ＮＨＫとご相談なさって、やって

いくのがよろしかろうと思います。 
 各組合の施設もそうでございますけど、そのほかに、醍醐山の受信施設についても、施設整

備をしていかないとならないというような背景があるようでございますので、ちょっと大きな

問題になろうかと思っております。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 河井君。 

〇２番議員（河井淳君） 
 今後、いろいろな面で、住民へのサービスの低下が起こらないように、検討のほうをお願い

したいと思います。 
 いろいろ、なんか話がうまくできませんで、お聞き苦しい点があったかと思いますけれども、

これで、私の一般質問のほうを終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。 
〇議長（松木慶光君） 

 以上で河井淳君の一般質問が終わりましたので、河井淳君の一般質問を終結いたします。 
 ここで暫時休憩いたします。 
 再開は１０時１０分といたします。 

休憩  午前 ９時５０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１０時１０分 
〇議長（松木慶光君） 

 それでは、再開いたします。 
 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 
 次は通告の２番、松浦隆君です。 
 松浦隆君、登壇してください。 
 松浦君。 

〇１番議員（松浦隆君） 
 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 
 ３月議会におきましても、私のほうで質問をさせていただきましたけれども、３月議会、初

めての質問ということでもありまして、非常に、私の不手際で時間がなかった。また、町長を

はじめ執行部の皆さんの大変、丁寧・親切な説明と答弁と、それから、どこかで町長の戦術に

はまったような気もしておりますけれども、ぜひ、今日は時間もありませんので、議員の立場

の中で一生懸命させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。どうぞ答弁のほ

う、簡潔に、なおかつ分かりやすくお願いしたいと思います。 
 それでは、通告内容１番の町内交通の整備に関して質問いたします。 
 町内をくまなく、いろいろな地域をバスが有料・無料を含めて、現在、運行しているわけで

すけれども、この現在の町内の路線および利用状況、それから経費等、できるだけ簡潔にご説

明をお願いしたい。 
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〇議長（松木慶光君） 
 総務課長。 

〇総務課長（片田公夫君） 
 松浦議員の答弁をいたします。 
 まず、現在の町内バス路線および利用状況でございます。 
 旧３町の運行形態を継続しております。町営バスにつきましては、現在４路線。これは廃止

路線バスを自主運行しているものでございまして、道路運送法の８０条に基づいて運行してい

るものでございます。 
 古関甲斐岩間線、これは町の直営でございまして、年間利用実績が６，６２７人、運行日数

３１０日ということでございます。それから甲斐常葉駅新早川橋線、これは個人の事業者へ運

行業務を委託しております。年間利用実績が２，０５５人、運行日数が３１０日ということで

ございます。次に新早川橋鰍沢線、これは中富タクシーへ運行業務を委託しております。年間

利用実績が２万７２人、運行日数が３１２日。上田原大塩甲斐岩間線、これは中富タクシーへ

運行業務を委託しております。年間利用実績９，６０２人、運行日数２８１日ということでご

ざいます。 
 それから代替バスということで、５路線ございます。これは道路運送法２１条によりまして、

貸切バス業者に運行を委託しているものでございます。これは旧身延地区で５路線ございます。

身延駅奈良田線、これは早川町と共同で委託しているものでございます。山交タウンコーチへ

委託。年間利用実績１万４，４００人、運行日数３５９日。身延駅雨畑線、これも山交タウン

コーチでございまして、年間利用実績４，３０７人、運行日数３５９日。それから身延駅中野

線、これも山交タウンコーチ。年間利用実績４，００８人、運行日数２４４日。それから身延

駅大城線、これも山交タウンコーチです。年間利用実績２，９１２人、運行日数２４４日。そ

れから身延循環線、これも山交タウンコーチ。年間利用実績１万６，７００人、運行日数３５９日

です。 
 そのほか民間のバスが２路線ございまして、身延駅身延山線。これは山交タウンコーチ独自

の運営でございます。それから富士吉田下部温泉、富士急行が運営しております。これはバス

路線の維持費補助金ということで、国・県から補助金をもらっております。 
 そのほかに町有バスということで、無償のバスが２路線ございます。無償バスは中富でござ

いまして、これはスクールバスと僻地患者輸送バスを併用しておりまして、中富南線、これは

西嶋から役場、役場から飯富病院、役場ということで、年間利用実績が１万１千人、運行日数

２７５日でございます。 
 それから、もう１つ。中富東西線というのがございまして、これは役場から曙小学校、年間

利用実績が６，５００人、運行日数１８５日ということで、現在のバス路線の利用状況はその

ようになっております。 
〇議長（松木慶光君） 

 松浦君。 
〇１番議員（松浦隆君） 

 ありがとうございます。 
 今、いろいろな路線、直営、代替含めまして、いろんな路線が出ているわけですけれども、

この交通網の整備というのに関しては、これは行政サービスの基本かと、私は考えております。
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やはり役場に行くにしましても、病院のほうに行くにしましても、また生活の糧である仕事、

それから食料の調達、買い物ですね、何をとっても、やはり足の確保ができないと、これは生

活していけないわけですから、本当の基本であると考えています。 
 今、いろいろな系統の路線を示していただきましたけれども、この路線に関しては、例えば

町民のほうから、こういう路線を増やしていただきたいとか、そういう現在の路線に対する不

満、それから新しい要望等はあるんでしょうか。 
〇議長（松木慶光君） 

 総務課長。 
〇総務課長（片田公夫君） 

 現状は、昨年ですか、栃代のほうから陳情が１件ございましたが、あれは廃止バス路線を継

続していただきたいというようなことでございました。そのほか、運行時間をちょっと変更し

てくださいというようなものがありましたけど、ほかの、そういう要望・陳情は今のところご

ざいません。 
〇議長（松木慶光君） 

 松浦君。 
〇１番議員（松浦隆君） 

 そうすると、基本的には今の路線に対して町民の方々、満足なさっているということかもし

れませんけれども、ただ、これは、例えば代替の場合、それから町の直轄の、直営の場合でも、

それなりの予算を立ててやっているわけです。それなりの予算がかかっていることだと思うん

ですが、そのへんは、予算的なものという、経費というようなものは、どのようになっている

んでしょうか。 
〇議長（松木慶光君） 

 総務課長。 
〇総務課長（片田公夫君） 

 それでは経費の面でございますが、まず、先ほど言いましたように、町の直営の４路線でご

ざいますが、これについては、歳出のほう、２，２２９万９千円ということになっております。

４路線ですね。それから、先ほどの身延町の代替バスのほうの貸切事業者への運行委託でござ

いますが、これが４，６８３万２千円の支出になっております。それから富士急行線、これは

生活バス路線維持費補助金ということで、富士急行のほうへ出しているんですけど、１，

２７１万８千円。そのほか町有バスが中富の２路線でございますが、６１４万円。 
 以上でございます。 

〇議長（松木慶光君） 
 松浦君。 

〇１番議員（松浦隆君） 
 そうすると、全体的に８千万円以上、９千万円までいっていないですけど・・・。 

〇議長（松木慶光君） 
 ちょっと待ってください。 
 同一項目についての質問は３回までですから、気をつけてください。 

〇１番議員（松浦隆君） 
 はい。 
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 そのくらいの金額がかかっているわけですけども、これはやはり、膨大な予算が計上されて

いるということであっても、行政サービスが基本なわけですから、この路線はぜひ少なくとも、

今後、継続していただきながら、なおかつ、やはり、町営のバスに関しては、ある意味では、

経費削減も可能なわけであると思いますし、また、生活バスの路線のほうに関しましても、こ

ちらもやはり、業者のほうと交渉を重ねる中で、できるだけ経費の削減を図りながら、また逆

にサービスの向上の努力を、今後も続けていただきたいというふうに考えています。 
 この道路網整備に関してですが、聞くところによりますと、改革の中で、現在、進められて

いるという、交通網整備改革の内容があるかと思いますが、そちらのほうの進捗状況をお聞き

いたしたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 総務課長。 
〇総務課長（片田公夫君） 

 ご答弁申し上げます。 
 現在、昨年度から引き続いて、関係課の職員によりますバス運行対策検討会を開催しており

まして、基本的な考え方といたしまして、町内の総合的な交通体系ということで、公共交通機

関としての新しい身延町の円滑な交通ネットワークの確立ということ、それから新身延町の観

光周遊ルートの確立、それから公共施設、温泉施設、病院、商店街等、路線で結び、日常生活

の利便性の向上を図るという大きな目的がございますが、現在のバス路線を基本的には維持を

していくという考えでございまして、通勤、通学、スクールバス、通院、それから買い物等の

生活路線、それからＪＲ身延線との結合・連絡、それから観光路線など、新たな交通網の整備

を図っていくことになっておりますが、進捗状況は現在、民間の業者等からご提案がございま

して、それを参考に路線決定、それから運行時間、運賃等の検討に入ってございます。まだ、

決定はしてございませんので、ここで説明するわけにはいきませんが、運営形態等については、

現在の、それぞれの町の運行形態等を再点検し、運行経費の削減も含め、検討してまいりたい

と、このように思っていますので、今年度中には方向性を出したいと思っております。 
 以上でございます。 

〇議長（松木慶光君） 
 松浦君。 

〇１番議員（松浦隆君） 
 ありがとうございます。 
 バスの運行検討会ですか、こちらのほう、やはり、住民の方々の意見、希望ですね、それと

同時に、今、業者のほうからの提案があると。やはり業者からの提案というのは、ある意味で、

プロの考え方でございます。プロの考え方だけでいきますと、やはり住民へのサービスが低下

する可能性もなきにしもあらずという、そういうことも考えられますので、ぜひ両方の面から、

行政がタッチをして、経費のかからない、なおかつ今以上のサービス向上に努めていただきた

いというふうに考えています。 
 それでは続きまして、地区、地域間の格差是正への取り組みについてということで、質問さ

せていただきます。 
 先ほど、現在の町内バスの路線および利用状況ということでお尋ねしました。その中で、実

際には、要望は出されていないということですけども、身延地区に関しますと、椿とか大崩、
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清子ですか、こちらのほうはバスが入っていないような状況。中富に関しても夜子沢、江尻窪、

梨子とか、その他の地域もあるでしょうけれども、そちらのほうもバスが入っていない。下部

地区に関しても、根子、折八、大磯小磯、久保、杉山、栃代、湯之奥、勝坂、こちらのほうが

入っていない状況なわけです。ですから地域の方々が、今どのように、実際に自分たちの足の

確保をなさっているのか、はっきりつかめない部分もあるんですけれども、私の考えとしては、

そういうところからの陳情・要望等があるのかなと思っていましたけれども、先ほどの答弁の

中では、栃代地域からの１件という話がございました。 
 今、運行されている路線バス、国道５２号を中心に中富地区循環型、身延地区は大城線だと

か、それから早川線だとか、いろいろ分かれて、５２号を起点にして枝分かれをしている。し

かしながら、下部地区に関しましては、どうも３００号のルート、それから３００号線と古関

久那土線の県道９号沿いの幹線道路のみという形になっております。これは下部地区に関しま

しては、やはり道路の事情もあると思うんです。旧下部に関しては、入りだけになっておりま

して循環ができない、そういうこともあると思いますけれども、この交通網に関して整備が遅

れているような形が見受けられるわけですが、３月の定例会の中で、私、栃代川流域のバス路

線の陳情に関して、質問をさせていただきました。その時点で、非常に、栃代川流域の方々が

困っていると。その中で、デイサービスを使っていいという、そういう答弁を受けた中で、地

元の方々がそのことを周知されていないと。そういう中で、ぜひ、もう一度、改めて周知をし

ていただきたいというような、私のほうから要望をさせていただきました。その後の対応のほ

うは、どのようになっているでしょうか。 
〇議長（松木慶光君） 

 総務課長。 
〇総務課長（片田公夫君） 

 ご指摘の、３月議会のときの答弁の中で、対応ということでございますが、その後、社会福

祉協議会のほうへお願いいたしまして、チラシを配布しております。回覧ということですので、

デイサービスの送迎バスの利用についてということで、杉山、岩欠、大炊平の皆さんにお知ら

せをしてございます。 
〇議長（松木慶光君） 

 松浦君。 
〇１番議員（松浦隆君） 

 これは岩欠、杉山、大炊平の皆さんにしていただいた、一号入りということで、そうすると、

そのことは、改めて３月の定例会以降にしていただいたということだと思いますけれども、実

は、私も、この交通網のことに関しましては、非常に困っている方からの話が多かったもので

すから、３月定例会と、そして今日と、続けて、こういうふうな形でやらせていただいている

わけですけれども、実はいろいろ調べた中で、３月定例会のあと、このデイサービスの送迎バ

スを、３月定例会の中では、すでに住民にも、１５年の４月１４日、開発センターで路線バス

の廃止について、やむなしというような結論が出たと。その後、バスがまったく運行できない

ということであれば、デイサービスのバスを利用していただけるような配慮をしていると、そ

ういう答弁を受けまして、周知もされていると、そういう話でございましたけれども、その後、

地元の住民の方々に話を伺いましたら、そういう話は交渉の時点では確かにあったけれども、

その後、決定されたという話を聞いていないということも、地元住民に伺いました。また、そ
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れと同時にデイサービスの現場のほうでも、実際に、山交のバスが廃止されたあとに、デイサー

ビスのバスを利用できると、そういうことが、現場のデイサービスの方々が知らない。これは、

非常におかしなことだなということで調べている中で、私が思ったわけですけれども、議会で

も３月議会で、そのような形になっているということで答弁されているわけですから、その違

いはなんなのかということで、非常に、私も悩みました。 
 言葉を悪く言えば、議会の中での答弁が、言ってはいけない言葉を出した、もしくは知らな

くて、そういう言葉を出したにしても、議会軽視にあたるんではないかというふうに、私は感

じるわけでございますけれども、その部分で、町長はどのようにお考えでしょうか。 
〇議長（松木慶光君） 

 町長。 
〇町長（依田光弥君） 

 もう一度、ちょっと、そこらへんのくだりをお願いしたいと思いますけど。 
〇議長（松木慶光君） 

 松浦君。 
〇１番議員（松浦隆君） 

 ３月議会で質問させていただいたときに、地元住民の方々は、答弁にあったデイサービスの

バスを使っていいということを、確実に通達をされていないと、地域住民がそのように言って

おります。それとデイサービスの現場の方々が、栃代線のデイサービスのバスに、デイサービ

スを利用する以外の地元住民の方々が利用してもいいということを、デイサービスの現場の

方々が知らなかったということです。 
〇議長（松木慶光君） 

 町長。 
〇町長（依田光弥君） 

 これは、どういうようないきさつか、ちょっと調べてみませんと分かりませんけど、このデ

イサービスの関係は社協のほうでおやりになっているわけで、社協のほうの事務局長に答弁を

させます。 
〇議長（松木慶光君） 

 社協事務局長。 
〇社協事務局長（佐野文一君） 

 過去のことが、ちょっと分からないものですけども、生きがいデイサービスのバスを地元の

方々が使うというようなことにつきまして、ちょうど、うちに担当者がいますので、聞いてみ

ましたところ、そのような、過去のことは分からないというようなことを言っておりました。 
 改めて、５月に、先ほども総務課長が言いましたように、生きがいデイサービスを送迎する

バスに、普通の人たちも、買い物をする人たちも乗れますよというようなお知らせを発送させ

ていただきまして、一号入りの杉山、岩欠、大炊平、ここへ発送させていただきました。６月

の初旬ですが、利用者が１人ありまして、ほかは今のところ、利用者はございません。今、利

用者は１名だけでございます。 
〇議長（松木慶光君） 

 下部支所長。 
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〇下部支所長（赤池善光君） 
 旧町時代に関わったというふうなことで、ご答弁させていただきます。 
 まず、栃代の集落にそれぞれ行きまして、３月議会で答弁をいたしましたように話し合いを

行い、それから庁舎内におきましては、課長会議をもって、そういうふうな方向を周知し、当

時の担当の福祉保健、あるいはデイサービスの関係のほうから、そういうふうな旨が伝えられ、

現実に過去において、そのデイサービスのバスを利用した地域の住民の方もあります。診療所

に来る、あるいは役場に来る、あるいは他の病院に行く、そういうふうなことでございますの

で、地域においての集落、３月議会で答弁したとおり、してあると、こういうふうな状況でご

ざいます。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 松浦君。 

〇１番議員（松浦隆君） 
 今、以前の総務課長から、そういう話がございました。 
 百歩譲って、そうしてみましたら、住民の方々が忘れているという形であっても、それはそ

れでいいと思うんですよ。ただし、その中で、百歩譲っても、実際にはデイサービスの現場の

方々が、それを知らないということ自体が、私はおかしいと思っているんですよ。ですから、

そういうところを、ここで、話を突っ込んでも、バスが走るわけではありませんから、ある程

度のところでおきたいと思いますけれども、やはり、これが行政サービスの、私は基本だと思

うんですよ。 
 当然、例えば、デイサービスに関しましても、職員の方々も変わる、また、合併を機にして、

今まで他町だった地域の職員の方も来られるわけです。そういう中での、やはり、つながりと

いいますか、引き継ぎといいますか、そういうものを、それなりにちゃんとしていただかない

と、やはり住民の方に迷惑をかける、それをなくすことが行政の役目だというふうに、私は考

えていますので、ぜひ、今後は、そういうことのないような形で、お願いしたいと思います。 
 これは足の確保の問題で、地域間格差ということで出たわけですけれども、地域間格差だけ

ではなくて、実際に栃代川流域の方々は、１７年の３月に陳情を出しているわけでございます。

それ以降、やはり現場の方々も知らないということであれば、これも動きがとれないような形

も出てくると思います。 
 ある意味では心の格差という形で、期待している栃代川流域の方々に対しては、心の格差と

いうことも出てくると思いますし、また、今日、ここにいらっしゃる町の幹部の方々、皆さん、

町の行政を担って、リードをとっているわけですから、若手の、頑張っていらっしゃる職員に

対しても、示しをつけるためにも、今後、ぜひ、このようなことがないような形をとっていた

だきたいと思います。 
 それでは、続きまして・・・。 

〇議長（松木慶光君） 
 町長。 

〇町長（依田光弥君） 
 ただいまの松浦議員のご提言をお聞きして、ちょっと、そのことでお話をさせていただきた

いと思いますが、このことについては、もうずいぶん、前から話が出ているわけで、とりあえ
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ず担当課で鋭意、努力をしていただいているわけでございますが、１年経っても、この成果が

挙がらないということは、現実の問題として、大変、うまくない問題であるわけで、この間の

課長会議で、私は、課長の皆さん方にこのことについて、各集落で、どのようなニーズがある

のか。その集落ごとに、この１週間で、どういう格好で、バスに対してのニーズがあるのか、

きちっと調査をしてもらいたいと。そのデータがあがってきた時点で、それぞれ対応していか

なければならないわけで、ただ、この格差があるとかなんとかという、漠然とした話を聞いて、

そのままでは、いつまで経っても実効は上がらないわけでございますので、このことは課長会

議でもよく話はさせていただいておりますので、精神的な格差とか、いろいろなことをおっしゃ

いますけども、正直なところを申し上げまして、結果が出てこなければ、そういうような問題

も出てくるわけでございますけど、地元の議員さんの皆さん方にも、これこれこういうような

形で、こんなふうな隘路があるんだというようなことを、ご提言いただければ幸いかと思うわ

けでございますけど、この席上でいろいろご指摘をされて、どうだこうだと言われても、具体

的に各集落で、どんな時間帯にどんな需要があるのかというようなことが、これは全部をつか

むというのは、なかなか難しいと思うわけでございますけど、そういうようなデータをまた、

お示しをいただければなと。 
〇議長（松木慶光君） 

 松浦君。 
〇１番議員（松浦隆君） 

 今の町長のお話に対してですけども、私は今、町長がおっしゃることも、非常にもっともな

ことだと思うんですよ。しかしながら、３月議会で、私がお願いした周知がうまくされていな

いという、その周知をちゃんとしていただかなければ、今、町長が言ったデータもとれないわ

けですし、ましてやデイサービスの担当者の方々が、そのことを、乗せていいという話を知ら

ないわけですから、事実、１回、地域の方々が乗ろうとしましたら、デイサービスの方々から、

運転手の方から変な顔をされた、もう、それで嫌だということも実際にありました。ですから、

そういう基本をちゃんとしていただかなければ、町長もおっしゃるようなデータをとることも、

それは不可能だと思うんです。ですから、そのもとを、まずしっかりしていただきたいという

ふうに、私は思います。 
 それでは続きまして、道路運送法改正に伴う本町の取り組みについてということで、お願い

をさせていただきます。 
 国交省の担当官と３月議会以降、いろいろ話をさせていただきました。全国の１０月からの

施行ということで、全国の町村でも、すでに動きが出ているという話もありました。それから、

この国交省の動向、運送法改正に対して、やはり、こちらのほうも私自身としましても分から

ない部分がありましたので、いろいろ伺った中で、町の車を登録、２年間の期間なんですが、

登録制にして登録をした中で運行できると。ただ、それにはいろいろな形、準備が必要なわけ

ですけれども、そういう形の中で、全国、数カ所での過疎町村で、現在、準備を進めていると

いう、そういう話がございました。 
 他町村でも、そういう形の中で動いているわけですけれども、前回、この話をさせていただ

きましたけれども、私は施行に向けて、まず町として動き出すべきではないかと。先ほど来の

町内を走っているバス、それはあくまでもメインで、私がこの道路運送法改正に伴ったことを

メインにしようという、そういう考えはさらさらございません。これはあくまでもサブで、メ
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インの、今のバス路線のカバーできない部分を、道路運送法の改正を利用した中でカバーして

いただけないかと、こういうふうに考えていますけれども、まず施行に向けての検討を進めて

いただきたいと、この間、話をさせていただきましたけども、その後はどのような形になって

いるんでしょうか。 
〇議長（松木慶光君） 

 総務課長。 
〇総務課長（片田公夫君） 

 確かに今回の、今度の国会へ法律が公布されまして、５月１９日に公布され、道路運送法が

改正されまして、有償で過疎地のお年寄りとか、身体障害者の方を有償で送り迎えするという

制度が、規制緩和ということで改正になりました。この１０月から公布されるわけですが、そ

れまでに国が細かい省令等をつくる予定になってございますが、今、検討しております総合交

通体系の中で、これらも含めた中で、その地域の足として、何が本当に必要なのか見極めまし

て対応していきたいと、このように思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 松浦君。 
〇１番議員（松浦隆君） 

 それは、先ほどの町長の答弁とも絡んでくると思うんですけれども、やはりバス運行検討会

の中で、国交省のほうと、いろいろ詰めていただいて、まず、地元の中で協議会を立ち上げて

いただいて、その中で進めていただきたいと。それが１つの進む道ではないかと思います。 
 これは、方法としては外部委託等あると思うんですが、できれば登録に関しても、本当に金

がかからない、保険の一部等で若干の費用がかさむぐらいですから、こういう財政厳しい折で

すから、できるだけ予算をかけないでの地域住民に対するサービス向上ということで、外部委

託もなしに、なんかと職員での対応を検討していただきたいと思います。 
 町長がおっしゃいました町民の意見を確認し、また集約して、ぜひ、早急な対応を希望する

ものでございます。 
 それでは続きまして、次の質問に移らせていただきます。 
 ５月末に提出ということでされました、要望書についてですが、私、昨年の１１月から、こ

の議員の席を仰せつかっていまして、それ以前のことが分かりませんので、確か合併前、下部、

中富地区は、地域の要望ということは陳情書という形だったと思います。聞くところによりま

すと、身延地区が要望書だったと。そのように理解しておりますけれども、この陳情書から要

望書へ変更された経緯はどういうことなんでしょうか。 
〇議長（松木慶光君） 

 町長。 
〇町長（依田光弥君） 

 これは字句の解釈は、いろいろあるわけでございますけど、陳情書というのは、もちろん、

ずっと昔からは陳情書とか要望書がありましたけど、政治的な、こういうことを言うとあれで

すけど、陳情書というのは、政治的な匂いがするような感じがいたすわけで、なんかお願いを

するというような、そういうニュアンスがあると思うんですよね。要望書、今、国会へ、私た

ちも、中部横断とか富士川の河川改修、いろいろな面で、要するに俗に、昔から陳情合戦とい

ようなことを言いますけど、そういう面ではなんとなく、陳情のほうが説得力のあるような感
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じはするわけですけど、住民の皆さんからすれば、やはり要望という形で、なんとなく民主的

な感じがするんではないかなという感じで、陳情書より、同じような状況でございますから、

要望書でいいんではないかなということですから、あんまり深い理由はございませんで、なん

となくニュアンスとすれば、要するに住民の皆さんが、なんかお上へ陳情するというような感

じのニュアンスが、昔からあったと思うんですよね。そういうものを、ある程度、払拭をした

いなということで要望という格好に変えました。 
〇議長（松木慶光君） 

 松浦君。 
〇１番議員（松浦隆君） 

 そのへんは、今、町長から答弁を聞きまして理解しました。それまでは、なんか意図がある

のかなということも、私なりにちょっと考えていたんですけども、そういうことであれば、新

町になったわけですから、確かに柔らかい雰囲気の中での、町民にそういう形でやっていただ

くと。この５月末に提出された要望書なんですが、これはどの程度の数が、５月末で出てきた

んでしょうか。 
〇議長（松木慶光君） 

 総務課長。 
〇総務課長（片田公夫君） 

 今年度分は、まだ集計中でございますが、１７年度分の結果をご報告いたします。 
 旧町別に見ますと、下部地区が８４件、２２．５％。中富地区が１３９件、３７．３％。身

延地区が１５０件、４０．２％で合計３７３件となっております。 
〇議長（松木慶光君） 

 松浦君。 
〇１番議員（松浦隆君） 

 ３７３件ということで、やはり町民の方々、いろいろ望んでいることが多いように思います。 
 これは、やはり町民の方が３７３件、お出しするということは生活の上での困っていること、

また地域の中での道路が壊れている、水路が壊れている、そういう形だと思うんですが、この

提出された要望書の扱い、これは住民が、自分たちが困っていることを、その望みを託して、

この要望書に託して出されているわけですが、その処理といいますか、経過といいますか、そ

のへんは、おそらく住民の方々、分かっていらっしゃらない、もちろん私も分かっていないん

ですけども、地元の方々も地域の方々も分からないかと思いますので、周知の意味も含めまし

て、ご説明いただきたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 総務課長。 
〇総務課長（片田公夫君） 

 提出されました要望書については、総務課でとりまとめまして、整理します。それから各課

に対応処理をお願いするということになっておりまして、各課では現地を確認して対応すると

いうことになっております。 
 今年度は中間報告ということで、１０月ごろ状況を、各区長さんに報告する予定でございま

して、来年の３月には最終区長会において、最終回答をしていきたいと、このように思ってお

ります。 
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 それから、特に内容的に見まして、建設産業、道路整備、治山治水、交通対策等、建設産業

課が９割の要望でございまして、その中には県等へお願いするものがございますので、非常に

要望の数が多いわけでございますので、すべての現地を確認というところまでいかないかもし

れませんけど、なるべく現地確認をして対応していきたいと、このように思っております。 
〇議長（松木慶光君） 

 松浦君。 
〇１番議員（松浦隆君） 

 総務課でとりまとめて、各課のほうにまわすということで、非常に今の話の中で、１０月ご

ろに中間報告、そしてまた、その結果を、その後に各区長さんに報告する、これは非常にいい

ことだと思うんです。今まで、例えば陳情書うんぬんという話になりましても、地元の方々が、

その後どうなったか分からないと。期待しながら、どうなっているのか、経過が分からないと

いうことで、非常に住民の方々もイライラする部分もあったかと思いますけれども、こういう

ふうに中間報告、それから最終報告と、そういう経緯をたどるということは、これは住民にとっ

ては、非常にありがたいことだと思いますし、できれば、その内容も書面で、できるだけ詳し

く、住民の方々に報告、また通知をお願いしたいと思います。今までの、一方通行の形が、少

しでも双方向の流れができればと考えております。 
 それでは、続きまして、通告の３番の照坂トンネル工事について、ご質問をさせていただき

ます。 
 照坂トンネル、古関の芝草、それから瀬戸間のトンネルなんですが、現状、聞くところによ

りますと、山梨県の中でもトンネルの中で、乗用車がすれ違いできない、そういう個所が何カ

所かある、その中の１カ所ということですけれども、それが新規に、新しく工事が始まるとい

う話が出てきました。その工事の現状について、周知の意味もありまして、計画の内容、経過

をご説明いただきたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 建設課長。 
〇建設課長（伊藤守君） 

 それでは、ご答弁を申し上げます。 
 ただいまのご質問の一般県道、古関割子線、照坂トンネルの建設工事につきましては、地元

の地域の皆さん等、新規掘削工事に対する再三再四の要望活動が知事さん等をはじめ、県土木

部当局にトンネル掘削の重要性を認識していただいたと、こんなふうに考えております。さら

に照坂トンネルの重要性に鑑み、早期事業化が必要と判断し、公共事業等評価会議に提案して

いただいたと理解しておるところでございます。また、この提案を受けまして、平成１６年６月

に開かれました、山梨県公共事業等評価会議の平成１７年度事前評価対象事業中で議論され、

事業実施が妥当であると回答をいただいたところであります。 
 地元の期待に応えた事業実施妥当の回答を受けまして、平成１６年度の後半から地域の照坂

トンネル整備促進期成同盟会、芝草区、水船区および県土木部、峡南建設事務所と町が早期着

工に向け、諸課題等を含め、鋭意、協議と努力を重ねている状況でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（松木慶光君） 
 松浦君。 
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〇１番議員（松浦隆君） 
 そうすると、地域も含め、また県のご協力、それから町のご協力もいただきながら、進めら

れているという、非常にこのことに関してはありがたいことでございまして、古関地区としま

しては、生活道路でございます。久那土方面に向かう車が、すべてそこを通らせていただくわ

けでして、朝の通勤時間帯等、対向車が来ると、何台もトンネルの入り口のところで待ってい

るような状態、それが解消されれば、非常に地域にとってもありがたいことだなと。また、こ

の拡幅も含めて、新着工も含めて、地域としては３０数年来、このことに取り組んできた経緯

もございます。それが今、こういう形で、新たな局面を迎えているという、そういう形だと思

います。それでは、この照坂トンネルの工事の、今後の推移についてお伺いします。 
〇議長（松木慶光君） 

 建設課長。 
〇建設課長（伊藤守君） 

 お答えします。 
 すでに地域と設計協議が、おおむね終わっております。用地取得および地上物件等の補償が、

今現在、進めている状況と、峡南建設部より伺っております。 
 また、用地取得等を終えたところで、順次、工事着手の準備を進めてまいりたいと、こんな

ふうに伺っております。 
 以上でございます。 

〇議長（松木慶光君） 
 松浦君。 

〇１番議員（松浦隆君） 
 そうすると、用地の取得が今、進められている、そういう下準備が終わったあとでというこ

とで、着工になるんでしょうけども、そのめどは大体いつごろというふうに考えているんでしょ

うか。 
〇議長（松木慶光君） 

 建設課長。 
〇建設課長（伊藤守君） 

 予算的には平成１８年度、着手をしていきたいということは、当然、あろうかと思います。

この着手が可能かどうかということは、地元の皆さんの協力が不可欠と、こんなふうに考えて

おります。 
 以上でございます。 

〇議長（松木慶光君） 
 松浦君。 

〇１番議員（松浦隆君） 
 地元の協力、今現在、期成同盟会も含めて、地元のほうとしては、努力に向けてやっておる

わけですけども、具体的な中でいきますと、どういう協力なんでしょうか。 
〇議長（松木慶光君） 

 建設課長。 
〇建設課長（伊藤守君） 

 どういう協力であるかと、こういうご質問でございますが、いわゆる議員さんがおっしゃい
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ました３０有余年の熱意、その熱意を用地交渉等に反映していただきたいと、こんなふうに思

います。ぜひ、議員さんを先頭に、よろしくお願いしたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 松浦君。 

〇１番議員（松浦隆君） 
 私も地元の住民の一人ですから、今後も一生懸命、課長の指導の下に、頑張って協力させて

いただきたいと思いますし、また県のほうへも、課長の指示の下で、お願いを言いに行ったり、

また調整を進めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 
 また、工事に伴って、今後、やはり工事を進める中で、例えば工事の車だとか、そういう置

き場所だとか、そういういろんな問題が出てくると思うんですが、そういう工事に伴う問題点

について、それと、その対応について、答弁をお願いします。 
〇議長（松木慶光君） 

 建設課長。 
〇建設課長（伊藤守君） 

 お答えします。 
 まず１点目といたしましては、既設トンネルの通行止めについてでございます。 
 現照坂トンネルを工事期間中、通行止めとすることにつきましては、照坂トンネル周辺の地

質が非常に悪いため、現トンネルの交通を開放したままでの掘削工事は安全性を考えると、断

念せざるを得ない状況でございます。 
 このことにつきましては、地域の皆さんに十分説明し、ご理解をいただいておるところでご

ざいますが、掘削工事を２４時間体制で進め、工期の短縮を図り、早期完成・早期供用を目指

し、努力してまいると、こんなふうに県より伺っております。 
 以上でございます。 

〇議長（松木慶光君） 
 松浦君。 

〇１番議員（松浦隆君） 
 通行止めの期間があるわけですけども、２４時間体制でやっていただくにしましても、生活

道路のため、通行止めがどのくらいかということが、非常に地域の方々も関心のあるところだ

と思いますし、また、その通行止めの期間を少しでも短縮していただきたい、そういう要望が

地域住民にあるわけでございます。そのへんも、時間的な問題、それから短縮化が可能かどう

か、そのへんをお答えいただきたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 建設課長。 
〇建設課長（伊藤守君） 

 交通止めの短縮ということでございますが、当然、１日の掘削の掘進長というのが標準的に

ございます。これらを含める中で、２４時間体制で地元の期待に応えられるよう、鋭意努力す

るということを伺っております。それもこれも含めまして、仮設準備等、用地が広く使え、ま

た発生土の処理等がスムーズに行えるということが前提になろうかと思います。ぜひひとつ、
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ご協力をお願いしたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（松木慶光君） 
 松浦君。 

〇１番議員（松浦隆君） 
 今、課長の話がありましたけれども、ある程度、長い期間での通行止めが予想されるわけで

すけども、できるだけ、その期間を短縮するような、今後、町も含めまして、連携をとりなが

ら、できるだけ短縮していただけるようなお願いを今後、進めていきたいというふうに思いま

すし、また、町のほうからもそういう強い働きかけのほうをお願いしたいと思います。 
 そうしますと、続きまして、通行止め中の、あそこの照坂トンネルを、先ほど出ました町営

バスですね、それからスクールバス、これが走っているわけなんですが、その通行止めの間の

対応はどのように考えてらっしゃるでしょうか。 
〇議長（松木慶光君） 

 建設課長。 
〇建設課長（伊藤守君） 

 今現在、峡南建設部のほうと詰めを急いでおりますが、最終的な見通しが出た段階で、教育

委員会を通じ、スクールバス等の話はしていきたいと、こんなふうに考えております。また、

町営バスは総務課のほう、その前に、先ほど申し上げたように、同盟会、芝草・水船の各区等

と協議しながら、十分、地元の皆さんが納得できるような方策をとっていきたいと、こんなふ

うに県も考えておりますので、申しつけたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（松木慶光君） 
 松浦君。 

〇１番議員（松浦隆君） 
 町営バスに関しては総務課、スクールバスに関しては教育委員会の管轄になるわけですけれ

ども、ぜひ連携をとった中で、特にトンネルの久那土側の芝草、道、水船、切房木ですね、そ

ちらの方々との話し合いも進めた中で、確かに切房木、車田方面になりますと、トンネルから

遠いわけですから、そういう部分での温度差が、逆に言うと出てくる可能性があります。しか

しながら、その温度差があるからといって、そちらのほうは説明をしなくてもということでは

ございませんので、ぜひ、ある程度の広範囲にわたりまして、話し合いを進めながら、調整を

していただきたいと、このように思います。 
 今の、通行止めの間のスクールバス、町営バスということで話がありましたけども、実はもっ

と大変な、大事なことがございまして、通行止めの中で消防・防災関係がございます。これは

トンネルを境にしまして、トンネルの久那土側の芝草地域が第２分団になっております。しか

しながら、その奥にあります小磯地区が第３分団で、古関のほうと同じ第３分団という形になっ

ておりますけども、そのへん、トンネルが通行止めになった場合に、例えば第３分団、大磯小

磯のほうで、なんか防災、それから火災等が発生した場合の対応、これは大変、消防のほうと

して、また地域のほうとしては重要な問題だと思いますけれども、そのへんの対応は、どのよ

うに考えていらっしゃるでしょうか。 
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〇議長（松木慶光君） 
 建設課長。 

〇建設課長（伊藤守君） 
 消防の問題、確かに議員さんがおっしゃるとおりでございます。 
 本来、この事業の話が出た段階で、そういったスクールバス、学校の問題、一般庶民の足の

問題、防災の問題等々があったわけでございます。できることであれば、新たな場所に新たな

対策をするというのが一番妥当かと思いますが、今の交通量等々を含める中で、現状のトンネ

ルをワイドに改修していきたいというのが、スタートでございましたが、可能な限り、地元の

皆さんの要望に応えようというのが県の姿勢でございまして、現トンネルの横、２０メートル

ぐらいに新たに開削するということで、現在のトンネルを使いたいという気持ちはあったわけ

ですが、先ほど、ご答弁申し上げたとおり、内洞調査結果から、地質の調査結果から地質が悪

いということで、やむを得ず、現トンネルを閉鎖し、隣、２０メートルに掘削するということ

で、十分、そのへんを地元の皆さんと話をしながら、また教育委員会、総務課と話をしながら、

対応してまいりたいと、こんなふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（松木慶光君） 
 松浦君。 

〇１番議員（松浦隆君） 
 古関のトンネルの重要性、また必要性は、これは非常に高いものがございまして、今、建設

課長のほうから話もあったように、本当に大事なトンネルなんです。しかし、これを、やはり

早期着工、早期完成を目指してやっていただかなければいけないわけですけれども、その間の

いろんな問題が出てくるわけです。このことに関しては、ぜひ、各担当、それから地域の住民、

そして防災、火災に関しては消防団とのすり合わせを、もうすでに、今の時期からやっておい

ていただきながら、通行止めになったときに混乱のないような、そういう形をつくっていただ

きたいと、このように考えておりますので、ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。 
 このトンネルに関しては、１０年後に、中部横断道が開通するわけです。その中部横断道に

絡んでの、やはり、１つのアクセス道路の役目も、今後、果たす可能性が大であると思います。

ぜひ、着工に向けての早期完成に向けての地域住民のみならず、町の絶大なるご協力をお願い

しまして、私の一般質問を終了させていただきます。 
 ありがとうございました。 

〇議長（松木慶光君） 
 以上で松浦隆君の一般質問は終わりましたので、松浦隆君の一般質問は終結いたします。 
 次は通告の３番、芦澤健拓君です。 
 芦澤健拓君、登壇してください。 
 芦澤健拓君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 通告に従いまして、質問させていただきます。 
 こちらに商業登記簿の謄本、現在事項全部証明書というのがございます。これは増穂町小林

というところに本社を持ちます株式会社 山の都運輸という会社の謄本でございます。私たち

の会の、女性部の方がある情報を得まして調べましたところ、この会社が車田字大平という、

 ８９



今の予定地のところから下部トンネルを抜けまして、久那土のほうにまっすぐ行って、一番は

じめのカーブを右のほうに曲がるんですけど、その左側の山林、それを３筆、この会社がつい

最近、４月２５日に買収をしております。 
 この会社の、事業目的のはじめのほうに、産業廃棄物の収集・運搬および処理業。産業廃棄

物に関するコンサルタント業務。一般廃棄物の収集・運搬および処理業というふうに掲載され

ております。この会社の社名からも、あるいは、この中の役員の氏名からも山の都の関連会社

であるということは明らかでございます。 
 この土地、山林３筆で７，５３４平方メートルという、かなり広い土地を買収しているわけ

ですが、身延町土地利用指導要綱によりますと、３千平方メートル以上の土地の開発行為につ

いては、町と事前協議等を行うというふうに決められております。今までに、この土地の開発

行為について、事前協議等の申し出がなされているかどうか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 企画財政課長。 
〇企画財政課長（鈴木高吉君） 

 ご答弁を申し上げます。 
 ご質問の土地につきまして、３千平方メートル以上の開発行為が行われるとすれば、要綱に

基づく事前協議が必要ということでございますけれども、現在のところ、事前協議書は提出さ

れておりません。 
〇議長（松木慶光君） 

 芦澤君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 ありがとうございました。 
 それでは、この車田字大平というところで、射撃場のちょっと上のほうになるわけですが、

この場所を山の都運輸がどのような形で使うのかということは、まだ明らかではありませんが、

地元車田の皆さんは、あそこを土捨て場にするんではないかということで、非常に心配してお

ります。つい最近、地権者の集会を開いて、そういう問題がもし発生した場合に備えて、反対

運動をしていきたいというふうな話も聞いております。非常に地元でも、そのへんを心配して

おりますので、開発行為についての事前協議等の申し出がございましたら、できるだけ早く、

そういうことを住民にも公表していただきたいというふうに考えます。 
 それで、この身延町土地利用指導要綱というのがありまして、事前協議と協定書の締結とい

う手続きだけで、その土地利用が可能になるというふうな、非常に甘いといいますか、弱い、

要するに強制力のない指導要綱というものが定められているわけですが、ご存じのように、県

は５圏域に、公共関与による処分場を造りたいという意向がありまして、インターネットなん

かでも、そういうものを募集しております。 
 それから２月２日に設置許可が出まして、その後、５月１２日に砂防指定地内行為、あるい

は林地開発について不許可という処分を下しました。許可を出したあとに、わずか３カ月余り

で不許可ということで出されたわけですけども、こういうふうな、公共関与による最終処分場

を造りたいという県が、しかも記者会見の中で、知事は民間がやってくれることはありがたい

というふうな、そういう発言をしています。そういうことから、今後、今のところ、山の都の

設置作業は進んでおりませんが、これがもし、なんらかの事情で、今、いろんなやりとりをし
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ている最中ですけども、もし万が一、これが許可になったりすると、非常に大きな問題になる

と思います。それから、今後、今回の問題が不許可で終了いたしましても、今後、身延町内に

おいて、そういう公共関与の処分場、あるいはまた、民間の処分場の設置とか、そういうふう

なことが発生する可能性が非常に大きいわけです。というのは、今まで、ここまで、山の都の

作業が進んできておりますので、非常にやりやすい状況にあるというふうに関係者は見ている

ようなところがございます。 
 そこで、私のほうからお聞きするんですが、兵庫県では産業廃棄物処理施設の設置に関わる

紛争の予防と調整に関する条例ということで、かなり強制力のある条例をつくって、こういう

ものに対処しようとしております。身延町として、こういうふうな条例で、こういう問題に対

処しようというふうな意向がおありかどうかをお聞かせ願いたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 企画財政課長。 
〇企画財政課長（鈴木高吉君） 

 お答えします。 
 身延町の土地利用指導要綱、今、議員さんのご指摘の要綱でございますけれども、安全で良

好な地域環境を確保するということを目的といたしまして、町内の開発行為に対して、必要な

基準を定めているものでございます。 
 開発行為については、町として建築物の確認。あるいは、工作物の建設などの用に供する目

的。それから土地の区画。それから形質の変更。また土地の区画、形質の変更を伴わない建築

物の建築。あるいは土地の区画、形質の変更をいうというような形に規定されておるわけでご

ざいますが、多くの内容を現在、含んでおります。 
 町内における、さまざまな開発行為に対して、この身延町の土地利用指導要綱に基づき、こ

の網の中で、指導要綱という形でありますけれども、事前協議を行いまして、安全、それから

良好な地域環境を確保しているという形で認識を、現在しております。現在のところ、この要

綱を条例化するという考えは、今のところございません。 
〇議長（松木慶光君） 

 芦澤君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 なぜ、こういう心配をするかと言いますと、今回の山の都の設置の許可申請、あるいは森林

開発、あるいは砂防施設内行為等の許可申請がありましたけども、県の指導要領というのがご

ざいまして、これは廃棄物処理施設設置に関する指導要領というんですが、これに従って、業

者は県と、いろんな事前協議をしなければいけないと。事前協議の中には当然、地元の合意形

成とか、そういうふうなことが定めてられているわけです。 
 しかし、業者は県の指導要領を一方的に、その事前協議というものを打ち切って、指導要領

を無視して廃掃法にしたがってのみ動くというふうな状況があったわけです。したがって、身

延町に、今ある土地利用指導要綱というふうなものでは、到底、こういう業者には対抗できな

いというふうに考えますので、したがって、そういう心配がありますので、非常に強制力のあ

る条例をつくる考え方はないかというふうに、今、お尋ねしたんですが、今のところないとい

うことですので、今後、このへんについては検討していただきたいと思います。 
 続きまして、学校エコ改修と環境教育事業への応募ということで、町当局の見解を伺いたい
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と思います。 
 これは現在、環境省が小中学校の校舎のエコ改修、エコ改修というのは、簡単に言いますと

ＣＯ２をあまり出さないような、そういうふうな設備にするというふうな意味で、学校の校舎

を熱にも強いとか、そういうふうな、環境にもやさしい、そういう校舎に造り替える。それか

ら地域において、合わせて環境教育事業を行うというふうなことで、こういう事業を推進して

おります。この件に関して、ご存じかどうかお伺いしたいんですが、よろしいでしょうか。 
〇議長（松木慶光君） 

 学校教育課長。 
〇学校教育課長（赤池一博君） 

 この事業があるということは、承知しております。 
〇議長（松木慶光君） 

 芦澤君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 この事業は、非常にありがたいといいますか、現在、募集しておりますのは、ちょっと、こ

れが６月３０日締め切りということですので、非常に厳しい状況ですが、来年度、またはさ来

年度から、こういう事業に応募していただくと、非常にいいんではないかということで、これ

をお聞きしているわけですけども、これは補助交付額が年間６００万円から１億円までという

ことで、最高３億円の補助をもらえる、３年間で最大６億円の事業が可能と。補助が３億円と

いうことですね。そういう事業で、非常にわれわれのようなというか、こういう地域にとって

はありがたい事業だと思いますけども、現在、全国で１１校がエコフロー事業という、この事

業に参加しております。毎年、募集をしているようですけども、３月３１日までに、たぶん応

募したところがなかったんではないかと思うんですが、これが延期になって６月３０日という

ことで、非常にそういう意味では時間的な問題がありますので、厳しいかなと思いますけども、

この事業の内容が、非常にいい内容でありまして、エコ改修、校舎を改修する工事と、それか

ら環境教育を、その地域において行うと。それに対して、環境省のほうで、例えば講師ですと

か、建築関係の技術の普及とか、もちろん学校での環境教育とかということに活用するための

資金を出してくれるということなので、非常に有益な事業だと思います。この処分場建設反対

運動という中で、いろんな勉強をさせていただいているんですが、その中で、こういうものが

つかまったというか、見つけられたということなんです。 
 私、昭和２１年生まれで、今年６０歳になったんですけども、私たちの世代というのは、日

本の経済復興の中で、非常に経済最優先ということでやってまいりました。一生懸命働いて、

環境というふうなものをまったく無視して、環境を優先するよりも、むしろ経済を優先すると

いう意味では、エコロジストではなくてエコノミストというふうな感じで進んできたわけです

けども、今、環境を汚し放題に汚してきて、今、ツケがまわってきているというふうな状況だ

と思います。実際、今、なんとか手を打たないと、地球環境が破滅に向かっていくと、人類滅

亡の危機を迎えると、そういう可能性もあるという状況でございます。 
 先日、ある女性から、今年の母と女教師の会の活動方針の中に処分場反対の考え方を取り入

れたいというふうなことで、相談を受けました。そういうことであれば、環境教育についての

取り組みというふうなものを設けて、その中で処分場問題も、その一環として取り上げたらど

うかというふうな提案をして、これは取り上げてもらったんですが、そんなことも考えますと、
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今ここで、身延町も非常に、状況としては、山の都の処分場問題が発生して、それに対する反

対運動が実際、いろんなところで、大勢の方に意識的に行われていること、それから、この４月

から新たなゴミ分別収集方法の実施ということで、環境に対する意識が非常に高まっている。

それから１８日の新聞では、大垈に風力発電の可能性を探るための風向風速の調査を行う計画

があるということで、これが山梨県企業局から発表されたわけですけども、いろんな状況がい

いほうに向かっているんではないかというふうに、私は考えておりまして、この機会を捉えて、

子どもたちを中心にした環境教育に取り組みまして、町民全体に、これを広げていって、廃棄

物や環境問題を真剣に考えるまちづくりをしたらどうかと。身延町を日本の環境先進地域とい

うことで考えていってもらいたいという意味も含めて、先ほどの校舎のエコ改修と地域におけ

る環境教育事業と、これを利用したらどうかということをお聞きしたいんですが、町長のお考

えをお聞きします。 
〇議長（松木慶光君） 

 町長。 
〇町長（依田光弥君） 

 お答えをいたしたいと思います。 
 今、環境省の総合環境政策局の事業として、ただいまおっしゃった、この学校のエコ改修と

環境教育事業公募ということでございますけど、これは細かい事業の内容というのは、ちょっ

と私も、まだ、承知をいたしておりませんので、いろいろと全国の各自治体で３月の締め切り

で充足できなくて、また６月というような格好でございますので、これは推測でございますけ

ど、なかなか事業自体に制約があるんではないかなというような感じはいたしたわけでござい

ます。ですから、それはクリアできれば、それにこしたことはないので、今年が間に合わなけ

れば来年という、基本的にはそういう考え方は持っております。 
 それと身延町の環境の問題でございますけど、これは環境下水道課が主力になっておりまし

て、チームマイナス６％の一応、各事業所等について、この数値をはっきりしていただいて、

それをクリアするようにということでお願いをしてありますし、今年、小中学生の代表と、私

との話し合いの中で、石塚小学校でございますか、ＢＤＦの、実際に子どもたちがおやりになっ

ているというようなこともございますし、いろいろな面で環境問題については、各種団体等々

の皆さん、積極的に取り組んでいただいておりますので、とりあえず、この事業については、

正直なところを申し上げて、そんなに胸を張っては言えませんけど、先進町だという感じは、

現状でも持っておるところでございますので、これをさらにいろいろな面で、推進をしていき

たいなと思っておるところでございます。 
 実は、今年の夏の対策でございますけど、小中学校の生徒から夏が暑くて大変だから、エア

コンを入れてもらいたいという要望がございました。そういう面で、一部、ご存じのような格

好で、寄附ももらったという経緯もありまして、設置をさせていただくわけでございますけど、

全部クリアできるわけにはいきませんで、今年は緑のカーテン、グリーンカーテンという形で、

各小中学校に原材料を支給して、そして南の暑いほうへ、そのカーテンをしてもらったらどう

だろうということで進めさせていただいておるところでございますので、手法として、いろい

ろあろうかと思いますけど、今、そんな格好で取り組んでおるところでございまして、鋭意、

この環境問題については、努力をいたしてまいりたいなと思っております。 
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〇議長（松木慶光君） 
 芦澤君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 非常に環境問題、あるいは環境教育ということに関しては、重要な問題であるということを、

ぜひ皆さまも意識していただきたいということで、本日はこういう質問をさせていただきまし

た。 
 続きまして、下部温泉の新泉源の有効活用ということでお聞きしたいと思います。 
 「しもべ奥の湯高温源泉」というふうに名づけられたようでございますけども、本日の新聞

で、その新源泉を使った手作り足湯という、こういう新聞の記事がありますが、身延、下部区

長の旭大三さんが造っていただいて、これを県の許可を得て、利用許可が下りて正式にオープ

ンしたというふうな記事でございます。 
 これで、ちょっと疑問に思ったんですが、確か、発表会のときには温度５０度というふうに

お聞きしたような気がするんですが、この新聞を見ますと、温度約４０度の高アルカリ性単純

泉というふうにありますが、これについて、もしお分かりになればお願いします。 
〇議長（松木慶光君） 

 企画財政課長。 
〇企画財政課長（鈴木高吉君） 

 現地、お分かりでしょうか、今、足湯に使っているのは自噴している部分でございまして、

先だって、４月に公表をいたしました事柄については、ポンプアップをしたお湯を、その地表

に出たところで測りまして、そして温泉法に基づく温度とか、あるいは量を公表したというこ

とでございます。 
 現在のは自噴しているというようなことで、それを有効利用しないのはもったいないなとい

うような、お声もございまして、それではということで、地元のほうで計画したんですが、い

わゆる地表に出る距離、それから地表に出てから、３０メートルございますでしょうか、現在、

黒いポリの配管をいたしまして、そこで足湯の舟に入れているという状況がありまして、その

足湯で測った段階の温度が４０度弱というふうなことだと思われます。 
〇議長（松木慶光君） 

 芦澤君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 ありがとうございます。 
 自噴で１，５００メートルという距離を上ってくるために、１０度の差があるというふうな

お話ですが、ということはポンプアップすれば５０度はあるということですね。下部温泉郷、

皆さんもご存じのとおり、信玄公のかくし湯として、大変、歴史のある温泉郷であります。こ

の新泉源を有効利用するための条例を制定する作業が進められているというふうなことをお伺

いしていますが、現在、その作業はどんふうに進められているのか、あるいは、その内容、進

捗状況、条例制定の基本理念等が、今、ここで発表できれば、お聞きしたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 企画財政課長。 
〇企画財政課長（鈴木高吉君） 

 下部温泉郷の新しい泉源につきましては、昨年８月から掘削を行ってまいりまして、４月
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２６日に、皆さまに発表することができたわけでございます。先ほどのお話のとおりでござい

ます。それで、この温泉をどのように活用を図っていくかということにつきまして、利用の基

本計画を策定中でございます。温泉郷の関係者と今後、協議を進めていく中で、実施計画とい

うものを策定するんですけれども、これに基づきまして、条例を制定して、分湯をしていきた

いと、このような基本的な考えを持っておるわけでございます。 
 現在の状況でありますけども、旧町のときから、この温泉ボーリングにつきましては、既存

の温泉源の影響がまず、あっては困るというふうなことが１点ございましたので、引き続いて、

その温泉の影響調査をしてまいったわけでございます。その中間報告というのが出まして、こ

の温泉の影響につきましては、現在のところ、影響ないというふうな中間報告をいただきまし

たので、源泉を持っていらっしゃる方に、先だって、その報告をさせていただいたところでご

ざいます。 
 この影響調査については、今後も引き続いて、いよいよ稼動した段階の影響も当然、測らな

ければならないわけですので、ある程度の期間は引き続いて、いかなければならないというこ

とが１つ、ございます。これが１点。 
 それから、温泉の活用方策につきましての、やはり、地元との協議をして、ご意見等も伺う

中で、条例策定等にも反映していかなければならないかなということがございまして、今後、

６月の下旬、あるいは７月の上旬にもかかるかと思うんですけども、地元とのお話し合いをし

ていきたいと、まず、思っております。 
 それから、これは手続きなどのことでありますけれども、動力揚湯をするということでござ

いますので、新たに県のほうへ動力揚湯の許可申請を出す必要がございます。これは６月の下

旬には提出をいたしまして、７月に開催をされる予定の温泉審議会に提出していただけるよう

な準備を進めていきたいと思っております。 
 それから条例でございますけれども、諸事整えまして、現在の予定ですと、７月下旬か、あ

るいは８月の上旬あたりをめどに準備をしたいと思っていますが、臨時議会をお願いするよう

な形になるでしょうけども、補正予算を含めて、条例の制定をしていきたいと、このような計

画でおります。 
 それから、理念というふうなお話がございましたので、この点について、考え方を述べたい

と思います。 
 今回の掘削の目的につきましては、旧町の下部町の時代からの長い懸案でございました。下

部温泉郷の活性化のためという、まず、位置づけがあるわけでございます。先ほど、ちょっと

足湯のことが出ましたけれども、自噴の量だけでは揚湯量が当然、不足でございます。動力装

置を設置していくという予定であります。動力装置は先ほど言いましたように、県の許可が必

要でございますけれども、この動力の規模につきましては、県の指導基準がありまして、動力

を設置する場合の楊湯量については、原則的に毎分２００リットル以内ということがございま

す。よって、この指導要綱に従ってやることになるわけですけれども、分湯につきましては、

基本的に下部温泉郷内で旅館業法に基づく営業許可を受けた者、いわゆる入湯税等を納付して

いただいている者、また公共施設等も一部あるでしょうか、このへんのところへ供給をしてい

くという予定で、今、考えております。 
 また、先ほどもふれましたが、影響調査については、給湯が開始されましたのちにおいても、

引き続き、ある程度の期間、行っていくという、基本的な考えは以上のようなことで進めてい
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きたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 芦澤君。 

〇５番議員（芦澤健拓君） 
 まさに、その基本理念のところの活性化ということをお聞きしたかったわけですけれども、

ご存じのように下部温泉郷というのは、非常に道路が狭く、利便性が悪いと。それから駐車ス

ペースも少ないと。それから、もう１つは温泉組合が分立しているというふうな、いろんな問

題を抱えているわけです。 
 私たち、地元の人間とすれば、このたびの新泉源の掘削で、こういう問題を一挙に解決でき

ないかというふうなことまで考えているというか、ぜひ町当局にお願いしたいというふうな思

いがあるわけですけれども、今、実際、ご存じのとおり、下部温泉郷というのは、非常に、今、

申し上げましたように、問題点が多い、元気のない温泉郷であるわけですけども、これをなん

とか活性化することによって、身延町の今後の、観光身延にもつながっていくのではないかと

いうふうに考えておりますので、ぜひ、そのへんのことも含めての総合的な施策を考えていた

だきたいと思うんですが、その点についてのお考えをお聞きしたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 企画財政課長。 
〇企画財政課長（鈴木高吉君） 

 今、議員さんのほうからお話の中にございましたように、地域の活性化のためと、まさに、

そこを狙っておるわけでありますけれども、温泉街の活性化をしていくためには、いくつかの

問題もあります。当然、地域的なこと、地形的なこと、それから温泉街というふうなことがあ

ります。１つにはたまたま下水道の、環境面に配慮して下水道の施設整備のことも、当然、１つ

はございます。それから、もう１点は今、主題でございます温泉の利用という、現在、大きな

問題は、この２つだと、当面の問題はそのようなことで認識をしております。 
 温泉につきましては、素晴らしい温泉が、新泉源を得ることができたということでございま

して、これを機に、いわゆる、今までの温泉郷のイメージを払拭して、一新をしていきたいと、

このように思うところでございます。 
 また、議員さんが申しております諸問題につきましても、皆さまと意見交換をいたしまして、

今後の下部温泉郷の新たなイメージアップにつながる事柄でございますので、活性化のために

方策をしていきたいと、このように思っております。 
 まだ、温泉が出たというような時点だけでございまして、実際にはこれから、地域の皆さま

のご意見を聞いたり、また条例を策定する中で、具体的な論議をしていただくわけでございま

すけれども、ぜひ町も、また議員さんのほうも、この点をぜひ、ご指導、またご鞭撻をいただ

きまして、私どもも頑張りますので、よろしくお願いしたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 芦澤君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 ありがとうございます。もちろん、私どもも微力ではございますけども、一生懸命取り組ま

せていただきたいと思います。 

 ９６



 当然、この５０度という温度でありますと、今まで沸かし湯で使っていた燃料やなんかの関

係も考えますと、非常に大きな経済効果もあると思います。そんなことも含めまして、下部温

泉の復活というか、活性化ということで、ぜひお取り組みいただきたいということで、次の質

問に移らせていただきます。 
 最後に教育委員会、学校教育課、生涯教育課などが下部支所から移転するというふうなこと

をお聞きしておりますけども、この点について、そういう計画があるのかどうか、事実なのか

どうかということについて、お伺いしたいと思いますが、町長さんでよろしいですか。 
〇議長（松木慶光君） 

 町長。 
〇町長（依田光弥君） 

 まだ、この議会の皆さん方に、一応、提案をさせていただいて、予算的な措置ですとか、い

ろいろな面で出させていただくような状況ではございませんが、基本的にはこの下部支所の建

物の問題が、一応、基本的な問題として浮上をしてきたわけでございます。これは正直なとこ

ろを申し上げて、旧町時代に、東海地震等の影響もあるんで、各町で耐震補強等はやってまいっ

た経緯があるわけでございますけど、残念ながら、旧下部町ではおやりになっていなかったと。

今年の２月でございますが、ＮＨＫで放映されました県下の、要するに行政の中枢になります

役場の本所、また支所の耐震補強がされていないところは、県下で２カ所と。その中に下部の

支所が入っていたと。 
 私は、テレビを見まして、これはただごとではないわけなので、なんとか早く、このことに

ついては、きちっとした形で処理をしていかなければまずいんではないかなということで、課

長会議を通じて支所の移転。移転先は、保健センターが１８年の４月から、すこやかセンター

のほうへ、大体、本課が移るということで、あそこが空くということもありまして、それでは

支所を、そこへ移ってもらったらどうだろうかと。 
 その前に、一昨年の１２月に、合併をした町に対する特別な補助金というのがまいりまして、

２億４千万円ばかりの総額でございますけど、それを、１２月ごろでございましたけど、総務

省のほうから、一応、声がかかったわけで、急きょ、３月の年度末までに、その事業をきちっ

と挙げなければならないということもありまして、要するに非常用の発電機でございますね。

これを本所、ここと身延支所と下部支所へ設置をしようということで、これは２，４００万円

前後くらいなんですけど、それでは下部支所はどこへ置くのかなということで、あの建物だと、

建物のほうがまいってしまうんではないかということで、保健センターへ設置した経緯があり

ます。これは議会の皆さん方に、予算の面でもご理解をいただいて、そのときに、議会の皆さ

んから、それは支所へ置くべきだというようなお話はなかったわけでございまして、これは私

どもの考え方が妥当であったと思っているわけでございます。 
 そんな経過もございまして、２月の放映を見ましたものですから、ぜひ、そういう格好でし

ていただきたいというようなことで、支所長、そして関係の担当課のほうで、いろいろ努力を

してもらったと思うんですけど、なかなか、すっきりした状況づくりができていないと。 
 ４月でございますか、下部地区の地域審議会の皆さん方にもそのことについては、ご協議が

あったということは聞いておりますけど、支所が移るのは結構だろうと。だけど、教育委員会

までが保健センターへ入るというのは、これは本来の保健センターの機能がおかしくなるんで

はないかと。教育委員会が入るのは相成らないというようなことで、そのときの私たちの、お
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話を聞いた経緯の中では、それでは教育委員会はどうするんだと。だから、保健センターへ入

れないとなれば、教育委員会は開発センターへ改修をして入るか、それともよそへいくかとい

うようなことも、話し合いの中にあったというようなことを聞いておりますけど、教育委員会

が出るとか、出ないとかは、政治的ないろいろな問題があるというようなことを聞いておりま

すので、そこらはまだ、結論も出ておりませんし、これは教育委員会の所掌のことであります

ので、私どもがとやかく、どこへいけとかなんとかというわけにはまいらないわけでございま

すけど、支所が移っていただくということは、これは中枢機能でございまして、今はコンピュー

ターやなんかの、そういうものが入っているわけですから、あの建物の中で、もし災害にあっ

たときには、その機能が果たせないと。できるだけ早く、その保健センターのほうへ移っても

らう作業を進めていただきたいということですけど、依然として、まだ、そのままであると。 
 ですから、話の、一応、計画等については、そういう格好で出ておりますけど、議会の皆さ

ん方に予算等についてご審議をいただくような、今、状態ではございませんので、ご理解をい

ただきたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 芦澤君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 町長のお考えは、よく分かりました。 
 下部支所とか開発センター、開発センターは特に耐震基準については、問題はないんでしょ

うか。そのへんをちょっと、お伺いしたいんですけど。 
〇議長（松木慶光君） 

 町長。 
〇町長（依田光弥君） 

 耐震基準については、問題はあるというような感じはいたすわけでございますけど、このこ

とについては今、業者を通じまして、耐震の測定をして、耐震診断を今、急がせております。

できれば、この議会に間に合えばなと思って、芦澤さんの質問を予測したわけではありません

けど、なかなか、仕事が早くいかないものですから、できるだけ、すっきりした形にして、議

会の皆さん方に、私どもの考え方を理解していただきたいということがありまして、開発セン

ターについては、耐震の診断を今、進めておるところでございます。 
〇議長（松木慶光君） 

 芦澤君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 下部支所、開発センター、いずれも耐震基準がクリアされていないということになると、近

い将来、取り壊しなども含めて、あの場所に改めて、そういう施設というか、設備を造るお考

えはあるのかどうか、その点についてお伺いします。 
〇議長（松木慶光君） 

 町長。 
〇町長（依田光弥君） 

 開発センターの診断が出てまいりませんと、はっきりしたことは言えませんけど、とりあえ

ず耐震補強をすることによって、開発センターが機能をするということであれば、当分の間は、

支所を取り壊したあとの使い勝手のいいような形で、これは整備をしなければならないと思い
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ます。 
 その耐震診断の結果、どうしても、あれはどうにもならないよということであれば、これは

下部の皆さん方にはやはり、いろいろな歴史がありますし、あそこの場所は、思いが熱いわけ

でありますので、そのことについてはまだ、私どもといたしましても、率直に申し上げて、考

えてはおりません。 
 ですが、あそこの支所へ入る道路の問題、いつも私たちも通らせていただきますけど、大変、

狭隘でありますし、曲がりくねっていますし、この前から車が来れば、待っていなければなら

ない。ああいうふうな状況でもって、その地区の中枢機能をあそこへ置くというのは、心情的

には分かりますけど、機能的にはずいぶん、これは考えなければならないなということで、道

路の問題とか、そういうようなものもひとつ、含めながら、今後考えていきたいなと思います

けど、これは地域の皆さん方のお考えとか、そういうようなものも、一応、お聞きをする中で、

よりよい最終的な結論を出させていただきたいなと思いますし、予算もお出ししますので、で

きるだけ、このことについては、前向きに考えさせていただきたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 芦澤君。 
〇５番議員（芦澤健拓君） 

 合併によりまして、いろんな機能の集中ですとか分散ですとか、そういうことが非常に難し

いところがあると思うんです。今、町長のご答弁の中にもございましたけども、下部支所の、

今ある場所というのは、非常にそういう意味では、使い勝手のあまりよくない場所であるかも

しれません。その点をどういうふうに是正していくのかということが、１つ、別の問題として

あるかも分かりませんが、機能の集中ですとか分散に関しましては、今後もできるだけ住民に

多くの情報を伝達していただきまして、住民感情を逆なでしないような形で、いろんなことを

進めていただきたい、そういうことで質問を終わりたいと思います。どうぞよろしくお願いし

ます。 
 ありがとうございました。 

〇議長（松木慶光君） 
 以上で芦澤健拓君の一般質問が終わりましたので、芦澤健拓君の一般質問は終結いたします。 
 昼食のため、暫時休憩いたします。 
 再開は午後１時といたします。 

休憩  午前１１時５５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時００分 
〇議長（松木慶光君） 

 それでは、会議を再開いたします。 
 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 
 次は通告の４番、渡辺文子君です。 
 渡辺文子君、登壇してください。 
 渡辺文子君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 私は３点について、質問させていただきます。 
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 まず最初に社会福祉協議会の事業状況と、今後の方針についてお尋ねをいたします。 
 まず１点目、住民主体の事業についてということなんですけども、社会福祉協議会、特に今、

合併して、町が大きくなったということで、地域のコミュニケーションを大切に守り、強めて

いく必要があると思います。特に、こういう過疎地では、お互いに支え合って生活をしていく、

こういうことが重要な課題だと思っています。そういう中で、住民が参加し、協力して地域づ

くりをしていくために、社協の役割は本当に重要だと考えています。この住民主体の事業につ

いて、今、ボランティア活動とか、いきいきサロンの活動とか、いろんな活動があると思いま

すけれども、この事業、現状はどうなっているのかを、ご説明をしていただきたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 社協事務局長。 
〇社協事務局長（佐野文一君） 

 社会福祉協議会では、平成１８年４月、支所を統合いたしまして、本所のほうに集めたわけ

でございます。まず総務担当、それから本所に総務担当、それから地域福祉推進担当と、介護

サービス担当の訪問介護部門、これを下部の保健センターに配置しております。また、通所介

護サービス部門、居宅介護支援事業を中富すこやかセンターに配置しております。また生きが

いデイサービス、それから配食サービスにつきましては、各地区に配置しておるわけでござい

ます。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 渡辺君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 今、私が言ったのは、住民主体の事業についてということで、そのあとに福祉サービス事業

とか、事務局体制とか通告してありますので、１番目は住民主体の事業について、ボランティ

アとか、そういう事業、どういうふうになっているのかということでお尋ねをしたんで、お願

いします。 
〇議長（松木慶光君） 

 社協事務局長。 
〇社協事務局長（佐野文一君） 

 住民サービスの事業ということでありますので、まずは一番先に出てくるのはボランティア

関係の事業でございます。また、心配ごと相談とか、福祉サービス利用の援助事業でございま

すね。あとは地域福祉推進事業、福祉バスの関係がございます。あと共同募金の配分事業。そ

れから、歳末助け合い事業。それから、配食サービスでございますね。それから外出支援サー

ビス事業、これは下部だけでございます。それから、生きがい活動支援通所事業。それから家

族介護、介護者の交流事業でございます。それから、介護予防生活支援事業。それから、地域

支え合い事業などがございます。あと、居宅介護支援事業。それからデイサービス事業等、あ

とホームヘルプサービス事業、訪問介護事業。それから支援費制度の居宅介護事業、精神障害

者の居宅介護事業などがございます。あと老人クラブの関係の事務局、ねんりんピックとかそ

ういったものの事務の関係の事業を、社協で行っております。また、心身障害者の福祉事業の

実施。それから、福祉関係団体への支援というようなことで、手話サークルとか愛育会、それ

から食生活改善推進委員会、それから母子福祉会などの支援を行っております。 
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 以上です。 
〇議長（松木慶光君） 

 渡辺君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 今、全部にわたってお話をしていただいたんですけども、私は、この住民主体の事業につい

て、いくつか、本当に皆さんのご協力で、ボランティアも多くの方たちが参加をして、本当に

熱心にボランティア活動をしていただいています。それから、いろんな場面で、住民の皆さん

に参加をしていただいて、地域づくりということで頑張っていただいているんですけれども、

その中で、私は２点について、ちょっと質問をしたいと思います。 
 例えば、旧中富でやっていた、おもちゃ図書館ですよね。これは月に２回、保育園にあがら

ないまでのお子さんとお母さん、おばあさんでもいいんですけども、そういう方たちが集まっ

て遊んだり、話をしたりということで、おもちゃ図書館というのを何回か見せていただいたん

ですけども、本当に、お母さんたちから話を聞いたんですけども、やっぱり、普段は親子２人

で家の中にこもっているけれども、こういうところに来て、いろんな人と話ができて、子ども

も楽しそうだし、私もすごくよかったという話を、いろんな人からお聞きをしています。これ

にはボランティアさんが関わってくれて、本当に地域の中で子育てをするということで、どこ

のお子さんということが分かるようなことで、これは、いい制度だなというふうに、私はすご

く、旧町時代から思っていたんです。 
 それと、もう１つ、いきいきサロンですね、これはいつまでも、お年寄りの皆さんに元気で

いていただくために、生きがいデイまではいかないけれども、地域の公民館とか、そういうと

ころを利用して、集まっていただいて、ご飯を食べたり、お茶を飲んだり、それから、たまに

は保健師さんに来ていただいて、血圧を測っていただいたりということで、本当に、予防事業

だと思うんですよね。こういうところに力を入れるということが、私は大切だというふうに思っ

て、これも各地区で、いろいろで協力していただく議員さんは、さまざまなんですけれども、

福祉推進員さんというのが中富、身延にはありまして、旧下部にはなかったんですよね。それ

で、こういう制度があって、皆さん協力して、支え合って、地域づくりをしているということ

で、これもすごくいい制度だなというふうに思っているんですね。そういう意味でやっぱり、

住民が関わって、行政だけにお願いするんではなくて、住民自らが、そういうまちづくりに関

わって、自分ができることを一緒にしていく。そして地域づくり、まちづくりをしていくとい

うことは、すごく重要なことだなと。社協は、ここで大きな役割を果たしているんだなという

ふうに思っているんですけども、これが旧町単位でやっていたことが、なんか、そのまま、せっ

かく合併したのに、そのいいことが広まっていかないというところが、私は問題ではないかな

というふうに思っているんですよね。こういう、いいことは、やっぱり各地区で広げていただ

いて、例えばおもちゃ図書館だったら、各地区にあって、そして車を持っているお母さんだっ

たら、よその地区までも行けるというような、そういう機会を増やすということも、重要なこ

とではないかなと思っていますので、ぜひ、このおもちゃ図書館、それから生き生きサロンで

すね、こういうのは、全町に広げていただきたいなという事業なんですけども、これについて、

社協ではどういうふうに認識をされて、どういうふうに、これからしていこうとされているの

か、お尋ねをいたしたいと思います。 
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〇議長（松木慶光君） 
 社協事務局長。 

〇社協事務局長（佐野文一君） 
 本年４月に統合いたしまして、それぞれの事業、まだ、各地区ごとにやっている事業という

ふうなものが大半でございます。これらの事業を、難しい点もあろうかと思いますけども、今

後、精査しながら、事業の統一化を図っていきたいと。例えば、下部でやっていなくて、中富

でやっている。あるいは身延でやっていなくて、中富でやっているというような事業がありま

すよね。そういった事業を精査しながら、いいものは広めていくというような取り組みも進め

ていきたいと考えております。 
〇議長（松木慶光君） 

 渡辺君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 では、いいものを広めていくという方向で、よろしくお願いいたします。 
 それから、福祉サービス事業ということで、先ほどもちょっと説明をしていただいたんです

けども、生きがいデイサービス、これは３地区にありますよね。それから介護保険対応のデイ

サービスは、これは中富地区ということで、それぞれ皆さん、本当に楽しみに毎日通っていて、

とても楽しい、職員の皆さんも一生懸命やってくれているし、本当に楽しみで来ているんだよ

という話を多くの方から伺っています。この事業、私は生き生きサロンも必要だし、それから

生きがいデイも、各地区に１つずつということではなくて、もうちょっと、増やしていく方向

で考えていく、結局、介護保険の世話にならないようなことに力を、今入れていくということ

が、経費削減の意味でも必要ではないかなと。そういう意味では、この生きがいデイサービス

を、もっと各地区１つずつではなくて、公民館がありますので、そういうところを利用しなが

ら、広げていく必要があるんではないかなというふうに思っています。 
 この事業が、今後どうしていくのかというのが１点と、それから今、社協のケアマネージャー

というのは１人、旧下部で、社協でケアマネージャーをということで、ケースを担当していた

だいているんですけども、今まで下部地区担当だった方がコンピューターの関係で、中富のふ

れあいセンターに移らざるを得ないということで、私のところに、相談したくて行ってもいな

くて遠くになってしまったということで、ぜひ戻してもらいたいという話がありました。 
 いろいろ、私も調査をしたんですけども、なんか変な話なんですけども、コンピューターで

人が、本来、そこにいてもらわなければいけない人が、主に旧下部地区の相談に乗っている人

ですから、そこにいていただかなければいけないんだけれども、コンピューターが下部では使

えないということで、ふれあいセンターに行ってしまったんですけども、そういう機械に左右

されて、ちょっと残念な部分もあるんですけども、それで仕方がないといって、そのままでは

なくて、それだったら、もうちょっと工夫をして、例えば、訪問なんかも、旧下部地区の人を

担当しているわけですから、訪問なんかも下部に、当然、来なくてはいけないという時間も、

とらなくてはいけないと思いますので、例えば週に何回か、午前中、下部にいるというような

ことが皆さんに周知徹底されれば、少しは不便が解消されるんではないかなと、そういう努力

を、私はすべきではないかなと。コンピューターで対応できないから、向こうに行ってしまう

よということではなくて、そういうような、やっぱり知恵を使って、福祉に関わることですか

ら。 
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 そして社協というのは、民間、いろいろありますけども、困難なケースを担当する場合が多

いと思うんですね。やっぱり、そこが社協の特徴であると思うんです。だからこそ、やっぱり

困難だからこそ相談をしたいと、そういう方が近くにいるわけですから、やっぱり、そういう

努力をすべきだと思いますので、曜日を決めて行くとか、そういう努力をすべきだと思います。 
 それから、ケアマネージャーは今、３５ケースしか、１人で受け持てないというふうになっ

ていますよね、今度の介護保険の制度の中で。そうすると、増穂なんかは８名だか７名だかい

るんですって、町内の中にケアマネージャーが。もちろん民間もありますけども、やっぱり、

困難ケースを、その社協の中で処理していくには、私は１人では、とても無理ではないかなと、

抱えきれないんではないかと、対応仕切れないんではないかなというふうに思っています。そ

して、この１人がもし、なんかあった場合には、では、どうするのかなというふうに思ってい

ますので、なんとか、この増員ですね。せめて２人でないと、相談もできないというところも

ありますので、この増員も考えていただきたい。これが２点目です。 
 それからヘルパーさんなんですけども、このヘルパーさん、介護保険対応、それから対応外

ということ、それから身体障害者、それから知的障害を持つ人たちにそれぞれホームヘルプサー

ビスを行っていますけども、この方々、各地区に６名ということで、それが先ほどおっしゃっ

たように一本化ということで、下部に集まるということなんですけども、１回、下部に集まっ

て、中富だったら中富にまた帰っていく、身延に帰っていくことがあって、私は、これは無駄

ではないかなというふうに思うんですよね。こういう、やっぱり、地域の住民と密着した担当、

もちろん事務的なことは、コンピューターで一本化しなければならないのかも分からないけど、

こういう住民との対応をするという場面では、もうちょっと柔軟な対応をしていいんではない

かなというふうに思うんです。そういう意味で、このヘルパー事業、今後、どういうふうにさ

れていくおつもりなのか、３点について伺いたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 社協事務局長。 
〇社協事務局長（佐野文一君） 

 まずはじめの生きがいデイサービス、この関係でございますけども、利用者から、いろいろ、

私どもが感想とか、そういうものを聞くわけですけども、１カ所へ集めた場合、ほかの地区か

らきている業者と、いろいろ話ができると。楽しくて、できれば毎日というふうな話もあるわ

けですけども、そういった利点があるわけですね。例えば、下部を対象にした場合、各地区へ

公民館を利用してというような話があったわけですけども、公民館を利用してしまうと、その

地区だけの利用者だけになってしまうわけですね。情報もそれほど入ってこないというような

状況に陥ると。今、うちのほうでマイクロバスというんですか、そういった車を利用して、１カ

所へ集めているわけでございますけども、やはり、出てくるにも、ある程度、山の中から出て

くるというような状況がありますから、どうしても、その車を使わなければならないという状

況になりますね。各地区へ造るよりも、１カ所に集めてしまって、総合的に見てやったほうが

効率もいい、あるいはそういったお年寄りの間に、いろいろな情報も入るというようなことで

もって、当面はこのまま、しばらく様子をみようということでやっております。 
 それから、ケアマネの関係ですね・・・介護関係のデイサービスで、今、中富でやっており

ますけども、やはり生きがいと同じような状況もありまして、それぞれというようなこともで

きないというふうな状況でございます。やはり中富のほうで、ある程度の許可も必要というこ
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とになりますので、中富のほうで、一本化でやっていきたいと考えております。 
 それから、ケアマネの関係でございます。 
 ケアマネにつきましては、当初、下部というようなことも考えたわけですけども、下部にあ

りますケアマネのパソコンですが、パソコン、それからソフトも古くて使えないというような

状況に陥りまして、どのくらいかかるんだというふうなことですけども、かなり２００万円、

３００万円というような金額になってしまうわけです。たまたま中富のほうに、それに対応で

きるパソコンがありまして、ソフトだけをちょっと変えれば対応できるというようなことで、

中富のほうへ移動したわけでございます。 
 しかし、ケアマネにつきましては、電話が入ってくれば、それぞれの地区へ出向いて相談に

乗るというようなことをやっておりますから、中富に座りっぱなしということばかりではない

ということです。例えば、下部から中富までの車の移動の時間ですけども、ほとんど１５分。

ですから、下部の社会福祉協議会へ電話が入れば、そのまま中富へまわします。ＩＰ電話でもっ

て、すぐケアマネのほうへまわってしまいますので、そうすると、今度、ケアマネが下部のほ

うへ来て、そこでもって相談できるというようなことを今、やっております。 
 それから、次がヘルパーの関係ですが、ヘルパーにつきましては・・・ケアマネにつきまし

ての増員ですけども、先ほどの３５人というようなことでしたが、４０人を超すと単価が下が

るということですので、今、ケアマネがやっている人数は３５人です。１人で大変だと思いま

すが、これにつきましても、ちょっと、今のところまだ、うちのほうでも考えていないという

ところでございます。 
 身延の社協ばかりでなくて、ほかのほうもケアマネもやっておる、利用者が中富にも入って

おりますし、そういった形でもって、当面はケアマネ１人でございますけども、やっていきた

いというように考えております。 
 それから、ヘルパー関係でございますけども、ヘルパーを１カ所に集めました。これは時間

をまず、有効的に利用するということ。それから３地区に平等のサービスを提供するというこ

とと、それから日常的な業務の中でのケースの打ち合わせですね、これは毎日帰ってきて、そ

のケースの打ち合わせをするわけですけども、これは６人でもって、即座に夕方できるという

ようなことが利点でございます。 
 時間を有効に使うというようなことですが、今までは３地区でもって、やっていました。利

用者がないときには、中だけの業務というようなことをやっていましたけども、今度は３地区、

一緒のところから全部、出ていきますから、有効的にその時間が使えるわけですね。今、利用

者が６６人おります。６６人おりまして、ヘルパーが６人ですから、ちょうど１人が１１人の

持ち分になるわけですけども、そういった形でもって、有効的に使えると。１人休んでも、別

のヘルパーが、すぐそこへ対応できるというようなことで、１カ所へ集めたということでござ

います。 
 以上でございます。 

〇議長（松木慶光君） 
 渡辺君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 時間がないので、端的にお答え願いたいんですけど、生きがいデイについては、３地区で広

めるつもりはないとおっしゃるんですけども、もちろん車で送迎をして、いろんな広範囲の人

 １０４



が集まって、話題もあるということはあるんですけども、そうなると、やっぱり限られた人数

しか、行きたいというふうに思っても来られないというような状況があるわけですから、限ら

れた人数しか、この生きがいデイに行けないということもあると思います。 
 それから介護保険対応のデイは、広げるかどうかということではなくて、今後、続けていく

のかどうかということをお聞きしました。 
 それからケアマネの件なんですけども、だからコンピューターで、中富でしかできないとい

うことは、もう、しょうがないなというふうに思っていますから、知恵を働かせて、住民の皆

さんに月曜日だったら月曜日の午前中、ここにケアマネがいますよと、ご相談があったらここ

に連絡をくださいと。もちろん電話では、あっち行ったりこっち行ったり、できるかもしれな

いですけど、困難なケースが多いと、先ほど私、言ったんですけど、そうしたら、やっぱり話

をしてほしいというところも出てくるから、私のところに困っているから、なんとかしてとい

う声があったと思うんですね。だから、これに対して、週に何回いるとかということを、ちゃ

んと決めて周知徹底をしてほしいということを、私、さっきお願いしたんですけど、それに対

するお答えがなかったので、それが１点ですね、それについて、お願いしたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 社協事務局長。 
〇社協事務局長（佐野文一君） 

 まず、中富のデイサービスの部門でございますけども、これも一応、試行的ということでもっ

て、社協でもって１年ということで、今やっております。町との協議もあるわけでございます

が、今のところ、その協議を今から進めていかなければならないというふうなことで、先のこ

とはちょっとまだ、今のところ分かっておりません。 
 それから、ケアマネのことですが、やはりケアマネも、下部ばかりでなくて、中富とか身延

のそういうところもありますので、下部、例えば何日来ているというよりも、かえって電話の

ほうがいつでも飛び出せるというような状況になっておりますので、そのほうが有効的に使え

るということだと、私ども考えております。 
〇議長（松木慶光君） 

 渡辺君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 次に事務局体制ということで、先ほどおっしゃったように、４月から社協が一本化したとい

う話をお聞きしました。一番最初に住民主体の事業についてということで、ボランティアの皆

さんに協力していただいている、多くの方に協力していただいているというふうに言ったんで

すけども、身延は連絡所ということで、ボランティア担当の方がいらっしゃるということなん

ですけども、中富にこのボランティア担当の方がいなくなったということで、中富のそのボラ

ンティアの方が、やっぱり、近くに相談できる相手がいないということで、もうボランティア

を辞めてしまいたいという声を聞いているんですよね。やっぱり、こういう、地域の住民と協

力していただいている方たちが安心して、その事業に協力していただけるような体制づくりを

していく必要が、私はあると思っているので、そういう意味では支所機能というんですかね、

そのボランティア担当を、その地区に残すというようなことを、私はすべきだというふうに思っ

ていますけども、これについて、どうでしょうか。支所機能を残すという意味で。 
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〇議長（松木慶光君） 
 社協事務局長。 

〇社協事務局長（佐野文一君） 
 今の身延、それから下部、それから中富、それぞれボランティアの差があるわけですけども、

中富のボランティアコーディネーター、それを下部のほうへ引き上げたということで、引き上

げたというよりも、統合ということでもって、下部のほうへ来ていただいております。保健セ

ンターのほうに事務所を構えているわけですけども、とにかく各地区のボランティアの活動で

すが、いろいろやっているというか、バラバラという感じがするわけですね。ですから、これ

をまず、まとめることが大切かなと。それぞれの地区に、特色のある事業をやっているんです

けども、やはり、いいところは、ある程度、伸ばさなければならないというようなことがあり

ますので、まず、そのボランティアをまとめて、各地区、それぞれの交流がもっと、もてれば

いいのかなというようなことで、下部に来て、それから今度、各３地区でそれぞれの事業も、

もちろんやってもらうんですけども、全体のボランティアの集まりというんですか、そういう

ものも大切ではないかなということも考えているわけです。 
 今、うちのほうから事務分掌をしてあるのは、３人を今、してあります。それぞれの担当と

いうこともないわけですけども、身延は身延と、中富は１人、それから下部にもそれぞれ１人

というような、割り振りはしてあります。１人のコーディネーターがいろんな事業を考えて、

それぞれやっているわけですけども、まず、とにかく３地区をバラバラではなくて、まとめて

やったら、もっと強いものが出るんではないかなというように、今、考えているわけです。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 渡辺君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 ボランティアというのは、昔から、その地域地域で特徴を持って、皆さんが頑張ってくれて

いるんですよね。それを合併したから、１つにする必要がどこにあるんでしょうか。私は、そ

の地域の特色を持った、ボランティア活動で十分だと思います。その地域の人たちが不安になっ

たときとか、相談したいときに、その地域に相談する方たちがいて、相談に乗っていただいて、

その地域のコミュニケーションづくりをしていく。そして、もちろん、身延町が１つになった

ということで、経験交流とか、例えば、いろんな地域から学ぶということも必要だと思います。

でも、それは、そのあとの問題で、まずはその地域のボランティアの方たちが、今まで、どう

いうボランティアをされてきたのか。どういうボランティアが一番、その地域に合っているの

か、そこのところをよく見極めながらやらないと、ただ１つにまとめればいいという、そうい

う考えは、私は、ちょっと違うんではないかなと。だから、事務局体制については、きちんと

ボランティア担当を地域に残す、支所機能を残すことが必要ではないかなというふうに思って

います。 
 なんか、あんまり話がかみ合わなくて、時間がないものですから、最後の今後の方針につい

てにいきます。 
 介護保険が始まったときに、全国では自立ができる社協とか、それから自分たちで自分たち

の給料を稼ぎ出すとか、そういう社協の形というのがすごく、もてはやされたときがありまし

たけれども、やっぱり、それはこういう、少子高齢化というか、こういう町には無理なことで、
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さっきも言ったように、民間ではちょっと大変だという、困難ケースのところを引き受ける部

分が社協にはないと、社協の存在意義が、私はないというふうに思います。採算がとれないと

か、効率が悪いとか、そういうことは、もう仕方がないことなんではないかなというふうに思っ

ていますけども、そういう部分を地域の住民の皆さんに協力をしていただいて、地域のコミュ

ニケーションをより強固なものにしていく、支え合う地域づくりをしていくということに社協

の存在意義があると思うんですけど、そういう意味から、今後、社協としてはどういうふうに

していこうとしているのか。社協から、それから、いくつかの事業を町として委託をしていま

すけれども、町長からは町として、どういうふうにお考えなのかをお聞かせいただきたいと思っ

ています。 
〇議長（松木慶光君） 

 社協事務局長。 
〇社協事務局長（佐野文一君） 

 統合いたしまして、まだ２カ月ちょっとということでございますので、現状では、このまま

様子をみようかなということでございます。今後、不都合なところがございますれば、是正を

しながら、充実したサービスが提供できるような状態に変えていくというんですかね、そういっ

た状況にしていきたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 町長。 

〇町長（依田光弥君） 
 渡辺議員がおっしゃっている、地域のボランティアですけど、旧町単位でもってボランティ

アの皆さん方、結構、コーディネーターもおいでになって、それぞれの地区で、きちっとした

活動はしておるわけでございまして、なんか、ご質問をお聞きすると、そういうものは機能し

ていないようにおっしゃっていますけども、この間の４月に行いました区長会の席上でも、身

延地区では、地域の集落福祉会というのがございまして、これは２０何年も続いているわけで

すけど、集落単位でもって区長さんを中心に社協の皆さんとか、ボランティア推進員の皆さん、

それぞれが各集落で、高齢者の皆さん方のお世話をするというようなことで、毎月やっており

ますし、また、いろいろなボランティアがあるわけですけど、年に１回、ボランティア推進大

会というものがございまして、それなりにきちっとしたコーディネートをされているわけでご

ざいますし、中富地区でも同じような、ちょっとニュアンスが違いますけど、同じようなもの

がございまして、区長会で社協から出された、要するに、そういう高齢者に対する福祉関係は、

身延地区と中富地区、下部地区は残念ながら、そのことが社協から出ていないわけです。その

ことをおっしゃっているんではないかなとは思いますけど、これは各旧町の社協の、いろんな

考え方とか、そういうようなものがあろうと思いますが、やはりおっしゃるように、各地域ご

と、集落単位ぐらいに、このボランティアの皆さん方にきめ細かい対応をしていただくのが一

番、ベストかなと思うわけなので、そういうものをコーディネートするのが社協の役目であろ

うかと思うわけでございますので、そういうことは町としても社協に、ぜひお願いをしたいと。 
 介護サービスとか、いろいろなサービス事業が、とりあえず民間にどんどんと、要するに民

間の企業が参入をしておるわけでございます。私は社協の本来の措置時代のあれは、本質的に

は失ってはならないなと思うところでありますので、サービス事業として参入をしてくれてお
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りますところは、社協がそこまでやることはないなと思うわけで、要するに民間のサービス業

者にお願いしたあとの、きめ細かいものを社協がやっていただくというのが、今日の社協の役

目であろうかと思うわけでございますが、どうも、そのお年寄りの面倒を社協がみなければな

らないというような、そういう思いが強いわけで、どうしてもサービス業者には任せきれない

というような面もあろうかと思いますけど、やはり、こういう時代ですから、要するにお互い

が仕事を分け合う中で、きちっとした対応をしていくのが町の務めだろうし、社協の務めであ

ろうかと思います。 
 社協の皆さん方が、どんなふうに、今、福祉の問題を社協として考えておいでなのか。ここ

のところ、きっちり、それは社協の皆さん方が理解をして、そして行動に移していただきませ

んと、いつまでも町の委託事業をおやりになっているというような考え方では、今後の福祉の

事業というのは、成り立っていかないのかなと思いますので、町としてはそんなふうに考えて

います。 
〇議長（松木慶光君） 

 渡辺君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 ボランティア機能が停滞しているとは、私は言っていないです。皆さん、本当に熱心に、一

生懸命、各地区でボランティアをしていただいているんですけども、ただ、中富の方から伺う

と、やっぱりボランティアをしている上で、いろんな相談、困ったこととかあって、今までは、

相談員がいたから、すぐ相談できたけれども、それがいなくなってしまって、もうボランティ

アを辞めたいという声があるということで、お聞きをしたものですから、やっぱり、そこの地

域に担当は残すべきではないかと。そういうことで、質問をしたまでです。 
 そして、さっき、私も言ったんですけども、もちろん民間のサービスは民間の方にお願いを

するんですけども、やっぱり民間というと、どうしても採算がつきますよね。そうなると、やっ

ぱり採算がとれない困難なケースというのが、どうしても社協にきてしまうということは、も

う仕方がない部分がありますので、別に民間のものをとってまでやろうという問題ではなくて、

そういう困難なケースを社協は担当、今までもしてきたでしょうけれども、これからも、そう

いうことをしていく必要があるということを私は言いたかったので、なんかちょっと、誤解を

されている部分があるなというふうに思いますけども、時間がないものですから、次の質問に

移らせていただきます。 
 ２点目、学童保育事業について、お尋ねをいたします。 
 子どもを取り巻く、さまざまな事件や事故で、子を持つ親をはじめ、多くの町民の方々が不

安を持って生活をしています。学童保育事業、今まで旧中富でやられていましたけども、合併

を機に、身延地区でも下部地区でもということで始めたんですけども、各施設の利用状況です

ね、それと課題、これについて、まずお尋ねをしたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 子育て支援課長。 
〇子育て支援事業（赤池和希君） 

 お答えをいたします。 
 現在、町内で３カ所の会場で、学童保育を実施しております。先ほど言いましたように、昨

年度から取り組みをしまして、２カ所増えまして、現在３カ所でございます。 
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 利用状況になりますと、４月、５月の利用状況を一応、平均をしまして、数字的なものを申

し上げますと、原公民館、これは北小学校と原小学校を対象としましての学童保育で、１５人

の登録者に対しまして、平均しますと１３人の利用がございます。それから西小学校、それか

ら東小学校、南小学校を対象とした学童保育は、豊岡公民館で実施をしておりまして、３０人

の登録に対しまして、平均して２５人の利用があります。それから静川小学校、西嶋小学校、

久那土小学校を対象とした学童保育は、西嶋の和紙会館をお借りしまして実施しております。

登録につきましては、６人の登録に対して２人の利用実績がございます。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 まだ・・・。 
 子育て支援課長。 

〇子育て支援事業（赤池和希君） 
 課題につきましては、対象者が共稼ぎの両親、それからおじいさん、おばあさんがいない家

庭というふうなことになっておりまして、補助対象事業としましては、１年から３年というふ

うなことになっておりますけれども、４年、５年、６年まで対象を拡大しまして、できるだけ

多くの方が利用していただくように、これから努力をしていくところでありますけれども、な

かなか利用が少ないといいますか、少ないところもありますので、そのへんも利用していただ

くように努力をしていきたいと。 
 それから下部小学校の対象児童が、希望者がいるわけですけども、昨年度、指導員の確保の

関係で、若干、開催が延びております。そんなことで、そのへんを含めながら、指導員の確保

をしながら、下部小学校にも学童保育をということで努力をしていきたいと、こんなふうに思っ

ております。 
〇議長（松木慶光君） 

 渡辺君。 
〇１３番議員（渡辺文子君） 

 関係者の方々のご努力、それからご協力で、３地区で学童保育が実施されています。私も３地

区、まわって見てきたわけですけれども、例えば、久那土地区の小学校で１８名、学童保育に

入りたいという希望があったけれども、西嶋と合わせて２人の登録ということで、私が行った

ときには１人で遊んでいました。これはどうしてなのかなと考えたんですけど、いろいろな困

難な理由はあるんでしょうけども、やっぱり学校の近くに、できたら、あったら、親も迎えに

行きやすいしということで、親の話も聞いたんですけれども、それから原公民館では、やっぱ

り、ここも間借りなものですから、ロッカーもなくて、子どもたちはランドセルを置くカゴは

あったんですけども、なんか、そのへんにあるというような感じで、もうちょっと、間借りで

すけど、難しいところもあるんでしょうけども、もうちょっと、子どもたちにとって、本当に

いい、少しでもいい環境づくりを心がけていただきたいというふうに思いました。 
 それから豊岡公民館は、ここは施設的にはすごく素晴らしいところで、私が行ったときには、

３０人近くいて、本当ににぎやかで、元気に遊んでいたんですけども、ただ、やっぱりここも

間借りで、施設的にはすごく素晴らしいんですけども、なかなか、公民館なものですから、ほ

かに気を配りながら、子どもたちも過ごさなければいけないという意味で、ちょっと大変だな

と。とりあえず始めたということで、今後、課題については、努力をしていただきたいなとい
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うふうに、それぞれの地域で思いました。下部についても、ぜひ、早期に実現できるようにし

ていただきたいというふうに思っています。 
 それから、基本的には１年生から３年生ということなんですけれども、その地域の状況、そ

の家庭の状況においては６年生まで対応できるようなことを、現実、していただいていると思

うんですけども、それを全部に広げていただきたいなというふうに思っています。 
 それから親御さんたちから話を聞くと、やっぱり夏休みとか、そういう休みに、今、午前中

ということなんだけども、１日見ていただかないことには、昼まで預かってもらって、１回、

迎えにいかなくてはいけないということで、ちょっと大変な思いをしているということで、夏

休みは、これは豊岡のお母さんたちに聞いたんですけども、夏休みは、そういうことで、１日

預かってもらえないものだから、県内の親戚の家に預けたり、やっぱり、すごく苦労をしてい

るということなので、ぜひ夏休みは１日にしてほしいという要望がたくさん、これは全地区の

お母さんたちから出たんですけども、それについて、町として今後の、どういう方針でいかれ

るのか、町長からちょっと、お聞かせいただきたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 町長。 
〇町長（依田光弥君） 

 学童保育、一時はあんまりニーズがなかったんですけど、ここへきて、やっぱり少子化対策

等で、また、お母さん方も仕事があるというようなことがありまして、ニーズが増えてきてい

るわけでございますけど、議員がおっしゃるように、間借りでなくて、きちっとした形の施設

整備ということが理想的でありましょうけど、これはなかなか、地域的な広がりのある町であ

りますので、なかなか難しいでございますが、私たちは、最初は学校が今、だいぶ少子化で教

室が空いているわけでございますので、教室の一番、これは東小を例にとりますと、東小の大

改修をやったときに、一番はずれの教室を学童保育とか児童保育、そういうような格好で使え

るスペースをしていただきたいということで、外から出入りができるような改造をしていただ

いたわけでございますけど、どこの学校でも、要するに子どもたちが放課後ということであり

ますので、学校が一番直近でいいわけで、そこへ、要するに保育をやっていただける人たちが

行けば、それにこしたことはないわけですけど、これは学校の管理上だとか、先生方が大変、

このことについて、あんまり積極的にご協力はいただけないというようなことで、そういうこ

とは断念した経緯があります。 
 ですから、やはり今の学校の状況、これは教育委員会の範ちゅうですから、私があんまり、

こんなことを言うのは差し支えあると思いますけど、施設整備をするような、今、財政的な面

がなかなか難しいわけでございますので、間借りみたいな格好でありますけど、原の場合も、

ご存じのような経緯で、公民館を借りているわけでございますので、ここのところはお互いに

知恵を出し合って、よりよい場所を探すが一番いいと思いますけど、ここのところは教育委員

会の皆さん方と、やっぱりお話し合いをする中、私どもとまた、立場が違うといえば、立場が

違うわけでございますので、教育の現場の皆さん方がどんなふうにお考えになるのか、ここら

はまた、詰めさせていただければと思いますけども。 
〇議長（松木慶光君） 

 渡辺君。 
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〇１３番議員（渡辺文子君） 
 次にいきます。 
 住民検診事業について、時間がないので端的にお答えを願いたいと思います。 
 住民検診を受けやすくするための施策について、町としてはどういうふうに取り組んできた

かということでお聞かせ願いたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（中澤俊雄君） 

 住民検診につきましては、合併協定書の中で検診内容の充実を図り、基本的に自己負担額を

１割として、合併翌年までに統一できるように調整を図ることになっていました。このような

中で、平成１７年度から検診項目、検診機関、自己負担額の統一を実施しました。 
 まず、受けやすくするためには、下部地区、身延地区では、７０歳以上の高齢者も合併前は

負担金をとっていました。合併統一ということで、７０歳以上につきましては、負担金をとら

ないようにしました。それから送迎を各集落まで、きめ細かくしまして、なるべく、特に足の

便が悪い地域におきましては、住民検診に行くのが大変ですから、送迎をやりました。それか

ら、もう１つ、６５歳以上の方につきましては、結核予防等が変わりまして、今までは４０歳

以上が受けていたんですけど、６５歳以上になりました。その方につきましては、結核の検診

だけを受ける方につきましては、別の日程で、今度は結核検診車を各集落にまわしまして、やっ

ています。そんなふうな関係で、受けやすくするためには、努力しているつもりでおります。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 渡辺君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 努力は認めますけども、さらなる努力が、私は必要ではないかなというふうに思って、いく

つか、住民の皆さん、あれですよね、町でも保健推進員の皆さんと、いろんな話し合いをする

中で、いろんな改善点とか、そういうものもあるとは思うんですけども、住民の皆さんから、

いくつか話を聞きました。その中で、やっぱりこういうふうにしたら、もっと検診を受けやす

くできるんではないかということで、ちょっと発表させていただきますけれども、３月議会の

中で、中富の同僚議員の質問で、１６年度、１７年度の受診率ということで、４８％から３８％

になって、１０ポイント下がったと。やっぱり個人負担が、今まで無料だったのが１割負担に

なったというところで、ほかの負担も今、増えていますから、そういう意味では、これが大き

な影響ではないかなというふうに思っているんですよね。ご努力をされているのは分かるんで

すけど、うちなんかで金額を計算してみたら、夫婦で５，４００円かかるんですよね。ほかの

負担も増えているという、こういう社会状況の中で、自分の健康は自分で守るんですけれども、

やっぱり、なるべく、その個人負担を減らす方向で努力をしていただきたいというのが１点。 
 それから受診の時期なんですけども、これがいつも寒い時期、１１月とか真夏とか、そうい

う時期に行われていますので、昨年では乳ガン検診をするのに、下着１枚で外で待っていて、

それで風邪で寝込んでしまった人がいたとか、夏の炎天下でテントもないところで、ずっと並

んで待っていたとかということがありますので、時期の設定を、もうちょっと早い段階で、き

ちんとしていただきたい、支障がないようなことをしていただきたいということと、それから

 １１１



結果が出るのが遅いので、もうちょっと早く結果を知りたいということがありました。 
 それから検診、多くの方がいっぺんに行くということで、お年寄りなんかでは本当に、どこ

に行っていいのか分からないということで、とても気の毒な人がたくさんいたということで、

次はここですとか、案内してくれる人がいたら、もうちょっと受けやすいのになということの

話が出ました。こういうのは、先言った保健推進員さんとか、こういう方の協力を要請すると

かということもできると思いますので、検討をしていただきたいと思います。 
 それから子宮ガンの検診ですけども、これは医療機関でしかできないことになっていますけ

れども、他の町では検診車で子宮ガンの検診もできるということも聞いています。これは医療

機関で検診をしても、結果は電話では受け付けてくれないで、出向いて行って、聞かなくては

いけないというところもあるそうなので、できたら医療機関と検診車と、選べるようなシステ

ムができるといいなというふうに思っています。 
 それから人間ドックのことなんですけども、３５歳から５年おきに６５歳までということで、

３００人。旧下部では３００人が年間受けられていました。６５歳以上の人は受けられないと

いうことで、大変がっかりしている人もいたので、もうちょっと、この年齢を引き上げてもら

えないかということで、強く要望がありました。それから５年に１回はちょっと、住民検診も

あるんだけども、やっぱり人間ドックに行って、調べてもらいたいということで、５年に１回

では少ないので、もうちょっと、その間隔を狭める努力をしてほしいなという声も出ていまし

た。 
 それから早川町との組合立の病院で、飯富病院がありますので、いっぺんにたくさんという

ことは無理だと思うんですけども、年間を通じて予約で、少しずつできるような、やっぱり住

民の皆さんに聞くと、近くで、例えば病気が見つかっても近くで診療できるということがすご

く安心につながるということで、できたら飯富病院で人間ドックができないだろうかという話

もお聞きしたので、以上、住民の皆さんから要望があって、本当は一つひとつについて、どう

なのかということを聞きたいんですけど、時間がないものですから、もし、こういうところを

改善できるということがあったら、お願いをしたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（中澤俊雄君） 

 まず、中富の受診者の減った部分ですが、事務所が統一して、はじめて分かったわけですが、

中富では１７年度は郵送で、個人が切手を貼って、郵送で回収をしていたようです。個人が郵

送で、こういう申し込み書を送るというのは、自分で８０円切手を貼って送りますから、そん

なことで回収率が非常に悪かったです。身延地区は９４％、下部地区は９３％、中富地区は

６８％の回収率で、今度ははじめて、事務所が合併し、今年度から統一した方向で、郵送で送っ

て、保健推進員さんが回収していくことで、１８年度から３町統一しました。それと同じよう

に、３町統一した部分がありました。保健推進員さんに、今年度６月ごろ、申し込み書の回収

をしていただいたわけですが、それで実施が７月、８月、１１月です。特に下部地区は、そこ

で１１月ということで、非常に寒い時期で、住民の皆さんから非難がありましたので、今年度、

下部地区は１１月は行いません。７月、８月です。それで、１８年度中に、もう一度、保健推

進員さんにやっていただくと、来年の１９年５月ごろ、ちょうど、検診が１週間ぐらい期間が

空いている日がありました。そういうことを保健推進員さんにお願いして、もう一度、２月ご
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ろやっていただけないかといいましたら、３町の保健推進員は快く引き受けていただきまして、

２月ごろ、もう１回、回収をしていただきます。そうすると、５月に１週間分できます。だか

ら１９年度につきましては、５月と７月、８月の予定でおります。そんなことで、なるべく受

けやすいように、少しずつですが、努力しています。 
 あと人間ドックにつきましては、非常に費用がかかる部分がありまして、個人負担金が今、

９千円と８千円になっておりまして、そのほかの部分は３万５千円、３万７千円ぐらいかかり

ますが、町で出しています。そういった費用の部分が、非常に一番問題であります。 
 あと飯富病院につきましては、医療を兼ねたスタッフが人間ドックもやっていると。聞きま

したら、１日、２、３名ぐらい、できるようなことを言っていました。また、これにつきまし

ても、うちの保健師と飯富病院の関係者で話し合いを行いまして、できるのかということを、

また、話し合いを行っていきたいと思っています。 
 それとあと、子宮ガンにつきましては、なんか検診車が県内に１台ありまして、南部町で、

そういう格好でやっておるんですが、これにつきましても、どっちがいいのかという、非常に

住民の皆さんの問題もありますので、保健師を中心に検討していきたいと思っています。 
 以上です。 

〇議長（松木慶光君） 
 渡辺君。 

〇１３番議員（渡辺文子君） 
 続きをしたいんですけど、時間が限られておりますので、以上で終わりにしたいと思います。 
 ありがとうございました。 

〇議長（松木慶光君） 
 以上で渡辺文子君の一般質問が終わりましたので、渡辺文子君の一般質問は終結いたします。 
 以上で通告されました一般質問は、すべて終了いたしました。 
 以上をもちまして、本日の日程は終了いたしました。 
 本日は、これをもちまして散会といたします。 
 大変、ご苦労さまでした。 
 なお、ちょっと連絡いたしますが、議員の中から、また委員長からも、明日、地域めぐり、

または事務調査等をしたいというようなことがありましたが、委員会の権限、調査権、審査権

で、所管事務の調査は会期中が原則というようなこともありますので、その中で各常任委員会、

協議した中で行っていただきたいと、こんなように思います。 
 以上でございます。 

〇議会事務局長（深沢茂君） 
 大変、ご苦労さまでした。 
 それでは、あいさつをしたいと思います。 
 ご起立をお願いします。 
 相互に礼。 
 ご苦労さまでした。 

散会 午後 ２時００分 
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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（深沢茂君） 

 それでは、朝のあいさつをしたいと思いますので、ご起立をお願いします。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 

〇議長（松木慶光君） 
 本日は、大変ご苦労さまでございます。 
 それでは、出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 
 本日は、議事日程第３号により執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 付託議案に対する委員長報告を行います。 

 総務常任委員長、川口福三君。 
〇総務常任委員長（川口福三君） 

 （以下、総務常任委員会報告書の朗読につき省略） 
〇議長（松木慶光君） 

 総務常任委員会委員長の報告は、終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 委員長報告に対する質疑を行います。 

 総務常任委員長に対する質疑を求めます。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第３ 委員長報告に対する討論を行います。 

 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第４ 提出議案の採決を行います。 

 請願第２号について、委員長報告のとおり採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、請願第２号 日本郵政公社の集配局廃止計画に反対し、中止を求める請願について

は、採択することに決定いたしました。 
 お諮りいたします。 
 本日、町長より追加議案が提出されました。 
 これを日程に追加し、追加日程として議題にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、追加日程として議題とすることに決定いたしました。 

 １１７



  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第１ 追加提出議案の報告ならびに上程を行います。 

 議案第８４号 身延町立身延北小学校屋外プール新築建築主体工事請負契約について 
 議案第８５号 財産の取得について 
 同意第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 
 以上、３件を一括上程いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第２ 追加提出議案の説明を行います。 

 町長。 
〇町長（依田光弥君） 

 それでは、平成１８年身延町議会第２回定例会の追加提出議案について、説明をさせていた

だきます。 
 まず、議案第８４号でございます。 
 議案第８４号 身延町立身延北小学校屋外プール新築建築主体工事請負契約について 
 身延町立身延北小学校屋外プール新築建築主体工事請負契約について、身延町議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得、または処分の範囲を定める条例（平成１６年身延町条例第

５０号）第２条の規定に基づき、議会の議決を求める。 
記 

 １．契約の目的 身延町立身延北小学校屋外プール新築建築主体工事 
 ２．契約の方法 指名競争入札による契約 
 ３．契 約 金 額 金７，０８７万５千円 
 ４．契約の相手方 山梨県南巨摩郡身延町波木井１３５ 
          近藤工業株式会社 代表取締役社長 近藤憲央 
 平成１８年６月２２日 提出 

身延町長 依田光弥 
 提案理由でございますが、身延町立身延北小学校屋外プール新築建築主体工事請負契約を締

結するため、議会の議決が必要である。 
 これが、この議案を提出する理由でございます。 
 次に議案第８５号 財産の取得について。 
 身延町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分の範囲を定める条例（平成

１６年身延町条例第５０号）第３条の規定に基づき、下記のとおり財産を取得することについ

て、議会の議決を求める。 
記 

 １．財 産 の 種 類 物品（消防用備品） 
 ２．物品名および数量 消防ポンプ自動車 １台 
 ３．購 入 金 額 金１，６３９万８，７１０円 
 ４．購 入 先 山梨市万力８２７－２ 
            三和防災株式会社 
 平成１８年６月２２日 提出 

身延町長 依田光弥 
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 提案理由でございますが、身延町消防団消防ポンプ自動車を購入するにあたり、議会の議決

が必要である。 
 これが、この議案を提出する理由であります。 
 次に同意第２号でございますが、同意第２号 人権擁護委員候補者の推薦について。 
 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定

により、議会の意見を求める。 
 平成１８年６月２２日 提出 

身延町長 依田光弥 
記 

 住  所 山梨県南巨摩郡身延町梅平１６４８番地 
 氏  名 望月秀哉 
 生年月日 昭和９年１月７日生まれ 
 住  所 山梨県南巨摩郡身延町北川５２８７番地 
 氏  名 小林五百子 
 生年月日 昭和１９年１０月１３日生まれ 
 住  所 山梨県南巨摩郡身延町宮木５１７番地 
 氏  名 高野雅史 
 生年月日 昭和１８年８月２０日生まれ 
 住  所 山梨県南巨摩郡身延町中山１８７６番地 
 氏  名 遠藤和美 
 生年月日 昭和２１年１２月１５日生まれ 
 住  所 山梨県南巨摩郡身延町帯金１４７番地１ 
 氏  名 千須和百合子 
 生年月日 昭和２０年７月２０日生まれ 
 以上の皆さんでございますけど、ちょっと役職等について、ご説明をさせていただきたいと

思いますが、まず第１番目の望月秀哉さんでございますが、７２歳。皆さん方もすでにご存じ

でございますが、元郵政省職員ということで、身延町議会議員、現職でございます。そして人

権擁護委員を現職でお務めいただいております。再任でございます。 
 次に小林五百子さんですが、６１歳。この方も、やはり人権擁護委員の現職でお務めいただ

いておるわけでございまして、再任でございます。 
 高野雅史さん、６２歳でございますが、役職は中富町立原小学校校長を平成１６年３月

３１日に退職をされまして、現在、平成１８年度の宮木区長をお務めいただいております。新

任でございます。 
 次に、やはり新任でございますが、遠藤和美さん。５９歳。役職等でございますが、元身延

町立身延南小学校教諭。平成１４年３月３１日に退職をされております。現在、身延町行政改

革推進委員会委員、平成１７年５月２５日から２０年の３月３１日までが、この任期でござい

ます。 
 次にやはり新任でございますが、千須和百合子さん。６０歳でございます。役職でございま

すが、元下部町・中富町・身延町合併協議会委員。現在でございますが、男女共同参画プラン

策定委員会委員長をお務めいただいております。 
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 以上でございます。よろしくご審議をいただいて、可決、またご同意を頂戴いたしたいと思

います。よろしくお願いいたします。 
〇議長（松木慶光君） 

 町長の説明が終わりました。 
 次に担当課長の詳細説明を求めます。 
 議案第８４号、議案第８５号について、企画財政課長。 

〇企画財政課長（鈴木高吉君） 
 議案第８４号につきまして、補足説明をさせていただきます。 
 議員さんのお手元のほうに、議案第８４号関係資料というのをお配りいただいておりますの

で、これによりまして、説明をさせていただきます。 
 工事名は、身延町立身延北小学校屋外プール新築建築主体工事であります。 
 工事個所は、身延町大字下山字川除下地内であります。 
 予定価格は、７，１１０万円でございました。 
 入札は、６月１３日に行われました。役場の本庁舎で開催をされました。 
 入札に参加した業者名は、記載のとおり、扶桑建設、それから松井組工友、旭工業、近藤工

業、それから小林建設、身延工業、川口建設、それから望月建設、以上の８社でございました。 
 入札は１回で行われまして、落札者が近藤工業株式会社に決定いたしました。 
 落札額６，７５０万円ということで、これは税抜きでございます。 
 仮契約を同日に行っております。 
 仮契約額、消費税を含んで７，０８７万５千円であります。 
 工期は、議決の日の翌日ということです。 
 それから完成の予定とすれば、１０月１３日。 
 工事概要は、記載のとおりでございます。 
 プールを２５メートルの１１メートル。また、サブといたしまして、８メートルの５メート

ルの設置でございます。 
 工事の金額によりまして、議決が必要になりましたので、提出をいたしました。 
 それから議案第８５号でありますけども、やはりお手元の資料をご覧ください。 
 物品の取得ということで、消防ポンプ自動車を１台、購入をしたいところでございます。 
 見積もりの依頼につきましては、５月３１日に発送いたしまして、６月１２日提出というこ

とで、記載のとおり、見積もり業者４社となりました。三和防災、それから中村ポンプ工作所、

東ポン商会、それから東八防災、以上の４社であります。 
 ６月１２日に役場において、開札をいたしまして、三和防災株式会社に決定をしました。 
 仮契約金額ということで、１，６３９万８，７１０円。これは消費税込みであります。 
 納入期限といたしましては、１１月３０日。役場に納入ということであります。 
 この消防ポンプ自動車については、下部の第１分団第３部、いわゆる湯町でありますけども、

ここに配備をする予定であります。 
 車両等の概要については、記載のとおりでありますが、四輪駆動、それからいすゞオーバー

型とございますけども、いすゞのあとに「キャブ」という言葉を足してください。いすゞキャ

ブオーバー型の高床の４，７７０㏄です。ポンプはＡ２級ということでございます。 
 なお、現有のポンプにつきましては、昭和６０年の３月に購入をされた、２１年経過したも
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のでありました。 
 以上、備品の購入、７００万円以上ということで議決が必要になりましたので、審議をよろ

しくお願いします。 
 以上であります。 

〇議長（松木慶光君） 
 以上、提出議案の説明が終了いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第３ 追加提出議案の質疑を行います。 

 議案第８４号について、質疑を求めます。 
 質疑ございませんか。 
 笠井万氾君。 

〇１７番議員（笠井万氾君） 
 それでは議案第８４号について、１点だけ質問をさせていただきます。 
 予定価格が７，１１０万円という中で、落札価格が６，７５０万円。その比率が９４％とい

う、非常に入札価格が高いところに落ちたわけでありますけども、８社ありますね、ここに。

そこで、８社の、１回目の入札で落札しているわけでありますけども、各社の顛末書、各社の

入札価格について、ここで公表を願いたいと思います。 
〇議長（松木慶光君） 

 企画財政課長。 
〇企画財政課長（鈴木高吉君） 

 それでは、質問にお答えをいたします。 
 金額を申し上げますので、よろしくお願いします。 
 扶桑建設につきましては、６，８００万円でありました。松井組工友については６，８４０万

円でございました。それから旭工業については、６，７９０万円であります。近藤工業は６，

７５０万円であります。それから小林建設は６，９００万円であります。身延工業は６，

９６５万円であります。川口建設は６，９００万円でございます。望月建設は７千万円ちょう

どでございました。 
 以上の結果でございます。 

〇議長（松木慶光君） 
 ほかに質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 議案第８５号について、質疑を求めます。 
 質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 同意第２号は人事案件でありますので、質疑を省略したいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 
 （異議なし。の声） 
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 異議なしと認めます。 
 よって、同意第２号は質疑を省略いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第４ 追加提出議案の討論を行います。 

 議案第８４号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 議案第８５号について、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 同意第２号は人事案件でありますので、討論を省略したいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、同意第２号は討論を省略いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第５ 追加提出議案の採決を行います。 

 議案第８４号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第８４号 身延町立身延北小学校屋外プール新築建築主体工事請負契約につい

ては、原案のとおり可決決定いたしました。 
 議案第８５号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第８５号 財産の取得については、原案のとおり可決決定いたしました。 
 同意第２号について、原案のとおり同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、同意第２号 人権擁護委員候補者、山梨県南巨摩郡身延町梅平１６４８番地、望月

秀哉氏、昭和９年１月７日生まれ。山梨県南巨摩郡身延町北川５２８７番地、小林五百子氏、

昭和１９年１０月１３日生まれ。山梨県南巨摩郡身延町宮木５１７番地、高野雅史氏、昭和

１８年８月２０日生まれ。山梨県南巨摩郡身延町中山１８７６番地、遠藤和美氏、昭和２１年

１２月１５日生まれ。山梨県南巨摩郡身延町帯金１４７番地１、千須和百合子氏、昭和２０年

７月２０日生まれの５名に同意することに決定いたしました。 
 
 

 １２２



  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   追加日程第６ 委員会の閉会中の継続調査についてを行います。 

 産業建設常任委員会委員長、議会運営委員会委員長、議会広報編集委員会委員長および議会

活性化等調査検討特別委員会委員長から所管事務調査について、会議規則第７４条の規定に

よって、お手元に配布しましたとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。 
 お諮りします。 
 以上４委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、産業建設常任委員会委員長、議会運営委員会委員長、議会広報編集委員会委員長お

よび議会活性化等調査検討特別委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とするこ

とに決定いたしました。 
 以上で、本日の議事日程は終了いたしました。 
 ここで、町長よりあいさつをいただきます。 
 町長。 

〇町長（依田光弥君） 
 本日は大変、ご苦労さまでございます。 
 平成１８年６月定例会、１９日に招集をされまして、本日まで４日間。議員各位の真摯なお

取り組みの中で、当局の提案に関わる専決処分の承認を求めることについての報告第９号から

報告第１３号までの５件、議案第６９号 身延駅前しょうにん通り駐車場の指定管理者の指定

について、議案第７０号 身延町町営駐車場条例の制定について、議案第７１号 平成１８年

度身延町一般会計補正予算（第２号）、さらに議案第７２号から議案第８０号までの各特別会計

補正予算９件、そして議案第８１号から議案第８３号、身延北小学校建築に関わる工事請負契

約の一部変更についての３件につきまして、ご熱心なご質疑・ご討論を得まして、それぞれ原

案どおり可決決定をいただきました。 
 さらに追加提出をいたしました議案第８４号 身延町立身延北小学校屋外プール新築建築主

体工事請負契約について、議案第８５号 財産の取得について、また同意第２号 人権擁護委

員候補者の推薦について、それぞれ原案可決、同意をいただきました。誠にありがとうござい

ました。 
 各議案に関わる審議等におきまして、さらに一般質問等、行政運営についてのご叱正、ご提

言、ご意見を真摯に受け止めさせていただきました。施政報告でも申し上げました諸事業を遂

行するため、さらなる行政改革を進め、財政の健全化、住民サービスの向上等、積極的に取り

組んでまいりますので、議員各位のご指導・ご協力をお願い申し上げたいと存じます。 
 特に中部横断自動車道事業の推進につきましては、推進会議を構成いたします国土交通省、

中日本高速道路株式会社、地元自治体のもとに新直轄推進チームにおいて、地元協議、用地取

得、工事等を促進いたしまして、総力を挙げて、事業を推進してまいりたいと思いますので、

議員各位のご協力を、重ねてお願いを申し上げたいと存じます。 
 なお、平成１７年度の各種会計決算見込みについて、報告をさせていただきたいと思います

が、５月末日が出納閉鎖期でありますので、その結果、決算見込みが明らかになりました。先

に専決処分をさせていただきました老人保健特別会計、翌年度、繰上剰余金を除きまして、一

 １２３



般会計、特別会計２２の計２３会計、厳しい財政の中でありましたが、実質収支がそれぞれ黒

字で健全性を示しておるところであります。監査委員さんにまだ、監査をお願いする前でござ

いますが、とりあえず、皆さん方にご報告をさせていただきたいと思います。 
 ４日間にわたっての議員各位の真摯な議会活動に対しまして、心より敬意を表し、厚く御礼

を申し上げます。いよいよ梅雨本番を迎えますが、どうぞ健康にご留意をいただきまして、ご

活躍をいただきますよう、ご祈念を申し上げまして、私のごあいさつとさせていただきます。 
 今回の議会、大変ご苦労さまでございました。ありがとうございました。 

〇議長（松木慶光君） 
 以上をもちまして、本定例会に提出されました議案はすべて議了いたしました。 
 会期４日間、議員各位には慎重審議をいただき、心から敬意と感謝を申し上げます。 
 これをもちまして、平成１８年第２回定例会を閉会といたします。 
 大変、ご苦労さまでございました。 

〇議会事務局長（深沢茂君） 
 大変、ご苦労さまでございました。 
 最後のあいさつをしたいと思います。 
 ご起立願います。 
 相互に礼。 
 ご苦労さまでした。 

閉会 午前 ９時３０分 
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